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1.2 追加要求事項に対する適合性（手順等含む） 

(1) 位置，構造及び設備

ロ 発電用原子炉施設の一般構造

(3) その他の主要な構造

(a) 外部からの衝撃による損傷の防止

安全施設は，発電所敷地で想定される洪水，風（台風），

竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的

事象，森林火災及び高潮の自然現象（地震及び津波を除

く。）又はその組合せに遭遇した場合において，自然現象

そのものがもたらす環境条件及びその結果として施設で

生じ得る環境条件においても安全機能を損なわない設計

とする。 

なお，発電所敷地で想定される自然現象のうち，洪水

については，立地的要因により設計上考慮する必要はな

い。 

上記に加え，重要安全施設は，科学的技術的知見を踏

まえ，当該重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれが

あると想定される自然現象により当該重要安全施設に作

用する衝撃及び設計基準事故時に生じる応力について，

それぞれの因果関係及び時間的変化を考慮して適切に組

み合わせる。 

また，安全施設は，発電所敷地又はその周辺において

想定される飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，爆発，近

隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突又は電磁的障害

の発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるお

それがある事象であって人為によるもの（故意によるも

のを除く。）に対して安全機能を損なわない設計とする。 

なお，発電所敷地又はその周辺において想定される人

為事象のうち，飛来物（航空機落下）については，確率

的要因により設計上考慮する必要はない。また，ダムの

崩壊については，立地的要因により考慮する必要はない。 

自然現象及び発電所敷地又はその周辺において想定さ

れる発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となる

おそれがある事象であって人為によるもの（故意による

ものを除く。）の組合せについては，地震，津波，風（台

風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物

学的事象，森林火災等を考慮する。事象が単独で発生し

・東海第二は，設置許可 

本文の内容を記載 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 
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た場合の影響と比較して，複数の事象が重畳することで

影響が増長される組合せを特定し，その組合せの影響に

対しても安全機能を損なわない設計とする。 

ここで，想定される自然現象及び発電所敷地又はその

周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損

なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によ

るもの（故意によるものを除く。）に対して，安全施設が

安全機能を損なわないために必要な安全施設以外の施設

又は設備等（重大事故等対処設備を含む。）への措置を含

める。 

 

 (a-9) 外部火災（森林火災，爆発及び近隣工場等の火災） 

安全施設は，想定される外部火災において，最も厳しい火災

が発生した場合においても安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料 1(1.1～1.2：1)】 

    想定される森林火災の延焼防止を目的として，発電所周

辺の植生を確認し，作成した植生データ等を基に求めた最

大火線強度（6,278kW／m）から算出される防火帯（約 23m）

を敷地内に設ける。 

    防火帯は延焼防止効果を損なわない設計とし，防火帯に

可燃物を含む機器等を設置する場合は必要最小限とする。 

【別添資料 1(2.1.3.2：9～11)】 

    また，森林火災による熱影響については，最大火炎輻射

強度の影響を考慮した場合においても，離隔距離の確保等

により安全施設の安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料 1(2.1.3.3：12～15)】 

    発電所敷地又はその周辺で想定される発電用原子炉施設

の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であっ

て人為によるもの（故意によるものを除く。）として，想定

される近隣の産業施設の火災・爆発については，離隔距離

の確保により安全施設の安全機能を損なわない設計とす

る。 

【別添資料 1(2.2：17～29)】 

    また，想定される発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施

設等の火災及び航空機墜落による火災については，離隔距

離を確保すること，その火災による損傷を考慮して代替設

備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期

間での修復等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合
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わせることで，その安全施設の安全機能を損なわない設計

とする。 

    外部火災による屋外施設への影響については，屋外施設

の温度を許容温度以下とすることで安全施設の安全機能を

損なわない設計とする。 

【別添資料 1(2.2.2.5～2.3：30～39)】 

    また，外部火災の二次的影響であるばい煙及び有毒ガス

による影響については，換気空調設備等に適切な防護対策

を講じることで安全施設の安全機能を損なわない設計とす

る。 

【別添資料 1(2.4：40～46)】 

    森林火災による津波防護施設への熱影響については，最

大火炎輻射強度による熱影響を考慮した離隔距離を確保す

るものとする。なお，津波防護施設と植生の間の離隔距離

を確保するために管理が必要となる隣接事業所敷地につい

ては，隣接事業所との合意文書に基づき，必要とする植生

管理を当社が実施する。 

 

(2) 安全設計方針 

1.7.9 外部火災防護に関する基本方針 

1.7.9.1 設計方針 

  安全施設が外部火災（火災・爆発（森林火災，近隣工場等の

火災・爆発，航空機墜落火災等））に対して，発電用原子炉施

設の安全性を確保するために想定される最も厳しい火災が発生

した場合においても必要な安全機能を損なわないよう，防火帯

の設置，離隔距離の確保，建屋による防護，代替手段等によっ

て，安全機能を損なわない設計とする。 

外部火災によってその安全機能が損なわれないことを確認す

る必要がある施設を，安全重要度分類のクラス１，クラス２及

びクラス３に属する構築物，系統及び機器とする。 

外部火災によってその安全機能が損なわれないことを確認す

る必要がある施設のうち，外部事象防護対象施設は，防火帯の

設置，離隔距離の確保，建屋による防護等により安全機能を損

なわない設計とする。 

【別添資料 1(1.1～1.2：1～2)】 
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想定する外部火災として，森林火災，近隣の産業施設の火災・

爆発，発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災及び航

空機墜落による火災を選定する。外部火災にて想定する火災を

第 1.7.9－1表に示す。 

【別添資料 1(1.1～1.2：1～2)】   

  また，想定される火災及び爆発の二次的影響（ばい煙等）に

対して，安全施設の安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料 1(1.1～1.2：1～2)】 

森林火災による津波防護施設への熱影響については，最大火

炎輻射強度の影響を考慮した場合において，離隔距離の確保等

により津波防護機能を損なわない設計とする。 
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2.4 外部火災 

2.4.1 外部火災に対して，設計上対処すべき施設を抽出するため

の方針 

(1) 防護対象施設の抽出 

安全施設に対して，外部火災の影響を受けた場合，発電

用原子炉の安全性を確保するために必要な設計上の要求機

能を喪失し，安全性の確保が困難となるおそれがあること

から，安全機能を有する設備について外部火災に係る防護

対象施設とする。 

外部火災によってその安全機能が損なわれないことを確

認する必要がある施設を，安全重要度分類のクラス 1，ク

ラス 2 及びクラス 3 に属する構築物，系統及び機器とす

る。 

 

(2) 外部火災による影響評価が必要となる施設の選定 

外部事象防護対象施設のうち，外部火災の影響を受ける評

価対象施設については，評価ガイドに基づき，建屋の外側（コ

ンクリート，鋼，扉，貫通部で形成される障壁）の熱影響に

対する耐性評価を実施する。選定フロー（別添 4-1 添付資料

1 第 3-1 図）に基づき抽出した施設のうち，屋内設置の外部

事象防護対象施設については，内包する建屋により防護する

とし，評価対象施設として抽出された建屋側面のコンクリー

ト壁の温度評価を実施し，建屋内の外部事象防護対象施設に

影響を及ぼさないことを確認する。また，屋外の評価対象施

設については，各機器について熱影響評価を実施する。 

防護対象及びその防護方法を第 2.4.1-1 表に，火災防護の

方法等の判断基準を「別添 4-1 添付資料 1 第 3-1 図」の判

断フローにて示す。 

 

その他の安全機能を有する設備は，原則防火帯により防護

し，建屋内の設備は建屋による防護，屋外設備は代替手段等

で安全機能に影響がないことを確認する。屋外に設置してあ

り代替手段がない設備（主排気筒）については，個別に熱影

響評価を実施する。 

なお，防火帯による防護ができない設備は，送電線，通信

線，モニタリングポスト及び気象観測装置となるが，これら

が機能喪失した場合であっても，防火帯の内側で防護する非

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 評価対象施設 

   外部事象防護対象施設のうち，屋内設備は内包する建屋に

より防護する設計とし，評価対象施設を，建屋，屋外設備並

びに外部火災の二次的影響を受ける構築物，系統及び機器に

分類し，抽出する。 

上記に含まれない構築物，系統及び機器は，原則として，

防火帯により防護し，外部火災により損傷した場合であって

も，代替手段があること等により安全機能は損なわれない。 

評価対象施設を第 1.7.9－2表に示す。 

ａ．外部火災の直接的な影響を受ける評価対象施設 

外部事象防護対象施設等のうち，評価対象施設を以下の

とおり抽出する。 

(a) 屋内の評価対象施設 

屋内設置の外部事象防護対象施設は，内包する建屋に

より防護する設計とし，以下の建屋を評価対象施設とす

る。 

ⅰ) 原子炉建屋 

ⅱ) タービン建屋 

ⅲ) 使用済燃料乾式貯蔵建屋 

ⅳ) 排気筒モニタ建屋 

(b) 屋外の評価対象施設 

屋外の評価対象施設は，以下の施設を対象とする。 

ⅰ) 主排気筒 

 

2.4外部火災 

2.4.1 外部火災に対して，設計上対処すべき施設を抽出するため

の方針 

(1)防護対象施設の抽出 

安全施設に対して，外部火災の影響を受けた場合，発電用

原子炉の安全性を確保するために必要な設計上の要求機能を

喪失し，安全性の確保が困難となるおそれがあることから，

安全機能を有する設備について外部火災に係る防護対象施設

とする。 

外部火災によってその安全機能が損なわれないことを確認

する必要がある施設を，安全重要度分類のクラス１，クラス

２及びクラス３に属する構築物，系統及び機器とする。 

 

 

(2)外部火災による影響評価が必要となる施設の選定 

外部事象防護対象施設のうち，外部火災の影響を受ける評

価対象施設については，評価ガイドに基づき，建物の外側（コ

ンクリート，鋼，扉，貫通部で形成される障壁）の熱影響に

対する耐性評価を実施する。選定フロー（別添 4-1 添付資料

１ 第 3-1 図）に基づき抽出した施設のうち，屋内設置の外

部事象防護対象施設については，内包する建物により防護す

るとし，評価対象施設として抽出された建物側面のコンクリ

ート壁の温度評価を実施し，建物内の外部事象防護対象施設

に影響を及ぼさないことを確認する。また，屋外の評価対象

施設については，各機器について熱影響評価を実施する。 

防護対象及びその防護方法を第 2.4.1-1 表に，火災防護の

方法等の判断基準を「別添 4-1 添付資料１ 第 3-1 図」の

判断フローにて示す。 

 

その他の安全機能を有する設備は，原則防火帯により防護

し，建物内の設備は建物による防護，屋外設備は代替手段等

で安全機能に影響がないことを確認する。屋外に設置してあ

り代替手段がない設備（排気筒）については，個別に熱影響

評価を実施する。 

なお，防火帯による防護ができない設備は，送電線，通信

線及びモニタリングポストとなるが，これらが機能喪失した

場合であっても，防火帯の内側で防護する非常用ディーゼル

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方法の相違 

【東海第二】 

 記載箇所の相違及び

選定フローにより抽

出された施設の相違 
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常用ディーゼル発電機，無線連絡設備，可搬型モニタリング

ポスト及び可搬型気象観測装置により安全機能は維持され

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ) 非常用ディーゼル発電機吸気口及び高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機吸気口（以下「非常用ディー

ゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

を含む。）吸気口」という。） 

ⅲ) 残留熱除去系海水系ポンプ 

ⅳ) 非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ（以下「非

常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ」という。） 

ⅴ) 排気筒モニタ 

ⅵ) 残留熱除去系海水系ストレーナ 

ⅶ) 非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナ及び高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ストレーナ

（以下「非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ」

という。） 

ⅷ) 非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン及び

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機室ルーフベン

トファン（以下「非常用ディーゼル発電機（高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフ

ベントファン」という。） 

ⅸ) 非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機（以下「非常用ディーゼル発電機（高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）」と

いう。） 

ⅹ) 非常用ガス処理系排気筒 

ⅺ) 放水路ゲート 

 

評価対象施設のうち放水路ゲートについては，津波の

流入を防ぐための閉止機能を有している。航空機落下を

起因として津波が発生することはないこと及び放水路ゲ

ートは，大量の放射性物質を蓄えておらず，原子炉の安

全停止（炉心冷却を含む。）機能を有していないため，航

空機落下確率を算出する標的面積として抽出しないこと

から，航空機墜落による火災は設計上考慮しない。 

評価対象施設のうち，排気筒モニタについては，放射

性気体廃棄物処理施設の破損の検出手段として期待して

いる。外部火災を起因として放射性気体廃棄物処理施設

発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（以下「非

常用ディーゼル発電機」という。），無線連絡設備及び可搬式

モニタリングポストにより安全機能は維持される。 
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第 2.4.1-1 表 防護対象及び防護方法 

 

※1：破線内は評価対象施設である。 

※2：タービン建屋には原子炉補機冷却水系,原子炉補機冷却海水

系及び非常用電源の一部がある。原子炉補機冷却水系,原子炉

補機冷却海水系は，地下階に位置することから熱影響はない。

非常用電源の一部は 1 階に位置することから，個別に熱影響

評価を実施する（第 2.4.1-1 図）。ただし，タービン建屋は

海側に設置していることから，直接輻射熱が届く火災は，構

内危険物タンク火災及び航空機墜落による火災となることか

ら，それらについて熱影響評価を実施する。 

※3：廃棄物処理建屋には復水貯蔵槽がある。復水貯蔵槽の配置は

第 2.4.1-2 図に示すとおり，復水貯蔵槽は地下階から 1 階に

かけて設置されているが，屋外から 2 枚以上の壁を隔てた位

置に設置されていることから，復水貯蔵槽への外部火災の影

の破損が発生することはないが，独立事象としての重畳

の可能性を考慮し，安全上支障のない期間に補修等の対

応を行うことで，排気筒モニタ建屋も含め安全機能を損

なわない設計とする。 

また，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。）吸気口，残留熱除去系海水

系ストレーナ，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ，

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）室ルーフベントファン及び非常用ガ

ス処理系排気筒については，他の評価対象施設の評価に

より，安全機能を損なわない設計であることを確認する。 

 

第 1.7.9－2表 評価対象施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.4.1-1表 防護対象及び防護方法 

 

 

※１：破線内は評価対象施設である。 

  ※２：非常用ディーゼル燃料貯蔵タンク，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル燃料貯蔵タンク及び燃料移送ポンプは地

下設置であり，輻射熱が直接届かないことから熱影響

を受けない。 

  ※３：海水ポンプには，原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心

スプレイ補機海水ポンプがあるが，代表して原子炉補

機海水ポンプの熱影響評価を実施する。 

  ※４：排気筒は，防火帯の内側にあるが，屋外設置で代替手

段がないことから，個別に熱影響評価を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根 2号炉は，軽油タ

ンク及び燃料移送ポ

ンプは，地下構造のた

め影響評価対象外 

また，放水路ゲートに

ついても，設置してい

ないため影響評価対

象外 

なお，島根 2号炉は，

海水ポンプは，屋外設
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響はないが，廃棄物処理建屋外壁に直接輻射熱が届く航空機

墜落による火災について熱影響評価を実施する。 

※4: 主排気筒は，防火帯の内側にあるが，屋外設置で代替手段が

ないことから，個別に熱影響評価を実施する。 

第 2.4.1-1 図 6 号及び 7 号炉の建屋配置 

第 2.4.1-2 図 廃棄物処理建屋復水貯蔵槽の位置 

第 2.4.1-1図 発電所構内全体 

置のため影響評価を

実施 
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(3) 二次的影響（ばい煙及び有毒ガス又は爆発による飛来物等

に配慮すべき施設・機器の抽出方針

二次的影響を受ける，評価対象施設に属する施設につい

ては，換気空調系で給気されるエリアの設置機器，建屋外

部に開口部を有する設備，居住性への影響の観点で以下の

とおり抽出する。 

・ 換気空調系

・ 非常用ディーゼル発電機

・ 安全保護系

・ 中央制御室

・ 緊急時対策所

添付資料において，選定フローに基づき，評価対象施

設に属する施設について，ばい煙等による影響評価対象

とする系統及び機器を選定する。（別添 4-1添付資料 1 第

3-2 図）

2.4.2 考慮すべき外部火災 

安全施設が外部火災（火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火

災・爆発，航空機落下火災等）に対して，発電用原子炉施設の安

全性を確保するために想定される最も厳しい火災が発生した場合

においても必要な安全機能を損なわないよう，防火帯の設置，離

隔距離の確保，建屋による防護又は代替手段等によって，安全機

能を損なわない設計とする。 

想定する外部火災として，森林火災，近隣の産業施設の火災・

爆発（発電所敷地内に設置する危険物タンク等を含む），航空機墜

落による火災を選定する。外部火災にて想定する火災を第 2.4.2-1 

表に示す。 

また，想定される火災及び爆発の二次的影響（ばい煙等）につ

いても，考慮する。 

第 2.4.2-1 表 外部火災にて想定する火災 

ｂ．外部火災の二次的影響を受ける評価対象施設 

外部火災の二次的影響を受ける評価対象施設を以下のと

おり抽出する。 

(a) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）

(b) 換気空調設備

(c) 計測制御設備（安全保護系）

(d) 残留熱除去系海水系ポンプ

(e) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 

【別添資料 1(1.3：3～4)】 

第 1.7.9－1表 外部火災にて想定する火災 

(3)二次的影響（ばい煙及び有毒ガス又は爆発による飛来物等）

に配慮すべき施設・機器の抽出方針

二次的影響を受ける，評価対象施設に属する施設について

は，空調換気系で給気されるエリアの設置機器，建物外部に

開口部を有する設備，居住性への影響の観点で以下のとおり

抽出する。 

・空調換気系

・非常用ディーゼル発電機

・安全保護系

・中央制御室

・緊急時対策所

添付資料において，選定フローに基づき，評価対象施設に

属する施設について，ばい煙等による影響評価対象とする系

統及び機器を選定する。（別添 4-1 添付資料１ 第 3-2図） 

2.4.2考慮すべき外部火災 

安全施設が外部火災（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航

空機墜落火災等）に対して，発電用原子炉施設の安全性を確保す

るために想定される最も厳しい火災が発生した場合においても必

要な安全機能を損なわないよう，防火帯の設置，離隔距離の確保，

建物による防護又は代替手段等によって，安全機能を損なわない

設計とする。 

想定する外部火災として，森林火災，近隣の産業施設の火災・

爆発（発電所敷地内に設置する危険物タンク等を含む），航空機墜

落による火災を選定する。外部火災にて想定する火災を第 2.4.2-1

表に示す。 

また，想定される火災及び爆発の二次的影響（ばい煙等）につ

いても，考慮する。 

第 2.4.2-1表 外部火災にて想定する火災 

・評価対象施設の相違

【東海第二】 

島根 2 号炉の海水ポ

ンプは，全閉構造であ

り，二次的影響を受け

ない設備として柏崎

と同様の整理 
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2.4.3 外部火災に対する設計方針 

(1) 輻射熱の影響に対する防護

一定の輻射強度で外壁が昇温されるものとして算出する

建屋（垂直外壁面及び天井スラブから選定した，火災の輻

射に対して最も厳しい箇所）の表面温度をコンクリート許

容温度である 200℃以下とすることで，評価対象施設の安

全機能を損なわない設計とする。（建築火災のメカニズムと

火災安全設計，原田和典） 

当該建屋のコンクリート壁は厚く，外壁からの入熱は一

定時間経過後から長時間に亘って建屋内に放熱されるが，

換気空調系設備による除熱により，建屋内外部事象防護対

象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

「別添 4-1 添付資料 2」にて コンクリートの許容限界温

度 200℃の設定根拠について示す。 

(2) ばい煙等の影響に対する防護

外部火災による二次的影響として，ばい煙等による影響

を抽出し，安全機能を損なわれるおそれがある構築物，系

統及び機器として外気を取り込む区域に設置される評価対

象施設を抽出した上で，第 2.4.3-1 表の分類のとおり評価

を行い，必要な場合は対策を実施することで評価対象施設

の安全機能を損なわない設計とする。 

a. 換気空調系

外気を取り入れている設備として，原子炉建屋，非常

用ディーゼル発電機電気品区域，中央制御室，コントロ

ール建屋計測制御電源盤区域，海水熱交換器区域の換気

空調系がある。 

これらの外気取入口にはバグフィルタ（粒径 2μm に

対して 80％～85％の捕集効率）を設置することにより，

ばい煙が外気取入口に到達した場合であっても，一定以

上の粒径のばい煙粒子については，バグフィルタにより

侵入を阻止することで評価対象施設の安全機能を損なわ

ない設計とする。 

なお，外気取入ダンパが設置されており再循環運転が

可能である中央制御室の換気空調系については，外気取

(5) 二次的影響（ばい煙等）

外部火災による二次的影響として，ばい煙等による影響を

抽出し，外気を取り込む評価対象施設を抽出した上で，第

1.7.9－7表の分類のとおり評価を行い，必要な場合は対策を

実施することで評価対象施設の安全機能を損なわない設計と

する。 

【別添資料 1(2.4：41～47)】 

ａ．換気空調設備 

外気を取り込む空調系統として，中央制御室換気系，電

気室換気系，原子炉建屋換気系，非常用ディーゼル発電機

室換気系及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機室換気

系（以下「非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。）室換気系」という。）がある。 

これらの外気取入口には，フィルタを設置することによ

り，ばい煙が外気取入口に到達した場合であっても，粒径

2μm以上の粒径のばい煙粒子については，フィルタにより

侵入しにくい設計とすることにより，評価対象施設の安全

機能を損なわない設計とする。 

なお，外気取入ダンパが設置されており閉回路循環運転

が可能である中央制御室の換気空調設備については，外気

2.4.3外部火災に対する設計方針 

(1)輻射熱の影響に対する防護

一定の輻射強度で外壁が昇温されるものとして算出する建

物（垂直外壁面及び天井スラブから選定した，火災の輻射に

対して最も厳しい箇所）の表面温度をコンクリート許容温度

である 200℃以下とすることで，評価対象施設の安全機能を

損なわない設計とする。（建築火災のメカニズムと火災安全設

計，原田和典） 

当該建物のコンクリート壁は厚く，外壁からの入熱は一定

時間経過後から長時間に亘って建物内に放熱されるが，空調

換気系設備による除熱により，建物内外部事象防護対象施設

の安全機能を損なわない設計とする。 

「別添 4-1 添付資料２」にて，コンクリートの許容限界

温度 200℃の設定根拠について示す。 

(2)ばい煙等の影響に対する防護

外部火災による二次的影響として，ばい煙等による影響を

抽出し，安全機能を損なわれるおそれがある構築物，系統及

び機器として外気を取り込む区域に設置される評価対象施設

を抽出した上で，第 2.4.3-1 表の分類のとおり評価を行い，

必要な場合は対策を実施することで評価対象施設の安全機能

を損なわない設計とする。 

a．空調換気系 

外気を取り入れている設備として，原子炉建物付属棟空

調換気系，中央制御室空調換気系がある。 

これらの外気取入口には，袋型フィルタや平型フィルタ

（粒径２μm に対して，袋型フィルタは捕集効率が 80%以

上，平型フィルタは捕集効率が 76%以上）を設置すること

により，ばい煙が外気取入口に到達した場合であっても，

一定以上の粒径のばい煙粒子については，フィルタにより

侵入を阻止することで評価対象施設の安全機能を損なわな

い設計とする。 

なお，外気取入ダンパが設置されており再循環運転が可

能である中央制御室の空調換気系については，外気取入ダ

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

外気を取り入れてい

る系統の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

フィルタ仕様の相違
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入ダンパを閉止し，再循環運転を行うことで評価対象施

設の安全機能を損なわない設計とする。また，それ以外

の換気空調系については，空調ファンを停止し，外気取

入れを遮断することで評価対象施設の安全機能を損なわ

ない設計とする。 

b. 非常用ディーゼル発電機

非常用ディーゼル機関の外気取入口にはバグフィルタ

（粒径 2μm に対して 80％～85％の捕集効率）を設置し，

粒径 2μm 以上のばい煙粒子が侵入しにくい設計とする。

粒径 2μm 以下のばい煙粒子については，機関内に侵入

するものの，通気経路（過給機，空気冷却器）の隙間よ

り小さく，閉塞に至ることを防止することで非常用ディ

ーゼル発電機の安全機能を損なわない設計とする。 

また，非常用ディーゼル発電機は建屋外部に開口部（排

気口）を有しているが，排気によりばい煙を掃気するこ

とで非常用ディーゼル発電機の安全機能を損なわない設

計とする。 

c. 安全保護系

安全保護系は，現場盤が非常用電気品室，安全保護系

盤が中央制御室に設置してある。非常用電気品室への外

気取入経路にはバグフィルタ（粒径 2μm に対して 80％

～85％の捕集効率）を設置し，粒径 2μm 以上のばい煙

粒子が侵入しにくい設計とする。バグフィルタにより捕

集しきれなかったばい煙が非常用電気品室に侵入する可

能性がある場合においても，空調ファンを停止すること

でばい煙の侵入を阻止することが可能である。また，中

央制御室への外気取入経路にはバグフィルタを設置して

いることから，粒径 2μm 以上のばい煙粒子が侵入しに

くい設計とする。安全保護系盤は粒径 2μm 以下のばい

煙粒子に対し，短絡が生じないようにすることにより，

影響を受けない設計とする。 

取入ダンパを閉止し，閉回路循環運転を行うことで評価対

象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

また，それ以外の換気空調設備については，空調ファン

を停止し，外気取入れを遮断することで評価対象施設の安

全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料 1(2.4：41～47)】 

ｃ．非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）の吸気系統に付属するフィルタを設置

し，粒径 5μm 以上のばい煙粒子が侵入しにくい設計とす

る。フィルタを通過したばい煙粒子（数μm～10数μm）が

過給機，空気冷却器に侵入するものの，機器の隙間はばい

煙粒子に比べて十分大きく，閉塞に至ることを防止するこ

とで非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）の安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料 1(2.4：41～47)】 

ｂ．計測制御設備（安全保護系） 

計測制御設備（安全保護系）は，中央制御室，原子炉建

屋及び電気室に設置してある。この室内へ外気を取り入れ

る換気空調設備の外気取入口には，フィルタを設置するこ

とにより，粒径 2μm以上のばい煙粒子が侵入しにくい設計

とする。 

フィルタにより侵入を阻止できなかったばい煙がこの室

内に侵入する可能性がある場合においても，空調ファンを

停止すること等でばい煙の侵入を阻止することが可能であ

る。また，計測制御設備（安全保護系）は粒径 2μm以下の

ばい煙粒子に対し，短絡が生じないようにすることにより，

計測制御設備（安全保護系）の安全機能を損なわない設計

とする。 

【別添資料 1(2.4：41～47)】 

ンパを閉止し，再循環運転を行うことで評価対象施設の安

全機能を損なわない設計とする。また，それ以外の空調換

気系については，空調ファンを停止し，外気取入れを遮断

することで評価対象施設の安全機能を損なわない設計とす

る。 

b.非常用ディーゼル発電機

非常用ディーゼル機関の外気取入口にはフィルタ（粒径

１μm 以上に対して 80％以上の捕集効率）を設置し，粒径

１μm 以上のばい煙粒子が侵入しにくい設計とする。粒径

１μm 以下のばい煙粒子については，機関内に侵入するも

のの，通気経路（過給機，空気冷却器）の隙間より小さく，

閉塞に至ることを防止することで非常用ディーゼル発電機

の安全機能を損なわない設計とする。 

また，非常用ディーゼル発電機は建物外部に開口部（排

気口）を有しているが，排気によりばい煙を掃気すること

で非常用ディーゼル発電機の安全機能を損なわない設計と

する。 

ｃ．安全保護系 

安全保護系は，原子炉建物付属棟空調換気系，中央制御

室空調換気系で給気されるエリアに設置されており，外気

取入経路には平型フィルタ（粒径２μm に対して 76％以上

の捕集効率）や袋型フィルタ（粒径２μm に対して 80％以

上の捕集効率）を設置し，粒径２μm 以上のばい煙粒子が

侵入しにくい設計とする。フィルタにより捕集しきれなか

ったばい煙が侵入する可能性がある場合においても，空調

ファンを停止することで，ばい煙の侵入を阻止することが

可能である。また，安全保護系盤は，粒径２μm 以下のば

い煙粒子に対し，短絡が生じないようにすることにより，

影響を受けない設計とする。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

フィルタ仕様の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

給気エリアの相違 

フィルタ仕様の相違
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d. 火災時の有毒ガスの発生に伴う居住空間への影響評価

有毒ガスの発生については，中央制御室換気空調系及

び緊急時対策所換気空調系における外気取入遮断時の室

内に滞在する人員に対する環境劣化防止のため，酸素濃

度及び二酸化炭素濃度の影響評価を実施し，又は，離隔

を確保する等により，居住空間へ影響を及ぼさない設計

とする。 

なお，外気取入ダンパが設置されており再循環運転が

可能である中央制御室換気空調系については，外気取入

ダンパを閉止し，再循環運転を行う。また，それ以外の

換気空調系については，空調ファンを停止し，外気取入

れを遮断する。 

ｄ．残留熱除去系海水系ポンプ 

残留熱除去系海水系ポンプ電動機は，全閉防まつ型屋外

形構造であり，下部に設置した外扇で外気を空気冷却器冷

却管内に直接取り込み，冷却管壁で電動機内部空気と熱交

換することで冷却を行う構造であり，冷却管内を通った空

気は全て排気口に導かれるため，ばい煙が電動機内部に侵

入することはない。 

また，ばい煙粒子の粒径は，空気冷却器冷却管の内径に

比べて十分に小さく，閉塞を防止することにより残留熱除

去系海水系ポンプ電動機の安全機能を損なわない設計とす

る。 

【別添資料 1(2.4：41～47)】 

ｅ．非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）用海水ポンプ

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）用海水ポンプ電動機は，外扇から吸引

した外気をファンカバーから下向きに本体放熱フィンに沿

って流し，電動機本体を冷却する構造であり，ばい煙が電

動機内部に侵入することはない。 

また，ばい煙の粒径は，冷却流路出口幅に比べて十分に

小さく，閉塞を防止することにより非常用ディーゼル発電

機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海

水ポンプ電動機の安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料 1(2.4：41～47)】 

ｆ．火災時の有毒ガスの発生に伴う居住空間への影響評価 

有毒ガスの発生については，中央制御室換気系における

外気取入遮断時の室内に滞在する人員の環境劣化防止のた

め，酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響評価を実施するこ

とにより，居住空間へ影響を及ぼさない設計とする。 

なお，外気取入ダンパが設置されており閉回路循環運転

が可能である中央制御室換気系については，外気取入ダン

パを閉止し，閉回路循環運転を行う。また，それ以外の換

気空調設備については，空調ファンを停止し，外気取入れ

を遮断する。 

ｄ．火災時の有毒ガスの発生に伴う居住空間への影響評価 

有毒ガスの発生については，中央制御室空調換気系及び

緊急時対策所換気空調設備における外気取入遮断時の室内

に滞在する人員に対する環境劣化防止のため，酸素濃度及

び二酸化炭素濃度の影響評価を実施することにより，居住

空間へ影響を及ぼさない設計とする。 

なお，外気取入ダンパが設置されており再循環運転が可

能である中央制御室空調換気系については，外気取入ダン

パを閉止し，再循環運転を行う。また，それ以外の空調換

気系については，空調ファンを停止し，外気取入れを遮断

する。 

・評価対象施設の相違

【東海第二】 

海水ポンプについて

は全閉構造であり，二

次的影響を受けない

設備として柏崎と同

様の整理 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根 2 号炉の緊急時

対策所は，離隔を確保

する等により，影響を

及ぼさないことを確

認 
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第 2.4.3-1 表 ばい煙による影響評価 

(3) 火災防護計画

外部火災における手順として，火災発生時の対応，防火

帯の維持・管理等を適切に実施するための対策を定める。 

a. 防火帯の維持・管理については，定期的な点検等の方法

【別添資料 1(2.4：41～47)】 

第 1.7.9－7表 ばい煙等による影響評価 

1.7.9.2 体制 

火災発生時の発電用原子炉施設の保全のための活動を行うた

め，通報連絡責任者，消火担当等が常駐するとともに，所員に

より編成する自衛消防組織を設置する。 

自衛消防組織のための要員を，第 1.7.9－8表に示す。 

第 1.7.9－8表 自衛消防組織のための要員 

1.7.9.3 手順 

外部火災における手順については，火災発生時の対応，防火

帯の維持・管理並びにばい煙及び有毒ガス発生時の対応を適切

に実施するための対策を火災防護計画に定める。 

(1) 防火帯の維持・管理においては，定期的な点検等の方法を

第 2.4.3-1表 ばい煙による影響評価 

(3)火災防護計画

外部火災における手順として，火災発生時の対応，防火帯

の維持・管理並びにばい煙及び有毒ガス発生時の対応を適切

に実施するための対策を火災防護計画に定める。 

ａ．防火帯の維持・管理については，定期的な点検等の方法

13
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を火災防護計画に定め，実施する。 

b. 防火帯により森林火災が発電用原子炉施設へ影響を及

ぼすことはないが，森林火災の状況に応じて防火帯付近

へ予防散水を行うことについては，予防散水エリアごと

に使用水源を定めるとした火災防護計画を定め，消防隊

長の指揮のもと自衛消防隊が実施する。

c. 外部火災発生時の予防散水に必要な消火対応力等を維

持するため，自衛消防隊を対象とした教育・訓練を定期

的に実施する。

なお，体制等については「別添 4-1 添付資料 2 2.3」に

て記載している。 

2.4.3.1 森林火災 

(1)発生を想定する発電所敷地外における森林火災の想定及び

影響評価

a. 発生を想定する発電所敷地外における森林火災の設定

(a) FARSITE 解析に必要な入力データ

火災防護計画に定め，実施する。また，津波防護施設と植生

の間の離隔距離を確保するために管理が必要となる隣接事業

所敷地については，当社による当該敷地の植生管理を可能と

するための隣接事業所との合意文書に基づき，必要とする植

生管理を当社が実施する。 

(2) 予防散水においては，手順を整備し，予防散水エリアごと

に使用水源箇所を定め，消火栓及び消防自動車を使用し，消

防隊長の指揮のもと自衛消防隊が実施する。なお，万一，防

火帯の内側に飛び火した場合は，自衛消防隊の活動を予防散

水から防火帯内火災の初期消火活動に切り替え，消火栓及び

消防自動車を使用し，継続して消防隊長の指揮のもと初期消

火活動・延焼防止活動を行う。 

(3) 外部火災によるばい煙発生時には，外気取入口に設置して

いるフィルタの交換，外気取入ダンパの閉止，換気空調設備

の停止又は閉回路循環運転により，建屋内へのばい煙の侵入

を阻止する。 

(4) 外部火災による有毒ガス発生時には，外気取入ダンパの閉

止，換気空調設備の停止又は閉回路循環運転により，建屋内

への有毒ガスの侵入を阻止する。 

(5) 外部火災による中央制御室へのばい煙等の侵入阻止に係る

教育を定期的に実施する。 

(6) 森林火災から評価対象施設を防護するための防火帯の点検

等に係る火災防護に関する教育を定期的に実施する。 

(7) 近隣の産業施設の火災・爆発から評価対象施設を防護する

ために，離隔距離を確保すること等の火災防護に関する教育

を定期的に実施する。 

(8) 外部火災発生時の予防散水に必要な消火対応力を維持する

ため，自衛消防隊を対象とした教育・訓練を定期的に実施す

る。 

【別添資料 2(1～3)】 

(2) 森林火災

「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」を参照し，発

電所周辺の植生及び過去 10年間の気象条件を調査し，発電所

から直線距離 10kmの間に発火点を設定し，森林火災シミュレ

ーション解析コード（以下「ＦＡＲＳＩＴＥ」という。）を

用いて影響評価を実施し，森林火災の延焼を防ぐための手段

を火災防護計画に定め，実施する。 

ｂ．防火帯により森林火災が発電用原子炉施設へ影響を及ぼ

すことはないが，森林火災の状況に応じて防火帯付近へ

予防散水を行うことについては，予防散水エリアごとに

使用水源を定めるとした火災防護計画を定め，自衛消防

隊長の指揮のもと自衛消防隊が実施する。 

ｃ．ばい煙及び有毒ガス発生時の対応については，外気取入

れを遮断する方法等を火災防護計画に定め，実施する。 

ｄ．外部火災発生時の予防散水に必要な消火対応力等を維持

するため，自衛消防隊を対象とした教育・訓練を定期的

に実施する。 

なお，体制等については，「別添 4-1 添付資料２ 2.3」

にて記載している。 

2.4.3.1 森林火災 

(1)発生を想定する発電所敷地外における森林火災の想定及び

影響評価 

ａ．発生を想定する発電所敷地外における森林火災の設定 

(a)FARSITE解析に必要な入力データ

・設備の相違

【東海第二】 

管理が必要となる当

社敷地外の設備等は

ない 

・記載方法の相違

【東海第二】 

詳細な運用を記載 
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(a-1) 土地利用データ 

土地利用データについては現地状況をできるだけ

模擬するため，発電所周辺の建物用地，交通用地等

のデータについては，公開情報の中でも高い空間解

像度である 100m メッシュの「国土数値情報 土地利

用細分メッシュ」（国土交通省データ）を用いる。 

発電所周辺の建物用地，交通用地，湖沼，河川等

の土地状況を実際に近い形で模擬したデータを「別

添 4-1 添付資料 2 第 2.2-1 図，第 2.2-2 図」に示

す。 

(a-2) 地形データ 

地形データについては現地状況をできるだけ模擬

するため，発電所周辺の土地の標高，地形等のデー

タについては，公開情報の中でも高い空間解像度で

ある 10m メッシュの「基盤地図情報 数値標高モデ

ル」（国土地理院データ）を用いる。

地形データのうち，傾斜度，傾斜方向については

標高データから計算する。（別添 4-1 添付資料 2 第

2.2-3図） 

として防火帯を設け，火炎が防火帯外縁に到達するまでの時

間，評価対象施設への熱影響及び危険距離を評価し，必要な

防火帯幅，評価対象施設との離隔距離を確保すること等によ

り，評価対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

ａ．森林火災の想定 

(a) 森林火災における各樹種の可燃物量は，茨城県から入手

した森林簿データと現地調査等により得られた樹種を踏

まえて補正した植生を用いる。また，林齢は，樹種を踏ま

えて地面草地の可燃物量が多くなるように保守的に設定

する。 

(b) 気象条件は，水戸地方気象台の過去 10 年間の気象デー

タを調査し，茨城県における森林火災発生頻度が年間を通

じて比較的高い月の最小湿度，最高気温及び最大風速の組

合せとする。 

(c) 風向については，最大風速記録時における風向及び卓越

風向を調査し，森林火災の発生件数及び森林と発電所の位

置関係を考慮して，最大風速記録時の風向を設定する。 

(b) 土地利用データ

現地状況をできるだけ模擬するため，発電所周辺の建

物用地，交通用地等のデータについては，公開情報の中

でも高い空間解像度である 100mメッシュの「国土数値情

報 土地利用細分メッシュ」（国土交通省データ）を用い

る。 

ｃ．必要データ（ＦＡＲＳＩＴＥ入力条件） 

(a) 地形データ

現地状況をできるだけ模擬するため，発電所周辺の土

地の標高，地形等のデータについては，公開情報の中で

も高い空間解像度である 10mメッシュの「基盤地図情報 

数値標高モデル」（国土地理院データ）を用いる。 

(a-1)土地利用データ 

土地利用データについては現地状況をできるだけ模

擬するため，発電所周辺の建物用地，交通用地等のデ

ータについては，公開情報の中でも高い空間解像度で

ある 100mメッシュの「国土数値情報 土地利用細分メ

ッシュ」（国土交通省データ）を用いる。 

発電所周辺の建物用地，交通用地，湖沼，河川等の

土地状況を実際に近い形で模擬したデータを「別添 4-1 

添付資料２ 第 2.2-1図，第 2.2-2図」に示す。 

(a-2)地形データ 

地形データについては現地状況をできるだけ模擬す

るため，発電所周辺の土地の標高，地形等のデータに

ついては，公開情報の中でも高い空間解像度である 10m

メッシュの「基盤地図情報 数値標高モデル」（国土地

理院データ）を用いる。 

地形データのうち，傾斜度，傾斜方向については標

高データから計算する。（別添 4-1 添付資料２ 第

2.2-3図） 
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(a-3) 植生データ 

植生データについては現地状況をできるだけ模擬

するため，樹種に関する情報を有する「自然環境保

全基礎調査 植生調査データ」（環境省データ）を用

いる。また，現地調査を実施し発電所構外及び構内

の植生を反映する。 

樹冠率は日照や風速への影響を考慮し，針葉樹，

落葉広葉樹について，保守的な樹冠率区分を入力。

「別添 4-1 添付資料 2 第 2.2-4 表」にて，樹種・

林齢の設定の考え方を記載している。 

(a-4) 気象データ 

気象データについては起こり得る最も厳しい条件

を検討するため，「柏崎地域気象観測所」及び「新潟

地方気象台」の過去 10 年間の気象データのうち，

新潟県，柏崎市，刈羽村，出雲崎町で発生した森林

火災の実績から，発生頻度が高い 3 月から 5 月の気

象条件（最多風向，最大風速，最高気温及び最小湿

度）の最も厳しい条件を用いる。 

風向については，上記の気象データの中から最大

風速における風向の出現回数を調査し，これらをも

とに卓越風向を設定している。 

なお，「別添 4-1 添付資料 2 2.2.(3)b. 気象条件

の設定」にて，気象条件として設定する風向につい

ては，最大風速の風向きも考慮して設定しているこ

とを記載している。 

(b) 評価エリア

発電所近傍の発火想定地点を 10km 以内とし，評

価対象範囲は西側が海岸という発電所周辺の地形を

考慮し柏崎刈羽原子力発電所から東に 12km，西に

9km，南に 12km，北に 15km とする。 

(c) 発火点

発火点については，柏崎刈羽原子力発電所から直

線距離 10km の間で風向及び人為的行為を考慮し，

(c) 植生データ

現地状況をできるだけ模擬するため，樹種や生育状況

に関する情報を有する森林簿の空間データを地方自治体

（茨城県）より入手する。森林簿の情報を用いて，土地

利用データにおける森林領域を樹種・林齢によりさらに

細分化する。 

発電所構内及び発電所周辺の植生データについては，

現地調査し，ＦＡＲＳＩＴＥ入力データとしての妥当性

を確認のうえ植生区分を設定する。 

【別添資料 1(2.1.2：4～7)】 

(d) 気象データ

現地にて起こり得る最も厳しい条件を検討するため，

「水戸地方気象台」の過去 10年間の気象データにおける

茨城県で発生した森林火災の実績を考慮し，比較的発生

頻度が高い 12月～5月の気象条件（最多風向，最大風速

記録時の風向，最大風速，最高気温及び最小湿度）の最

も厳しい条件を用いる。 

なお，最多風向については，より発電所周辺の状況を

考慮するため，発電所の過去 10年間の観測データも参照

した。 

【別添資料 1(2.1.2：4～7)】 

ｂ．評価対象範囲 

発電所近傍の発火想定地点を 10km以内とし，評価対象範

囲は東側が海岸という発電所周辺の地形を考慮し，発電所

から南側，北側及び西側に 12km以内の範囲を対象に評価を

行う。 

【別添資料 1(2.1.2：4～7)】 

(d) 発火点については，防火帯幅の設定及び熱影響評価に

際し，ＦＡＲＳＩＴＥより出力される最大火線強度及び

反応強度を用いて評価するため，発電所から直線距離

(a-3)植生データ 

植生データについては現地状況をできるだけ模擬す

るため，樹種に関する情報を有する島根県から入手し

た森林簿のデータを用いる。また，現地調査を実施し

発電所構外及び構内の植生を反映する。 

樹冠率は日照や風速への影響を考慮し，針葉樹，落

葉広葉樹について，保守的な樹冠率区分を入力。「別添

4-1 添付資料２ 第 2.2-4表」にて，樹種・林齢の設

定の考え方を記載している。 

(a-4)気象データ 

気象データについては起こり得る最も厳しい条件を

検討するため，「鹿島地域気象観測所」及び「松江地方

気象台」の過去 10年間の気象データのうち，松江市で

発生した森林火災の実績から，発生頻度が高い 3 月か

ら 8 月の気象条件（最多風向，最大風速，最高気温及

び最小湿度）の最も厳しい条件を用いる。 

風向については，上記の気象データの中から最大風

速における風向の出現回数を調査し，これらをもとに

卓越風向を設定している。 

なお，「別添 4-1 添付資料２ 2.2（3）b．気象条

件の設定」にて，気象条件として設定する風向につい

ては，最大風速の風向きも考慮して設定していること

を記載している。 

(b)評価エリア

発電所近傍の発火想定地点を 10km以内とし，評価対象

範囲は北側が海岸という発電所周辺の地形を考慮し島根

原子力発電所から東側，西側及び南側に 12km以内の範囲

を対象に評価を行う。 

(c)発火点

発火点については，島根原子力発電所から直線距離

10kmの間で風向及び人為的行為を考慮し，火を扱う可能

・条件の相違

【柏崎 6/7】 

島根 2号炉は，外部火

災影響評価ガイドを

踏まえて，「森林簿」

の空間データを使用 

・条件の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

地域特性を踏まえた

入力データの相違 

・条件の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

地域特性を踏まえた

入力データの相違 
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交通量が多く火災の発生頻度が高いと想定される国

道沿い 3 地点を設定する。 

風向は卓越方向（南南東，南東）とし，火災規模

に対する風向の影響を考慮し，発火点は，陸側方向

（柏崎刈羽原子力発電所の西側が海）の柏崎刈羽原

子力発電所の風上を選定する。 

・発火点 1：柏崎刈羽原子力発電所の南南東約

0.6km の国道沿い 

・発火点 2：柏崎刈羽原子力発電所の南南東約

3.4km の国道沿い 

・発火点 3：柏崎刈羽原子力発電所の南東約 0.4km

の国道沿い 

10km の間で風向及び人為的行為を考慮し，7 地点を設定

する。 

(d-1) 人為的行為を考慮し，火を扱う可能性がある箇所で，

火災の発生頻度が高いと想定される道路沿い，海岸等を

選定する。 

(d-2) 風向は卓越方向（北，西北西）及び最大風速記録時

の方向（北東，南西）とし，火災規模に対する風向の影

響を考慮し，発火点は，陸側方向（発電所の東側が海）

の発電所の風上を選定する。 

ⅰ) 発電所周辺のうち，卓越風向である西北西の風によ

る延焼を考慮し，霊園における線香等の裸火の使用，

残り火の不始末，国道２４５号線を通行する人のたば

この投げ捨て等を想定し，国道２４５号線沿いの霊園

（発電所敷地から約 20m の距離）を「発火点１」とし

て設定する。 

ⅱ) 発電所周辺のうち，卓越風向である北の風による延

焼を考慮し，バーベキュー及び花火の不始末等を想定

し，海岸沿い(発電所敷地から約 550mの距離)を「発火

点２」として設定する。 

ⅲ) 発電所周辺のうち，卓越風向である西北西の風によ

る延焼を考慮し，火入れ・たき火等を想定し，県道２

８４号線沿いの水田(発電所敷地から約 560m の距離)

に，発火点１より遠方となる「発火点３」として設定

する。 

ⅳ) 発電所周辺のうち，卓越風向である北の風による延

焼を考慮し，釣り人によるたばこの投げ捨て等を想定

し，海岸沿い(発電所敷地から約 1,300mの距離)に発火

点２より遠方となる「発火点４」として設定する。 

ⅴ) 森林火災シミュレーションを保守的に行うため，最

大風速記録時の風向の南西の風による延焼を考慮し，

発電所南方向にある危険物貯蔵施設の屋外貯蔵タンク

（発電所敷地から約 890mの距離）からの火災が森林に

延焼することを想定し，南方向の危険物施設の近くに

「発火点５」として設定する。 

ⅵ) 森林火災シミュレーションを保守的に行うため，最

大風速記録時の風向の南西の風による延焼を考慮し，

交通量が多い交差点(発電所敷地から約 550m の距離)

性がある箇所で，火災の発生頻度が高いと想定される集

落部又は道路沿いのうち，森林部との境界５地点を設定

する。 

風向は最大風速記録時の風向及び卓越方向（南西，東

北東）とし，火災規模に対する風向の影響を考慮し，発

火点は，陸側方向（島根原子力発電所の北側が海）の島

根原子力発電所の風上を選定する。 

・発火点１：島根原子力発電所の南西約２kmの恵曇地区

・発火点２：島根原子力発電所の南西約１kmの県道沿い

（敷地境界） 

・発火点３：島根原子力発電所の東約２kmの御津地区

・発火点４：島根原子力発電所の東南東約４kmの上講武

地区 

・発火点５：島根原子力発電所の北北東約５kmの島根町

（大芦地区） 

・条件の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

地域特性を踏まえた

森林火災における発

火点の選定の相違 
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上記の 3 つの発火点をもとに評価に必要なパラメ

ータを算出し，パラメータごとに，より厳しい値を

採用している。 

森林火災の発火時刻については，日照による草地

及び樹木の乾燥に伴い，火線強度が変化することか

ら，これらを考慮して火線強度が最大となる時刻を

設定する。具体的には日照による草地及び樹木の乾

燥に伴い，延焼速度・火線強度が増大することから，

これを考慮して火線強度が最大となる発火時刻を設

定。 

b. 森林火災による影響評価

(a) 火炎の到達時間及び防火帯幅の評価

森林火災シミュレーション解析コード(FARSITE)

を用いて延焼速度及び火線強度を算出した上で，延

焼速度をもとに発火点から防火帯までの到達時間

を，火線強度をもとに防火帯幅を算出している。 

・延焼速度及び火線強度の算出

ホイヘンスの原理に基づく火炎の拡大モデルを用

いて延焼速度（0.25m/s（発火点 3））や火線強度

（3,002kW/m（発火点 2））から，発火点から火炎が

防火帯に到達する時間（3 時間(発火点 3））を算出

した。 

・防火帯幅の算出

FARSITE から出力される最大火線強度

での交通事故による車両火災を想定し，国道２４５号

線沿いに「発火点６」として設定する。 

ⅶ) 森林火災シミュレーションを保守的に行うため，最

大風速記録時の風向の北東の風による延焼を考慮し，

釣り人によるたばこの投げ捨て等を想定し，一般の人

が発電所に最も近づくことが可能である海岸沿い（発

電所敷地から約 60mの距離）に「発火点７」として設

定する。 

【別添資料 1(2.1.2：4～7)】 

(e) 森林火災の発火時刻については，日照による草地及び

樹木の乾燥に伴い，火線強度が変化することから，これ

らを考慮して火線強度が最大となる時刻を設定する。 

【別添資料 1(2.1.2：4～7)】 

  ｄ．延焼速度及び火線強度の算出 

ホイヘンスの原理に基づく火炎の拡大モデルを用いて延

焼速度（0.45m／s「発火点１」）や火線強度（6,278kW／m

「発火点３」）を算出する。 

上記の５つの発火点をもとに評価に必要なパラメータ

を算出し，パラメータごとに，より厳しい値を採用して

いる。 

森林火災の発火時刻については，日照による草地及び

樹木の乾燥に伴い，火線強度が変化することから，これ

らを考慮して火線強度が最大となる時刻を設定する。具

体的には日照による草地及び樹木の乾燥に伴い，延焼速

度・火線強度が増大することから，これらを考慮して火

線強度が最大となる発火時刻を設定する。 

ｂ．森林火災による影響評価 

(a)火炎の到達時間及び防火帯幅の評価

森林火災シミュレーション解析コード（FARSITE）を用

いて延焼速度及び火線強度を算出した上で，延焼速度を

もとに発火点から防火帯までの到達時間を，火線強度を

もとに防火帯幅を算出している。 

・延焼速度及び火線強度の算出

ホイヘンスの原理に基づく火炎の拡大モデルを用い

て延焼速度（ 2.15m/s（発火点２））や火線強度

（4,154kW/m（発火点１））から，発火点から火炎が防

火帯に到達する時間（2.3時間（発火点２））を算出し

た。 

・防火帯幅の算出

FARSITEから出力される最大火線強度（4,154kW/m（発
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(3,002kW/m(発火点 2))により防火帯幅 18.4m を算

出した。 

(b) 危険距離の評価

影響評価に用いる火炎輻射発散度としては，発火

点 1～3 による森林火災の熱影響として FARSITE の

出力データから最大であるケース 2 の火炎輻射発散

度 100kW/m2（火炎輻射強度 211kW/m2）を用いる。こ

れに対する危険距離を算出した上で，危険距離に応

じた離隔距離を確保する。 

(2) 森林火災に対する設計方針

a. 熱影響に対する防護

森林火災の直接的な影響を受ける評価対象施設への影

ｈ．評価対象施設の危険距離の確保 

森林火災の直接的な影響を受ける評価対象施設の危険距

離について評価を実施し，防火帯の外縁（火炎側）からの

離隔距離を最大の火炎輻射強度に基づき算出する危険距離

以上確保することにより，評価対象施設の安全機能を損な

わない設計とする。また，津波防護施設についても，森林

外縁からの離隔距離を最大の火炎輻射強度に基づき算出す

る危険距離以上確保することにより，津波防護機能を損な

わない設計とする。 

(a) 原子炉建屋，タービン建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建

屋の危険距離の確保 

最大の火炎輻射強度（444kW／m２）となる「発火点５」

に基づき危険距離を算出し，発電所周囲に設置される防

火帯の外縁（火炎側）からの離隔距離を危険距離以上確

保することにより，各建屋及び当該建屋内の外部事象防

護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

(b) 主排気筒，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。），残留熱除去系海水

系ポンプ，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ及び放

水路ゲートの危険距離の確保 

最大の輻射強度（主排気筒及び非常用ディーゼル発電

機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）は

0.07kW／m２並びに残留熱除去系海水系ポンプ及び非常用

ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機を含む。）用海水ポンプは 0.08kW／m２並びに放水路ゲ

ートは 2.55kW／m２）となる「発火点３」に基づき危険距

離を算出し，発電所周囲に設置される防火帯の外縁（火

炎側）からの離隔距離を危険距離以上確保することによ

り，安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料 1(2.1.3.3：12～15)】 

ｇ．評価対象施設への熱影響 

森林火災の直接的な影響を受ける評価対象施設への影響

火点１））により防火帯幅 19.5mを算出した。 

(b)危険距離の評価

影響評価に用いる火炎輻射発散度としては，発火点１

～５による森林火災の熱影響として FARSITE の出力デー

タから最大であるケース1の火炎輻射発散度118kW/m2（火

炎輻射強度 364kW/m2）を用いる。これに対する危険距離

を算出した上で，危険距離に応じた離隔距離を確保する。 

(2)森林火災に対する設計方針

ａ．熱影響に対する防護

森林火災の直接的な影響を受ける評価対象施設への影響

・条件の相違

【東海第二】 

島根 2号炉は， 

FARSITE の出力デー

タのうち最大である

ケース 1 の火炎輻射

発散度を使用して評

価を実施 
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響評価を実施し，離隔距離の確保，建屋による防護等に

より，評価対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

(a)原子炉建屋，コントロール建屋，タービン建屋及び廃

棄物処理建屋への熱影響 

影響が大きい発火点 2 の火線強度に基づき算出す

る，防火帯の外縁（火炎側）から最も近くに位置す

る原子炉建屋（垂直外壁面及び天井スラブから選定

する，火炎の輻射に対して最も厳しい箇所）の表面

温度を，火災時における短期温度上昇を考慮した場

合のコンクリート圧縮強度が維持される保守的な温

度（以下「コンクリート許容温度」という。）である

200℃以下とすることで，当該建屋内の外部事象防護

対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

コンクリート壁以外の機器搬出入口等の建屋内近

傍には，安全機能を有する施設を設置しないことに

より外部事象防護対象施設の安全機能を損なわない

設計とする。 

なお，「別添 4-1 添付資料 2 3.3」にて評価プロセ

スを記載している。

(b) 軽油タンクへの熱影響

影響が大きい発火点 2 の火線強度に基づき算出す

る軽油の温度を，軽油の発火点である 225℃以下と

することで，軽油タンクの安全機能を損なわない設

計とする。 

なお，「別添 4-1 添付資料 2 3.5」にて評価プロセ

スを記載している。

評価を実施し，離隔距離の確保，建屋による防護により，

評価対象施設の安全機能を損なわない設計とする。なお，

影響評価に用いる火炎輻射強度は，ＦＡＲＳＩＴＥから出

力される反応強度から求める。 

(a) 火災の想定

ⅰ) 森林火災による熱を受ける面と森林火災の火炎輻射

強度が発する地点が同じ高さにあると仮定し，離隔距

離は最短距離とする。 

ⅱ) 森林火災の火炎は，円筒火炎モデルとする。火炎の

高さは燃焼半径の 3 倍とし，燃焼半径から円筒火炎モ

デルの数を算出することにより火炎到達幅の分だけ円

筒火炎モデルが横一列に並ぶものとする。 

(b) 原子炉建屋，タービン建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建

屋への熱影響 

最大の火炎輻射強度（444kW／m２）となる「発火点５」

に基づき算出する，防火帯の外縁（火炎側）から最も近

くに位置する使用済燃料乾式貯蔵建屋（垂直外壁面及び

天井スラブから選定した，火災の輻射に対して最も厳し

い箇所）の表面温度を，火災時における短期温度上昇を

考慮した場合のコンクリート圧縮強度が維持される保守

的な温度である 200℃（１）以下とすることで，当該建屋内

の外部事象防護対象施設の安全機能を損なわない設計と

する。 

(d) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）への熱影響 

最大の輻射強度（0.07kW／m２）となる「発火点３」に

基づき算出する非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）内への流入空気の温

度を，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機を含む。）の性能維持に必要な温度であ

評価を実施し，離隔距離の確保，建物による防護等により，

評価対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

(a)原子炉建物，制御室建物，タービン建物及び廃棄物処理

建物への熱影響 

影響が大きい発火点１の火線強度に基づき算出する，

防火帯の外縁（火炎側）から最も近くに位置する原子炉

建物（垂直外壁面及び天井スラブから選定する，火炎の

輻射に対して最も厳しい箇所）の表面温度を，火災時に

おける短期温度上昇を考慮した場合のコンクリート圧縮

強度が維持される保守的な温度（以下「コンクリート許

容温度」という。）である 200℃以下とすることで，当該

建物内の外部事象防護対象施設の安全機能を損なわない

設計とする。 

コンクリート壁以外の機器搬入口等の建物内近傍に

は，安全機能を有する施設を設置しないことにより外部

事象防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

なお，「別添 4-1 添付資料２ 3.3」にて評価プロセ

スを記載している。

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉では，軽油

タンク，燃料移送ポン

プ，非常用ディーゼル

発電機は，地下構造等

の屋内設備のため影
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(c) 燃料移送ポンプ（防護板（鋼板））への熱影響

影響が大きい発火点 2 の火線強度に基づき算出す

る燃料移送ポンプ（防護板（鋼板））の表面温度を，

端子ボックスパッキンの耐熱温度である 100℃以下

とすることで，燃料移送ポンプの安全機能を損なわ

ない設計とする。 

なお，「別添 4-1 添付資料 2 3.5」にて評価プロセ

スを記載している。

(d) 主排気筒の熱影響

影響が大きい発火点 2 の火線強度に基づき算出す

る主排気筒の表面温度を，鋼材の強度が維持される

保守的な温度 325℃以下とすることで，主排気筒の

安全機能を損なわない設計とする。 

なお，「別添 4-1 添付資料 2 3.5」にて評価プロセ

スを記載している。

b. 防火帯幅の設定

FARSITE から出力される最大火線強度（3,002kW/m（発

る 53℃以下とすることで，非常用ディーゼル発電機（高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）の安全機

能を損なわない設計とする。 

(e) 残留熱除去系海水系ポンプへの熱影響

最大の輻射強度（0.08kW／m２）となる「発火点３」に

基づき算出する残留熱除去系海水系ポンプへの冷却空気

の温度を，下部軸受の機能維持に必要な温度である 70℃

以下とすることで，残留熱除去系海水系ポンプの安全機

能を損なわない設計とする。 

(f) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水ポンプへの熱影響 

最大の輻射強度（0.08kW／m２）となる「発火点３」に

基づき算出する非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプへの冷

却空気の温度を，下部軸受の機能維持に必要な温度であ

る 60℃以下とすることで，非常用ディーゼル発電機（高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポ

ンプの安全機能を損なわない設計とする。

(g) 放水路ゲートへの熱影響

最大の輻射強度（2.55kW／m２）となる「発火点３」に

基づき算出する放水路ゲート駆動装置外殻表面温度を，

鋼材の強度が維持される温度である 325℃以下とするこ

とで，放水路ゲートの安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料 1(2.1.3.3：12～15)】 

(c) 主排気筒への熱影響

最大の輻射強度（0.07kW／m２）となる「発火点３」に

基づき算出する主排気筒表面の温度を，鋼材の強度が維

持される温度である 325℃（１）以下とすることで，主排気

筒の安全機能を損なわない設計とする。 

  ｆ．防火帯幅の設定 

ＦＡＲＳＩＴＥから出力される最大火線強度（6,278kW

(b)海水ポンプへの熱影響

影響が大きい発火点１の火線強度に基づき算出する海

水ポンプへの冷却空気の温度を，下部軸受の機能維持に

必要な温度である 55℃以下とすることで，海水ポンプの

安全機能を損なわない設計とする。 

なお，「別添 4-1 添付資料２ 3.5」にて評価プロセ

スを記載している。

(c)排気筒への熱影響

影響が大きい発火点１の火線強度に基づき算出する排

気筒の表面温度を，鋼材の強度が維持される保守的な温

度 325℃以下とすることで，排気筒の安全機能を損なわ

ない設計とする。 

なお，「別添 4-1 添付資料２ 3.5」にて評価プロセ

スを記載している。

ｂ．防火帯幅の設定 

FARSITEから出力される最大火線強度（4,154kW/m（発火

響評価対象外 

また，放水路ゲートに

ついても，設置してい

ないため影響評価対

象外 

なお，島根 2号炉は，

海水ポンプは，屋外設

置のため影響評価を

実施 
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火点 2））により算出される防火帯幅 18.4m に対し，約

20m の防火帯幅を確保することにより評価対象施設の安

全機能を損なわない設計とする。 

防火帯は延焼防止効果を損なわない設計とし，防火帯

に可燃物を含む機器等を設置する場合は必要最小限とす

る。 

設置する防火帯について，第 2.4.3.1-1 図に示す。 

(a) 延焼対策

FARSITE の解析によると，火炎が防火帯に到達す

る時間は，発電所敷地境界付近からの出火（ケース

3）を想定しても 3 時間程度であり，これに対して，

防火帯付近への予防散水は，敷地境界域での火災発

見から約 90 分で開始可能である。 

敷地外の森林から出火し，敷地内の植生へ延焼す

るおそれがある場合は，自衛消防隊が出動し，予防

散水等の延焼防止措置を行う。また，敷地内の植生

へ延焼した場合であっても，適切な離隔距離を保っ

ており，発電用原子炉施設に影響せず，安全性が損

なわれることはない。 

／m「発火点３」）により算出される防火帯幅 21.4mに対し，

約 23m の防火帯幅を確保することにより評価対象施設の安

全機能を損なわない設計とする。 

防火帯は延焼防止効果を損なわない設計とし，防火帯に

可燃物を含む機器等を設置する場合は必要最小限とする。 

設置する防火帯について，第 1.7.9－1図に示す。 

【別添資料 1(2.1.3.2：9～11)】 

ｅ．火炎到達時間による消火活動 

延焼速度より，発火点から防火帯までの火炎到達時間

（0.2時間（約 12分）「発火点１」）を算出する。 

この発火点１の火災に対しては，熱感知カメラ及び警報

による早期の火災覚知，防火帯近傍への消火栓の設置等の

対策を講じることで，森林火災が防火帯に到達するまでの

間に発電所に常駐している自衛消防隊による防火帯付近の

予防散水活動（飛び火を抑制する効果を期待）を行うこと

が可能であり，防火帯をより有効に機能させる。 

また，万が一の飛び火等による火炎の延焼を確認した場

合には，自衛消防隊による初期消火活動を行うことで，外

部事象防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料 1(2.1.3.1：8～9)】 

なお，外部からの情報により森林火災を認識し，防火帯

に到達するまでに時間的な余裕がある場合には，発電所構

内への延焼を抑制するために防火帯近傍への予防散水を行

う。 

【別添資料 1(2.1.3.1：8～9)】 

点１））により算出される防火帯幅 19.5mに対し，約 21mの

防火帯幅を確保することにより評価対象施設の安全機能を

損なわない設計とする。 

防火帯は延焼防止効果を損なわない設計とし，防火帯に

可燃物を含む機器等を設置する場合は必要最小限とする。 

設置する防火帯について，第 2.4.3.1-1図に示す。 

(a)延焼対策

FARSITE の解析によると，火炎が防火帯に到達する時

間は，発電所敷地境界付近からの出火（ケース２）を想

定しても 2.3 時間程度であり，これに対して，防火帯付

近への予防散水は，敷地境界域での火災発見から約 60分

で開始可能である。 

敷地外の森林から出火し，敷地内の植生へ延焼するお

それがある場合は，自衛消防隊が出動し，予防散水等の

延焼防止措置を行う。また，敷地内の植生へ延焼した場

合であっても，適切な離隔距離を保っており，発電用原

子炉施設に影響せず，安全性が損なわれることはない。 

・評価結果の相違

【東海第二】 

発火点から防火帯ま

での火炎到達時間が

12 分と少ないため，

島根 2 号炉と状況が

異なる 
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第 2.4.3.1-1 図 防火帯配置図 

2.4.3.2 近隣の産業施設の火災・爆発 

(1) 近隣の産業施設からの火災及びガス爆発の想定及び影響評

価

a. 近隣の産業施設による火災及びガス爆発の想定

(a)火災による影響の検討

(a-1) 石油コンビナート施設等の影響 

発電所敷地外 10km 以内の範囲において，石油コ

ンビナート施設を調査した結果，当該施設は存在し

ないことを確認している。なお，柏崎刈羽原子力発

電所に最も近い石油コンビナート地区は南西約 39km 

の直江津地区である。 

(b-1) 危険物貯蔵施設の影響 

第 1.7.9－1 図 防火帯設置図 

【別添資料 1(1.3：3～4)】 

(3) 近隣産業施設の火災･爆発

「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」を参照し，発

電所敷地外 10km 以内の産業施設を抽出した上で発電所との

離隔距離を確保すること及び発電所敷地内で火災を発生させ

るおそれのある危険物貯蔵施設等を選定し，危険物貯蔵施設

等の燃料量と評価対象施設との離隔距離を考慮して，輻射強

度が最大となる火災を設定し，直接的な影響を受ける評価対

象施設への熱影響評価を行い，離隔距離の確保等により，評

価対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

ａ．石油コンビナート施設等の影響 

発電所敷地外 10km以内の範囲において，石油コンビナー

ト施設を調査した結果，当該施設は存在しないことを確認

している。なお，発電所に最も近い石油コンビナート地区

は南約 50kmの鹿島臨海地区である。 

【別添資料 1(2.2.2：17)】 

ｂ．危険物貯蔵施設の影響 

(a) 火災の影響

発電所敷地外 10km 以内の危険物貯蔵施設の火災によ

る直接的な影響を受ける評価対象施設への影響評価を実

第 2.4.3.1-1図 防火帯配置図 

2.4.3.2 近隣の産業施設の火災・爆発 

(1)近隣の産業施設からの火災及びガス爆発の想定及び影響評

価 

ａ．近隣の産業施設による火災及びガス爆発の想定 

(a)火災による影響の検討

(a-1)石油コンビナート施設等の影響 

発電所敷地外 10km以内の範囲において，石油コンビ

ナート施設を調査した結果，当該施設は存在しないこ

とを確認している。なお，島根原子力発電所に最も近

い石油コンビナート地区は南東約 120km の福山・笠岡

地区及び水島臨海地区である。 

(b-1)危険物貯蔵施設の影響 

・記載箇所の相違

【東海第二】 

島根 2号炉は，安全機

能を損なわない設計

とすることを，他箇所

で記載 

・条件の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

地域特性を踏まえた

条件の相違 

・記載箇所の相違

【東海第二】 

島根 2号炉は，安全機
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(b-1-1) 評価対象範囲 

評価対象は，発電所敷地外の半径 10 ㎞の消防法

及び高圧ガス保安法に基づき設置している施設を抽

出し，最短距離の危険物施設（危険物貯蔵施設，高

圧ガス貯蔵施設，ガスパイプライン）に最大貯蔵量

があるものと仮定する。 

発電所敷地外 10km 以内の危険物貯蔵施設を第

2.4.3.2-1 図に示す。 

(b-1-2) 火災の想定 

・危険物貯蔵施設の貯蔵量は，危険物を満載した状態

を想定する。

・離隔距離は，評価上厳しくなるよう危険物貯蔵施設

の位置から評価対象施設までの直線距離とする。

・火災は円筒火炎をモデルとし，火炎の高さは燃焼半

径の 3 倍とする。

・気象条件は無風状態とする。

(c-1) 燃料輸送車両の影響 

施し，離隔距離の確保，建屋による防護により，評価対

象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

発電所敷地外 10km以内のうち，発電所周辺（東海村全

域及び日立市の一部）に位置する危険物貯蔵施設※を第

1.7.9－2図に示す。 

※ 石油コンビナートの大規模な危険物タンクを想定

し危険距離 1,400m を火災影響が及ぶ可能性があ

る範囲と設定し，この範囲内の屋外貯蔵タンクを

抽出した。 

【別添資料 1(2.2.2.2：18～20)】 

ⅱ) 評価対象範囲 

評価対象は，発電所敷地外 10km 以内の危険物貯蔵施

設及び高圧ガス貯蔵施設とする。 

【別添資料 1(2.2.2.2：18～20)】 

ⅰ) 火災の想定 

・危険物貯蔵施設の貯蔵量は，危険物を満載した状

態とする。

・離隔距離は，評価上厳しくなるよう危険物貯蔵施

設の位置から評価対象施設までの直線距離とす

る。

・火災は円筒火炎をモデルとし，火炎の高さは燃焼

半径の 3倍とする。

・気象条件は無風状態とする。

ｃ．燃料輸送車両の影響 

(a) 火災の影響

発電所敷地外 10km 以内の燃料輸送車両の火災による

直接的な影響を受ける評価対象施設への影響評価を実施

し，離隔距離の確保，建屋による防護により，評価対象

施設の安全機能を損なわない設計とする。 

(b-1-1)評価対象範囲 

評価対象は，発電所敷地外の半径 10kmの消防法及

び高圧ガス保安法に基づき設置している施設を抽出

し，最短距離の危険物施設（危険物貯蔵施設，高圧

ガス貯蔵施設，ガスパイプライン）に最大貯蔵量が

あるものと仮定する。 

なお，LNG 基地及び石油備蓄基地は存在しないこ

とを確認している。 

発電所敷地外 10km 以内の危険物貯蔵施設を第

2.4.3.2-1図に示す。 

(b-1-2)火災の想定 

・危険物貯蔵施設の貯蔵量は，危険物を満載した状態

を想定する。

・離隔距離は，評価上厳しくなるよう危険物貯蔵施設

の位置から評価対象施設までの直線距離とする。

・火災は円筒火炎をモデルとし，火炎の高さは燃焼半

径の３倍とする。

・気象条件は無風状態とする。

(c-1)燃料輸送車両の影響 

能を損なわない設計

とすることを，他箇所

で記載 

・条件の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，LNG基

地及び石油備蓄基地

が存在せず，評価対象

外 

・記載箇所の相違

【東海第二】 

島根 2号炉は，安全機

能を損なわない設計

とすることを，他箇所

で記載 
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(c-1-1) 評価対象範囲 

評価対象は，燃料積載量が液化石油ガス輸送車両

の中で最大クラスのもの（16t）とし，火災・爆発の

発生場所は，発電所敷地外の道路において，発電用

原子炉施設に最も近い場所を対象とする。 

(c-1-2) 火災の想定 

・最大規模の液化石油ガス輸送車両が発電所敷地周辺

道路で火災・爆発を起こすものとする。 

・燃料積載量は液化石油ガス輸送車両の中で最大規模

（16t）とする。 

・燃料輸送車両は燃料を満載した状態を想定する。

・輸送燃料は液化石油ガス（プロパン）とする。

・発電所敷地境界の道路での燃料輸送車両の全面火災

を想定する。 

・気象条件は無風状態とする。

(火災は円筒火炎をモデルとし，火炎の高さは燃焼半径

の 3 倍とする。) 

(d-1) 発電所敷地内に設置する危険物タンク等の熱影響 

(d-1-1) 評価対象範囲 

評価対象は，発電所敷地内に位置している屋外の

危険物タンクの火災を想定した敷地内危険物施設の

うち，熱影響評価を実施する危険物施設として各号

炉の軽油タンク，変圧器等のうち影響が最も大きい

ものとする。 

【別添資料 1(2.2.2.3：25)】 

ⅱ) 評価対象範囲 

評価対象は，最大規模の燃料輸送車両とする。 

【別添資料 1(2.2.2.3：25)】 

ⅰ) 火災の想定 

・最大規模の燃料輸送車両が発電所敷地周辺道路で

火災を起こすものとする。 

・燃料積載量は燃料輸送車両の中で最大規模とする。 

・燃料輸送車両は燃料を満載した状態を想定する。

・輸送燃料はガソリンとする。

・発電所敷地周辺道路での燃料輸送車両の全面火災

を想定する。 

・気象条件は無風状態とする。

・火災は円筒火炎をモデルとし，火炎の高さは燃焼

半径の 3倍とする。

ｅ．発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災・爆発 

(a) 火災の影響

発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災によ

る直接的な影響を受ける評価対象施設への影響評価を実

施し，離隔距離の確保，建屋による防護等により，評価

対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料 1(2.2.2.5：30)】 

発電所敷地内に設置している屋外の危険物貯蔵施設等

を第 1.7.9－3表及び第 1.7.9－7図に示す。 

ⅱ) 評価対象範囲 

 評価対象は，発電所敷地内の屋外に設置する引火等

のおそれのある危険物貯蔵施設等のうち，離隔距離や

危険物貯蔵量から発電用原子炉施設への熱影響が大き

くなると想定される溶融炉灯油タンク，主要変圧器，

所内変圧器及び起動変圧器とする。 

(c-1-1)評価対象範囲 

評価対象は，非常用ディーゼル発電機の燃料を運

搬するタンクローリ（30kl）とし，火災・爆発の発

生場所は，車両が接近可能な発電所出入口ゲートを

対象とする。 

(c-1-2)火災の想定 

・非常用ディーゼル発電機の燃料を運搬するタンクロ

ーリ（30kl）が出入口ゲートで火災・爆発を起こす

ものとする。 

・燃料積載量は燃料輸送車両の中で最大規模とする。

・燃料輸送車両は燃料を満載した状態を想定する。

・輸送燃料は軽油とする。

・発電所出入口ゲートでの燃料輸送車両の全面火災を

想定する。

・気象条件は無風状態とする。

・火災は円筒火炎をモデルとし，火炎の高さは燃焼半

径の３倍とする。

(d-1)発電所敷地内に設置する危険物タンク等の熱影響 

(d-1-1)評価対象範囲 

評価対象は，発電所敷地内に位置している屋外の

危険物タンクの火災を想定した敷地内危険物施設の

うち，熱影響評価を実施する危険物施設として重油

タンク，軽油タンク及び変圧器等のうち影響が最も

大きいものとする。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，敷地周

辺の道路状況や運用

状況を踏まえ，軽油を

輸送している車両に

ついて評価を実施 

・記載箇所の相違

【東海第二】 

島根 2号炉は，安全機

能を損なわない設計

とすることを，他箇所

で記載 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

評価対象タンクの抽

出結果の相違 
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評価対象抽出フローを第 2.4.3.2-2 図に，発電所

敷地内に設置している屋外の危険物タンク等を第

2.4.3.2-3 図，第 2.4.3.2-4 図及び第 2.4.3.2-1 表

に示す。 

(d-1-2) 火災の想定 

・発電所敷地内に設置する軽油タンク，主変圧器，原

子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置入力変

圧器,危険物タンク等の火災のうち，発電用原子炉施

設への影響が最も大きいものを想定する。 

・危険物タンク等の貯蔵量は，危険物を満載した状態

を想定する。

・離隔距離は，評価上厳しくなるようタンク等の位置

から評価対象施設までの直線距離とする。

・危険物タンク等の破損等による防油堤内の全面火災

を想定する。

・火災は円筒火炎をモデルとし，火炎の高さは燃焼半

径の 3 倍とする。

・気象条件は無風状態とする。

なお，屋外に設置する危険物タンク等のうち，地

下タンク貯蔵所は埋設しているため評価対象外とす

る。また，指定数量以下の危険物を貯蔵する車両等

（タンクローリ），倉庫及びガスタービン車他燃料供

給設備は，貯蔵量が少なく，軽油タンクと発電用原

子炉施設の距離に比べ離れた位置に配置しており，

【別添資料 1(2.2.2.5：30～33)】 

なお，屋外に設置する危険物貯蔵施設等のうち，屋

内設置の設備，地下設置の設備，常時「空」で運用す

る設備及び火災源となる設備から評価対象施設を直接

臨まないものに関しては評価対象外とする。 

【別添資料 1(2.2.2.5：30～33)】 

また，危険物を内包する車両等は，溶融炉灯油タン

クに比べ貯蔵量が少なく，また溶融炉灯油タンクと発

電用原子炉施設の距離に比べ離隔距離が長いことか

ら，評価対象とした溶融炉灯油タンク火災の評価に包

絡される。 

【別添資料 1(2.2.2.5：30～33)】 

ⅰ) 火災の想定 

・危険物貯蔵施設等の貯蔵量は，危険物施設として

許可された貯蔵容量とする。

・離隔距離は，評価上厳しくなるよう危険物貯蔵施

設等の位置から評価対象施設までの直線距離とす

る。 

・危険物貯蔵施設等の破損等による防油堤内又は設

備本体内での全面火災を想定する。

・火災は円筒火炎をモデルとし，火炎の高さは燃焼

半径の 3倍とする。

・気象条件は無風状態とする。

・変圧器の防火設備の消火機能等には期待しない。

【別添資料 1(2.2.2.5：30～33)】 

評価対象抽出フローを第 2.4.3.2-2 図に，発電所

敷地内に設置している屋外の危険物タンク等を第

2.4.3.2-3 図，第 2.4.3.2-4 図，第 2.4.3.2-1 表及

び第 2.4.3.2-2表に示す。 

(d-1-2)火災の想定 

・発電所敷地内に設置する重油タンク，軽油タンク及

び主変圧器等の火災のうち，発電用原子炉施設への

影響が最も大きいものを想定する。

・危険物タンク等の貯蔵量は，危険物を満載した状態

を想定する。 

・離隔距離は，評価上厳しくなるようタンク等の位置

から評価対象施設までの直線距離とする。

・危険物タンク等の破損等による防油堤内の全面火災

を想定する。 

・火災は円筒火炎をモデルとし，火炎の高さは燃焼半

径の３倍とする。

・気象条件は無風状態とする。

・変圧器の防火設備の消火機能等には期待しない。

なお，屋外に設置する危険物タンク等のうち，地

下タンク貯蔵所は埋設しているため評価対象外とす

る。また，指定数量以下の危険物を貯蔵する車両等

（タンクローリ）及び倉庫等は，貯蔵量が少なく，

重油タンク及び軽油タンク等と発電用原子炉施設の

距離に比べ離れた位置に配置しており，評価対象と

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

評価対象タンクの抽

出結果の相違 

・設備の相違

評価対象タンクの抽

出結果の相違
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評価対象とした軽油タンク火災の評価に包絡され

る。 

(e-1) 漂流船舶の火災 

(e-1-1) 評価対象範囲 

評価対象は，柏崎刈羽原子力発電所前面の海域に

航路がある液化石油ガス輸送船舶のうち，港湾内に

入港可能な大きさで実際に存在する最大の船舶（積

載量 1021t）を想定する。発電所港湾内において港

湾内に進入できる最大規模の船舶が火災をした場合

を想定し影響評価を実施する。火災の発生場所は，

発電所港湾内において，発電用原子炉施設に最も近

い場所とする。 

(e-1-2) 火災の想定 

・漂流船舶は新潟県内で輸送実績が多く，柏崎刈羽原

子力発電所前面の海域に航路がある液化石油ガス輸

送船舶を想定する。 

・漂流船舶は港湾内に入港可能な大きさで実際に存在

する最大の船舶（積載量 1021t）を想定する。

・漂流船舶は燃料を満載した状態を想定する。

・離隔距離は，評価上厳しくなるよう岸壁から評価対

象施設までの直線距離とする。

ｄ．漂流船舶の火災・爆発 

(a) 火災の影響

「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」を参照し，

発電所敷地外で発生する漂流船舶を選定し，船舶の燃料

量と評価対象施設との離隔距離を考慮して，輻射強度が

最大となる火災を設定し，直接的な影響を受ける評価対

象施設への影響評価を実施し，離隔距離の確保，建屋に

よる防護により，評価対象施設の安全機能を損なわない

設計とする。 

【別添資料 1(2.2.2.4：27～29)】 

 ⅱ) 評価対象範囲 

漂流船舶は発電所周辺の海域を航行する燃料輸送船

及び発電所港湾内に定期的に入港する船舶を評価対象

とする。 

【別添資料 1(2.2.2.4：27～29)】 

ⅰ) 火災の想定 

・発電所から約 1,500mの位置で稼働中の日立ＬＮＧ

基地の高圧ガス貯蔵施設に入港する燃料輸送船及

び発電所港湾内に定期的に入港する船舶（以下「定

期船」という。）の火災を想定した。 

・燃料輸送船は，日立ＬＮＧ基地に実際に入港する

最大規模の船舶及び発電所港湾内に定期的に入港

する最大規模の船舶を想定する。

【別添資料 1(2.2.2.4：27～29)】 

・漂流船舶は燃料を満載した状態を想定する。

・燃料は重油とする。

・離隔距離は，評価上厳しくなるよう漂流想定位置

から評価対象施設までの直線距離とする。（第

1.7.9－4図，第 1.7.9－5図）

した重油タンク及び軽油タンク等火災の評価に包絡

される。 

(e-1)漂流船舶の火災 

(e-1-1)評価対象範囲 

評価対象は，島根原子力発電所前面の海域に船舶

の主要な航路がないことから，港湾内へ入港する船

舶のうち積載量が最大の重油運搬船（積載量

1,246kl）を想定する。発電所港湾内において港湾内

へ入港する最大規模の船舶に火災が発生した場合を

想定し影響評価を実施する。火災の発生場所は，発

電所港湾内において，発電用原子炉施設に最も近い

場所とする。 

(e-1-2)火災の想定 

・漂流船舶は，島根原子力発電所前面の海域に船舶の

主要な航路がないことから，港湾内へ入港する船舶

を想定する。 

・漂流船舶は，港湾内に入港する船舶の中で最大の船

舶（積載量 1,246kl）を想定する。

・漂流船舶は，燃料を満載した状態を想定する。

・燃料は，重油とする。

・離隔距離は，評価上厳しくなるよう護岸から評価対

象施設までの直線距離とする。

・条件の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，発電所

近傍に液化石油ガス

の輸送船舶が航行す

ることはないため，発

電所港湾内の運用状

況を踏まえ，入港する

最大規模の船舶であ

る重油運搬船につい

て評価を実施 
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・港湾内での漂流船舶の全面火災を想定する。

・火災は円筒火炎をモデルとし，火炎の高さは燃焼半

径の 3 倍とする。

・気象条件は無風状態とする。

(b)ガス爆発による影響の検討

(a-1) 石油コンビナート施設等の影響 

発電所敷地外 10km 以内の範囲において，石油コ

ンビナート施設を調査した結果，当該施設は存在し

ないことを確認している。なお，柏崎刈羽原子力発

電所に最も近い石油コンビナート地区は南西約 39km 

の直江津地区である。 

(b-1) 危険物貯蔵施設の影響 

(b-1-1) 評価対象範囲 

評価対象は，発電所敷地外の半径 10 ㎞の消防法

及び高圧ガス保安法に基づき設置している施設を抽

出し，最短距離の危険物施設（危険物貯蔵施設，高

圧ガス貯蔵施設，ガスパイプライン）に最大貯蔵量

があるものと仮定する。 

発電所敷地外 10km 以内の危険物貯蔵施設を第

2.4.3.2-1 図に示す。 

(b-1-2) 爆発の想定 

・高圧ガスの漏えい，引火によるガス爆発とする。

・気象条件は無風状態とする。

・漂流船舶の全面火災を想定する。

・火災は円筒火炎をモデルとし，火炎の高さは燃焼

半径の 3倍とする。

・気象条件は無風状態とする。

(b) ガス爆発の影響

発電所敷地外 10km 以内の高圧ガス貯蔵施設の爆発に

よる直接的な影響を受ける，評価対象施設への影響評価

を実施し，離隔距離の確保により安全機能を損なわない

設計とする。 

発電所敷地外 10km 以内のうち，10km 以内で最大の高

圧ガス貯蔵施設である日立ＬＮＧ基地を第 1.7.9－3 図

に示す。 

【別添資料 1(2.2.2.2：21～24)】 

ⅱ) 評価対象範囲 

評価対象は，発電所敷地外 10km 以内の高圧ガス貯蔵

施設とする。 

ⅰ) 爆発の想定 

・高圧ガス漏えい，引火によるガス爆発とする。

・気象条件は無風状態とする。

(b) ガス爆発の影響

発電所敷地外 10km 以内の燃料輸送車両の爆発による

直接的な影響を受ける，評価対象施設への影響評価を実

・港湾内での漂流船舶の全面火災を想定する。

・火災は円筒火炎をモデルとし，火炎の高さは燃焼半

径の３倍とする。

・気象条件は無風状態とする。

(b)ガス爆発による影響の検討

(a-1)石油コンビナート施設等の影響 

発電所敷地外 10km以内の範囲において，石油コンビ

ナート施設を調査した結果，当該施設は存在しないこ

とを確認している。なお，島根原子力発電所に最も近

い石油コンビナート地区は南東約 120km の福山・笠岡

地区及び水島臨海地区である。 

(b-1)危険物貯蔵施設の影響 

(b-1-1)評価対象範囲 

評価対象は，発電所敷地外の半径 10kmの消防法及

び高圧ガス保安法に基づき設置している施設を調査

した。調査した結果，評価対象施設は存在しないこ

とを確認している。 

発電所敷地外 10km 以内の危険物貯蔵施設を第

2.4.3.2-1図に示す。 

・条件の相違

【柏崎 6/7】 

地域特性を踏まえた

条件の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

地域特性を踏まえた

評価対象及び評価条

件の相違 
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(c-1) 燃料輸送車両の影響 

 (c-1-1) 評価対象範囲 

評価対象は，燃料積載量は液化石油ガス輸送車両

の中で最大クラスのもの（16t）とし，火災・爆発の

発生場所は，発電所敷地外の道路において，発電用

原子炉施設に最も近い場所を対象とする。 

(c-1-2) 爆発の想定 

・最大規模の液化石油ガス輸送車両が発電所敷地周辺

道路で火災・爆発を起こすものとする。 

・燃料積載量は液化石油ガス輸送車両の中で最大規模

（16t）とする。

・燃料輸送車両は燃料を満載した状態を想定する。

・輸送燃料は液化石油ガス（プロパン）とする。

・発電所敷地境界の道路での高圧ガス漏えい，引火に

よるガス爆発を想定する。

・気象条件は無風状態とする。

施し，離隔距離の確保により，評価対象施設の安全機能

を損なわない設計とする。 

【別添資料 1(2.2.2.3：26)】 

ⅱ) 評価対象範囲 

評価対象は，最大規模の燃料輸送車両とする。 

【別添資料 1(2.2.2.3：26)】 

ⅰ) 爆発の想定 

・最大規模の燃料輸送車両が発電所敷地周辺道路で

爆発を起こすものとする。 

・燃料積載量は燃料輸送車両の中で最大規模とする。 

・燃料輸送車両は燃料を満載した状態を想定する。

・輸送燃料は液化天然ガス（ＬＮＧ）及び液化石油

ガス（ＬＰＧ）とする。 

・発電所敷地境界の道路での高圧ガス漏えい，引火

によるガス爆発を想定する。

・気象条件は無風状態とする。

(b) ガス爆発の影響

発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の爆発によ

る直接的な影響を受ける評価対象施設への影響評価を実

施し，離隔距離の確保により，評価対象施設の安全機能

を損なわない設計とする。 

【別添資料 1(2.2.2.5：30～33)】 

発電所敷地内に設置している屋外の危険物貯蔵施設等

を第 1.7.9－4表及び第 1.7.9－7図に示す。 

【別添資料 1(2.2.2.5：30～33)】 

ⅰ) 爆発の想定 

・離隔距離は，評価上厳しくなるよう想定位置から

評価対象施設までの直線距離とする。 

・爆発源は燃料を満載した状態を想定する。

・危険物貯蔵施設等の高圧ガス漏えい，引火による

ガス爆発を想定する。 

・気象条件は無風状態とする。

【別添資料 1(2.2.2.5：30～33)】 

(c-1)燃料輸送車両の影響 

(c-1-1)評価対象範囲 

評価対象は，ＬＰガスボンベを運搬する車両とし，

火災・爆発の発生場所は，車両が接近可能な発電所出

入口ゲートを対象とする。 

(c-1-2)爆発の想定 

・ＬＰガスボンベを運搬する車両が発電所出入口ゲー

トで火災・爆発を起こすものとする。

・燃料積載量は運用上の最大値（0.5 トン）を積載し

た状態とする。

・輸送燃料はＬＰガス（プロパン）とする。

・発電所出入口ゲートでの高圧ガス漏えい，引火によ

るガス爆発を想定する。

・気象条件は無風状態とする。

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，敷地周

辺の道路状況や運用

状況を踏まえ，プロパ

ンガスボンベを輸送

している車両につい

て評価を実施 

・記載方針の相違

【東海第二】 

島根 2号炉，柏崎 6/7

は，危険物貯蔵施設と

して抽出された設備

には爆発する設備は

ない 
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(d-1) 漂流船舶の爆発 

(d-1-1) 評価対象範囲 

評価対象は，柏崎刈羽原子力発電所前面の海域に

航路がある液化石油ガス輸送船舶のうち，港湾内に

入港可能な大きさで実際に存在する最大の船舶（積

載量 1021t）を想定する。発電所港湾内において港

湾内に進入できる最大規模の船舶が爆発をした場合

を想定し影響評価を実施する。爆発の発生場所は，

発電所港湾内において，発電用原子炉施設に最も近

い場所とする。 

(d-1-2) 爆発の想定 

・漂流船舶は新潟県内で輸送実績が多く，柏崎刈羽原

子力発電所前面の海域に航路がある液化石油ガス輸

送船舶を想定する。 

・漂流船舶は港湾内に入港可能な大きさで実際に存在

する最大の船舶（積載量 1021t）を想定する。 

・漂流船舶は燃料を満載した状態を想定する。

・離隔距離は，評価上厳しくなるよう岸壁から評価対

象施設までの直線距離とする。 

・港湾内での漂流船舶の高圧ガス漏えい，引火による

ガス爆発を想定する。 

・気象条件は無風状態とする。

ⅱ) 評価対象範囲 

評価対象は，発電所敷地内の屋外に設置する引火等

のおそれのある危険物貯蔵施設等のうち，屋外で爆発

する可能性がある水素貯槽とする。 

【別添資料 1(2.2.2.5：30～33)】 

(b) ガス爆発の影響

発電所周辺の海域を航行する燃料輸送船の爆発による

直接的な影響を受ける評価対象施設への影響評価を実施

し，離隔距離の確保，建屋による防護等により，評価対

象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

ⅱ) 評価対象範囲 

発電所周辺海域で航行する燃料輸送船を評価対象と

する。 

【別添資料 1(2.2.2.4：27～29)】 

ⅰ) 爆発の想定 

・燃料輸送船は，日立ＬＮＧ基地に実際に入港する

最大規模の船舶を想定する。 

・漂流船舶は燃料を満載した状態を想定する。

・輸送燃料は液化天然ガス（ＬＮＧ）及び液化石油

ガス（ＬＰＧ）とする。 

・離隔距離は，評価上厳しくなるよう想定位置から

評価対象施設までの直線距離とする。（第 1.7.9

－4図，第 1.7.9－6図） 

・漂流船舶の高圧ガス漏えい，引火によるガス爆発

を想定する。 

・気象条件は無風状態とする。

(d-1) 漂流船舶の爆発 

(d-1-1) 評価対象範囲 

評価対象は，島根原子力発電所前面の海域に船舶の

主要な航路がないことから，港湾内へ入港する船舶を

想定するが，発電所港湾内に液化石油ガス輸送船等の

爆発する危険性のある船舶が入港した実績はないこと

を確認している。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，発電所

港湾内に入港する最

大規模の船舶である

重油運搬船を想定し

ており，重油は爆発の

危険性はないため，評

価対象外 

30



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

第 2.4.3.2-1 図 危険物施設等配置図 第 1.7.9－2 図 発電所周辺（東海村全域及び日立市の一部）に位

置する危険物貯蔵施設（火災源） 

【別添資料 1(2.2.2.2：18～20)】 

第 2.4.3.2-1図 危険物施設等配置図 
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※1：消防法又は柏崎市火災予防条例に基づく届出対象施設となる

危険物タンク等 

※2：危険物の規制に関する政令第 7 条第 1 項に基づく「危険物

貯蔵所変更許可申請書」を柏崎市長に提出している。 

※3：柏崎市火災予防条例第 46 条第 1 項に基づく「少量危険物貯

蔵届出書」に加え，タンクローリの運用方法を定めた文書を

柏崎市消防長に提出している。 

 

第 2.4.3.2-2 図 危険物タンク等のうち評価対象施設フロー(1/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2.4.3.2-2図 危険物タンク等のうち評価対象施設フロー(1/2) 
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※1：消防法又は柏崎市火災予防条例に基づく届け出対象施設では

ない変圧器等 

第 2.4.3.2-2 図 危険物タンク等のうち評価対象施設フロー（2/2） 

第2.4.3.2-2図 危険物タンク等のうち評価対象施設フロー（2/2） 
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第 2.4.3.2-3 図 危険物タンク等配置図（危険物タンク及び危険

物保存庫） 

第 2.4.3.2-4 図 危険物タンク等配置図（変圧器） 

第 1.7.9－7図 危険物貯蔵施設等配置図（１／２） 

第 1.7.9－7図 危険物貯蔵施設等配置図（２／２） 

【別添資料 1(2.2.2.5：30～33)】 

第 2.4.3.2-3図 危険物タンク等配置図 

第 2.4.3.2-4図 危険物タンク等配置図（変圧器） 
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第 1.7.9－3 図 発電所と日立ＬＮＧ基地の位置関係 

【別添資料 1(2.2.2.2：21～24)】 

第 1.7.9－4図 評価で想定する漂流船舶（燃料輸送船） 

第 1.7.9－5図 評価で想定する漂流船舶（定期船） 

【別添資料 1(2.2.2.4：28～30)】 
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第 1.7.9－6図 評価で想定する漂流船舶（内航船） 

【別添資料 1(2.2.2.4：28～30)】 

36
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第 2.4.3.2-1 表 危険物製造所等許可施設一覧（1／3） 第 1.7.9－3 表 発電所敷地内に設置している屋外の危険物貯蔵施

設等の一覧（火災源）（１／２） 

第 2.4.3.2-1表 危険物製造所等許可施設一覧表(1/5) 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

第 2.4.3.2-1 表 危険物製造所等許可施設一覧（2／3） 第 1.7.9－3 表 発電所敷地内に設置している屋外の危険物貯蔵施

設等の一覧（火災源）（２／２） 

第 1.7.9－4 表 発電所敷地内に設置している屋外の危険物貯蔵施

設等の一覧（爆発源） 

第 2.4.3.2-1表 危険物製造所等許可施設一覧表(2/5) 
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第 2.4.3.2-1 表 危険物製造所等許可施設一覧（3／3） 

※1：自号炉の軽油タンク火災による熱影響評価を実施する。

※2：軽油タンク火災による熱影響評価に包絡される。

※3：廃止届出済みであり，現在は重油を抜きタンク内に重油は存

在しない。 

第 2.4.3.2-1表 危険物製造所等許可施設一覧表(3/5) 
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第 2.4.3.2-1表 危険物製造所等許可施設一覧表(4/5) 

第 2.4.3.2-1表 危険物製造所等許可施設一覧表(5/5) 
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第 2.4.3.2-2 表 5 号炉，6 号炉及び 7 号炉変圧器 

b. 近隣の産業施設による火災及びガス爆発の評価

(a)火災による影響の評価

(a-1) 危険物貯蔵施設の評価 

発電所敷地外 10km 以内の危険物貯蔵施設の火災

による直接的な影響を受ける評価対象施設への影響

評価を実施する。具体的な計算条件等は「別添 4-1 添

付資料 3 3.1」にて記載している。 

(a-2) 燃料輸送車両の評価 

発電所敷地外 10km 以内の燃料輸送車両の火災に

よる直接的な影響を受ける評価対象施設への影響評

価を実施する。 

具体的な計算条件等は「別添 4-1 添付資料 4 2.」

にて記載している。 

(a-3) 発電所敷地内に設置する危険物タンク等の評価 

発電所敷地内に設置する危険物タンク等の火災に

よる直接的な影響を受ける評価対象施設への影響評

価を実施する。 

具体的な計算条件等は「別添 4-1 添付資料 6 2.」

にて記載している。 

(a-4) 漂流船舶の評価 

「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」を参

照し，発電所敷地外で発生する漂流船舶を選定し，

第 2.4.3.2-2表 １，２号炉の変圧器 

ｂ.近隣の産業施設による火災及びガス爆発の評価 

(a)火災による影響の評価

(a-1)危険物貯蔵施設の評価 

発電所敷地外 10km 以内の危険物貯蔵施設の火災に

よる直接的な影響を受ける評価対象施設への影響評価

を実施する。具体的な計算条件等は「別添 4-1 添付

資料３ 3.1」にて記載している。 

(a-2)燃料輸送車両の評価 

発電所敷地外 10km 以内の燃料輸送車両の火災によ

る直接的な影響を受ける評価対象施設への影響評価を

実施する。 

具体的な計算条件等は「別添 4-1 添付資料４ 2.」

にて記載している。 

(a-3)発電所敷地内に設置する危険物タンク等の評価 

発電所敷地内に設置する危険物タンク等の火災によ

る直接的な影響を受ける評価対象施設への影響評価を

実施する。 

具体的な計算条件等は「別添 4-1 添付資料６ 2.」

にて記載している。 

(a-4)漂流船舶の評価 

「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」を参照

し，発電所敷地外で発生する漂流船舶を選定し，船舶
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船舶の燃料量と評価対象施設との離隔距離を考慮し

て，輻射強度が最大となる火災を設定し，直接的な

影響を受ける評価対象施設への影響評価を実施す

る。 

具体的な計算条件等は「別添 4-1 添付資料 5 2.」

にて記載している。 

(b)ガス爆発による影響の評価

(b-1) 危険物貯蔵施設の評価 

発電所敷地外 10km 以内の高圧ガス貯蔵施設の爆

発による直接的な影響を受ける評価対象施設への影

響評価を実施する。 

具体的な計算条件等は「別添 4-1 添付資料 3 3.2」

にて記載している。 

(b-2) 燃料輸送車両の評価 

発電所敷地外 10km 以内の燃料輸送車両の爆発に

よる直接的な影響を受ける評価対象施設への影響評

価を実施する。 

具体的な計算条件等は「別添 4-1 添付資料 4 3.」

にて記載している。 

(b-3) 漂流船舶の評価 

発電所港湾内で出火する漂流船舶の爆発による直

接的な影響を受ける評価対象施設への影響評価を実

施する。 

具体的な計算条件等は「別添 4-1 添付資料 5 3.」

にて記載している。 

の燃料量と評価対象施設との離隔距離を考慮して，輻

射強度が最大となる火災を設定し，直接的な影響を受

ける評価対象施設への影響評価を実施する。 

具体的な計算条件等は「別添 4-1 添付資料５ 2.」

にて記載している。 

(b)ガス爆発による影響の評価

(b-1)燃料輸送車両の評価 

発電所敷地外 10km 以内の燃料輸送車両の爆発によ

る直接的な影響を受ける評価対象施設への影響評価を

実施する。 

具体的な計算条件等は「別添 4-1 添付資料４ 3.」

にて記載している。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根 2号炉は，調査の

結果，発電所敷地外

10km 以内に高圧ガス

貯蔵施設がないため，

影響評価対象外 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根 2号炉は，発電所

近傍に液化石油ガス

の輸送船舶が航行す

ることはないため，発

電所港湾内の運用状

況を踏まえ，入港する

最大規模の船舶であ

る重油運搬船につい

て評価を実施 
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(2)想定される近隣の産業施設の火災・爆発に対する設計方針

a.火災に対する設計方針

(a) 危険物貯蔵施設の影響

(a-1) 原子炉建屋，コントロール建屋，タービン建屋及

び廃棄物処理建屋への熱影響 

想定される危険物貯蔵施設の火災による輻射の影

響に対し，危険物貯蔵施設から各建屋までの離隔距

離を必要とされる危険距離（56m）以上確保すること

により，当該建屋内の外部事象防護対象施設の安全

機能を損なわない設計とする。 

「別添 4-1 添付資料 3 3.1」に評価結果を示す。 

(a-2) 軽油タンクへの熱影響 

想定される危険物貯蔵施設の火災による輻射の影

響に対し，危険物貯蔵施設から軽油タンクまでの離

隔距離を必要とされる危険距離（20m）以上確保する

ことにより，軽油タンクの安全機能を損なわない設

計とする。 

「別添 4-1 添付資料 3 3.1」に評価結果を示す。 

(a-3) 燃料移送ポンプ（防護板（鋼板））への熱影響 

想定される危険物貯蔵施設の火災による輻射の影

響に対し，危険物貯蔵施設から燃料移送ポンプ（防

護板（鋼板））までの離隔距離を必要とされる危険距

離（134m）以上確保することにより，燃料移送ポン

プの安全機能を損なわない設計とする。 

「別添 4-1 添付資料 3 3.1」に評価結果を示す。 

(a-4) 主排気筒への熱影響 

想定される危険物貯蔵施設の火災による輻射の影

響に対し，危険物貯蔵施設から主排気筒までの離隔

距離を必要とされる危険距離（39m）以上確保するこ

とにより，主排気筒の安全機能を損なわない設計と

する。 

「別添 4-1 添付資料 3 3.1」に評価結果を示す。 

ⅲ) 評価対象施設への熱影響 

・原子炉建屋，タービン建屋及び使用済燃料乾式貯

蔵建屋への熱影響

想定される危険物貯蔵施設の火災による輻射の

影響に対し，危険物貯蔵施設から各建屋までの離

隔距離を必要とされる危険距離（41m）以上確保す

ることにより，当該建屋内の外部事象防護対象施

設の安全機能を損なわない設計とする。 

・主排気筒への熱影響

想定される危険物貯蔵施設の火災による輻射の

影響に対し，危険物貯蔵施設から主排気筒までの

離隔距離を必要とされる危険距離（10m）以上確保

することにより，主排気筒の安全機能を損なわな

い設計とする。 

・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機を含む。）への熱影響 

(2)想定される近隣の産業施設の火災・爆発に対する設計方針

ａ．火災に対する設計方針 

(a)危険物貯蔵施設の影響

(a-1)原子炉建物，制御室建物，タービン建物及び廃棄物処

理建物への熱影響 

想定される危険物貯蔵施設の火災による輻射の影響

に対し，危険物貯蔵施設から各建物までの離隔距離を

必要とされる危険距離（63m）以上確保することにより，

当該建物内の外部事象防護対象施設の安全機能を損な

わない設計とする。 

「別添 4-1 添付資料３ 3.1」に評価結果を示す。 

(a-2)海水ポンプへの熱影響 

想定される危険物貯蔵施設の火災による輻射の影響

に対し，危険物貯蔵施設から海水ポンプまでの離隔距

離を必要とされる危険距離（56m）以上確保することに

より，海水ポンプの安全機能を損なわない設計とする。 

「別添 4-1 添付資料３ 3.1」に評価結果を示す。 

(a-3)排気筒への熱影響 

想定される危険物貯蔵施設の火災による輻射の影響

に対し，危険物貯蔵施設から排気筒までの離隔距離を

必要とされる危険距離（38m）以上確保することにより，

排気筒の安全機能を損なわない設計とする。 

「別添 4-1 添付資料３ 3.1」に評価結果を示す。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，軽油タ

ンク，燃料移送ポン

プ，非常用ディーゼル

発電機は，地下構造等

の屋内設備のため影

響評価対象外 

また，放水路ゲートに

ついても，設置してい

ないため影響評価対

象外 

なお，島根 2号炉は，

海水ポンプは，屋外設

置のため影響評価を

実施 
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想定される危険物貯蔵施設の火災による輻射の

影響に対し，危険物貯蔵施設から非常用ディーゼ

ル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

を含む。）吸気口までの離隔距離を必要とされる

危険距離（17m）以上確保することにより，非常用

ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）の安全機能を損なわない設計

とする。 

・残留熱除去系海水系ポンプへの熱影響

想定される危険物貯蔵施設の火災による輻射の

影響に対し，危険物貯蔵施設から残留熱除去系海

水系ポンプまでの離隔距離を必要とされる危険距

離（16m）以上確保することにより，残留熱除去系

海水系ポンプの安全機能を損なわない設計とす

る。 

・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機を含む。）用海水ポンプへの熱影

響 

想定される危険物貯蔵施設の火災による輻射の

影響に対し，危険物貯蔵施設から非常用ディーゼ

ル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

を含む。）用海水ポンプまでの離隔距離を必要と

される危険距離（12m）以上確保することにより，

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機を含む。）用海水ポンプの安全機

能を損なわない設計とする。 

・放水路ゲートへの熱影響

想定される危険物貯蔵施設の火災による輻射の

影響に対し，危険物貯蔵施設から放水路ゲートま

での離隔距離を必要とされる危険距離（10m）以上

確保することにより，放水路ゲートの安全機能を

損なわない設計とする。 

【別添資料 1(2.2.2.2：18～20)】 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，軽油タ

ンク，燃料移送ポン

プ，非常用ディーゼル

発電機は，地下構造等

の屋内設備のため影

響評価対象外 

また，放水路ゲートに

ついても，設置してい

ないため影響評価対

象外 

なお，島根 2号炉は，

海水ポンプは，屋外設

置のため影響評価を

実施 
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(b) 燃料輸送車両の影響

(b-1) 原子炉建屋，コントロール建屋，タービン建屋及

び廃棄物処理建屋への熱影響 

想定される燃料輸送車両の火災による輻射の影響

に対し，燃料輸送車両から各建屋までの離隔距離を

必要とされる危険距離（13m）以上確保することによ

り，当該建屋内の外部事象防護対象施設の安全機能

を損なわない設計とする。 

「別添 4-1 添付資料 4 2.」に評価結果を示す。 

(b-2) 軽油タンクへの熱影響 

想定される燃料輸送車両の火災による輻射の影響

に対し，燃料輸送車両から軽油タンクまでの離隔距

離を必要とされる危険距離（4m）以上確保すること

により，軽油タンクの安全機能を損なわない設計と

する。 

「別添 4-1 添付資料 4 2.」に評価結果を示す。 

(b-3) 燃料移送ポンプ（防護板（鋼板））への熱影響 

想定される燃料輸送車両の火災による輻射の影響

に対し，燃料輸送車両から燃料移送ポンプ（防護板

（鋼板））までの離隔距離を必要とされる危険距離

（26m）以上確保することにより，燃料移送ポンプの

安全機能を損なわない設計とする。 

「別添 4-1 添付資料 4 2.」に評価結果を示す。 

(b-4) 主排気筒への熱影響 

想定される燃料輸送車両の火災による輻射の影響

に対し，燃料輸送車両から主排気筒までの離隔距離

を必要とされる危険距離（12m）以上確保することに

より，主排気筒の安全機能を損なわない設計とする。 

「別添 4-1 添付資料 4 2.」に評価結果を示す。 

ⅲ) 評価対象施設への熱影響 

・原子炉建屋，タービン建屋及び使用済燃料乾式貯

蔵建屋への熱影響 

想定される燃料輸送車両の火災による輻射の影

響に対し，燃料輸送車両から各建屋までの離隔距

離を必要とされる危険距離（23m）以上確保するこ

とにより，当該建屋内の外部事象防護対象施設の

安全機能を損なわない設計とする。 

・主排気筒への熱影響

想定される燃料輸送車両の火災による輻射の影

響に対し，燃料輸送車両から主排気筒までの離隔

距離を必要とされる危険距離（9m）以上確保する

ことにより，主排気筒の安全機能を損なわない設

計とする。 

・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機を含む。）の熱影響 

想定される燃料輸送車両の火災による輻射の影

響に対し，燃料輸送車両から非常用ディーゼル発

電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

(b)燃料輸送車両の影響

(b-1)原子炉建物，制御室建物，タービン建物及び廃棄物処

理建物への熱影響 

想定される燃料輸送車両の火災による輻射の影響に

対し，燃料輸送車両から各建物までの離隔距離を必要

とされる危険距離（10m）以上確保することにより，当

該建物内の外部事象防護対象施設の安全機能を損なわ

ない設計とする。 

「別添 4-1 添付資料４ 2.」にて評価結果を示す。 

(b-2)海水ポンプへの熱影響 

想定される燃料輸送車両の火災による輻射の影響に

対し，燃料輸送車両から海水ポンプまでの離隔距離を

必要とされる危険距離（9m）以上確保することにより，

海水ポンプの安全機能を損なわない設計とする。 

「別添 4-1 添付資料４ 2.」にて評価結果を示す。 

(b-3)排気筒への熱影響 

想定される燃料輸送車両の火災による輻射の影響に

対し，燃料輸送車両から排気筒までの離隔距離を必要

とされる危険距離（6m）以上確保することにより，排

気筒の安全機能を損なわない設計とする。 

「別添 4-1 添付資料４ 2.」にて評価結果を示す。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，軽油タ

ンク，燃料移送ポン

プ，非常用ディーゼル

発電機は，地下構造等

の屋内設備のため影

響評価対象外 

また，放水路ゲートに

ついても，設置してい

ないため影響評価対

象外 

なお，島根 2号炉は，

海水ポンプは，屋外設

置のため影響評価を

実施 
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(c) 発電所敷地内に設置する危険物タンク等の熱影響

(c-1) 原子炉建屋，コントロール建屋，タービン建屋及

び廃棄物処理建屋への熱影響 

む。）吸気口までの離隔距離を必要とされる危険

距離（14m）以上確保することにより，非常用ディ

ーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機を含む。）の安全機能を損なわない設計とす

る。 

・残留熱除去系海水系ポンプへの熱影響

想定される燃料輸送車両の火災による輻射の影

響に対し，燃料輸送車両から残留熱除去系海水系

ポンプまでの離隔距離を必要とされる危険距離

（13m）以上確保することにより，残留熱除去系海

水系ポンプの安全機能を損なわない設計とする。 

・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機を含む。）用海水ポンプへの熱影

響 

想定される燃料輸送車両の火災による輻射の影

響に対し，燃料輸送車両から非常用ディーゼル発

電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）用海水ポンプまでの離隔距離を必要とされ

る危険距離（11m）以上確保することにより，非常

用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水ポンプの安全機能を

損なわない設計とする。 

・放水路ゲートへの熱影響

想定される燃料輸送車両の火災による輻射の影

響に対し，燃料輸送車両から放水路ゲートまでの

離隔距離を必要とされる危険距離（9m）以上確保

することにより，放水路ゲートの安全機能を損な

わない設計とする。 

【別添資料 1(2.2.2.3：25)】 

ⅲ) 評価対象施設への熱影響 

(ⅰ) 原子炉建屋，タービン建屋への熱影響 

・溶融炉灯油タンク

溶融炉灯油タンクを対象に火災が発生してから

(c)発電所敷地内に設置する危険物タンク等の熱影響

(c-1)原子炉建物，制御室建物，タービン建物及び廃棄物処

理建物への熱影響 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，軽油タ

ンク，燃料移送ポン

プ，非常用ディーゼル

発電機は，地下構造等

の屋内設備のため影

響評価対象外 

また，放水路ゲートに

ついても，設置してい

ないため影響評価対

象外 

なお，島根 2号炉は，

海水ポンプは，屋外設

置のため影響評価を

実施 

・記載方針の相違

【東海第二】
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主変圧器を対象に火災が発生してから燃料が燃え

尽きるまでの間，一定の輻射強度（6.02×103W/m2）

で外壁が昇温されるものとして算出する各建屋（垂

直外壁面及び天井スラブから選定する，火災の輻射

に対して最も厳しい箇所）の表面温度をコンクリー

ト許容温度である 200℃以下とすることで，当該建

屋内の外部事象防護対象施設の安全機能を損なわな

い設計とする。 

原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置入

力変圧器を対象に火災が発生してから燃料が燃え尽

きるまでの間，一定の輻射強度（3.91×103W/m2）で

外壁が昇温されるものとして算出するコントロール

建屋（天井スラブから選定した，火災の輻射に対し

て最も厳しい箇所）の表面温度をコンクリート許容

温度である 200℃以下とすることで，当該建屋内の

外部事象防護対象施設の安全機能を損なわない設計

とする。 

「別添 4-1 添付資料 6 3.」に評価結果を示す。 

燃料が燃え尽きるまでの間，一定の輻射強度（原

子炉建屋：298W／m２，タービン建屋：101W／m２）

で各建屋外壁が昇温されるものとして算出する各

建屋（垂直外壁面及び天井スラブから選定した，

火災の輻射に対して最も厳しい箇所）の表面温度

をコンクリート圧縮強度が維持される保守的な温

度である 200℃以下とすることで，当該建屋内の

外部事象防護対象施設の安全機能を損なわない設

計とする。 

・主要変圧器

主要変圧器を対象に火災が発生してから燃料が

燃え尽きるまでの間，一定の輻射強度（タービン

建屋：2,337W／m２）でタービン建屋外壁が昇温さ

れるものとして，算出する建屋（垂直外壁面及び

天井スラブから選定した，火災の輻射に対して最

も厳しい箇所）の表面温度をコンクリート許容温

度 200℃以下とすることで，当該建屋内の外部事

象防護対象施設の安全機能を損なわない設計とす

る。 

・所内変圧器

所内変圧器を対象に火災が発生してから燃料が

燃え尽きるまでの間，一定の輻射強度（タービン

建屋：3,479W／m２）でタービン建屋外壁が昇温さ

れるものとして，算出する建屋（垂直外壁面及び

天井スラブから選定した，火災の輻射に対して最

も厳しい箇所）の表面温度をコンクリート圧縮強

度が維持される保守的な温度である 200℃以下と

することで，当該建屋内の外部事象防護対象施設

の安全機能を損なわない設計とする。 

主変圧器を対象に火災が発生してから燃料が燃え尽

きるまでの間，一定の輻射強度（4.26×103W/m2）で外

壁が昇温されるものとして算出するタービン建物（垂

直外壁面及び天井スラブから選定する，火災の輻射に

対して最も厳しい箇所）の表面温度をコンクリート許

容温度である 200℃以下とすることで，当該建物内の

外部事象防護対象施設の安全機能を損なわない設計と

する。 

「別添 4-1 添付資料６ 3.」に評価結果を示す。 

島根 2号炉，柏崎 6/7

は，影響の最も大きい

危険物タンク等の評

価を記載 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根 2号炉は，建物屋

上に変圧器を設置し

ていないため，影響評

価対象外 

・記載方針の相違

【東海第二】 

島根 2号炉，柏崎 6/7

は，影響の最も大きい

危険物タンク等の評

価を記載 
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(c-2) 軽油タンクへの熱影響 

隣接する軽油タンクを対象に火災が発生してから

燃料が燃え尽きるまでの間，一定の輻射強度

（16.2×103W/m2）で軽油及び軽油タンクが昇温され

るものとして算出する軽油の温度を，軽油の発火点

である 225℃以下とすることで，軽油タンクの安全

機能を損なわない設計とする。 

「別添 4-1 添付資料 6 2.」に評価結果を示す。 

(c-3) 燃料移送ポンプへの熱影響 

燃料移送ポンプ近傍に位置し最も影響が大きい軽

油タンクを対象に火災が発生してから燃料が燃え尽

きるまでの間，一定の輻射強度（32.5×103W/m2）で

燃料移送ポンプの周囲に設置された防護板（断熱）

が昇温されるものとして算出する燃料移送ポンプの

温度を，端子ボックスパッキンの耐熱温度である

100℃以下とすることで，燃料移送ポンプの安全機能

を損なわない設計とする。 

「別添 4-1 添付資料 6 2.」に評価結果を示す。 

(c-4) 主排気筒への熱影響 

主変圧器を対象に火災が発生してから燃料が燃え

尽きるまでの間，一定の輻射強度（3.08×103W/m2）

で鋼材が昇温されるものとして算出する主排気筒の

表面温度を鋼材の制限温度である 325℃以下とする

ことで，主排気筒の安全機能を損なわない設計とす

・起動変圧器

起動変圧器を対象に火災が発生してから燃料が

燃え尽きるまでの間，一定の輻射強度（タービン

建屋：3,464W／m２）でタービン建屋外壁が昇温さ

れるものとして，算出する建屋（垂直外壁面及び

天井スラブから選定した，火災の輻射に対して最

も厳しい箇所）の表面温度をコンクリート圧縮強

度が維持される保守的な温度である 200℃以下と

することで，当該建屋内の外部事象防護対象施設

の安全機能を損なわない設計とする。 

(ⅱ) 主排気筒への熱影響 

・溶融炉灯油タンク

溶融炉灯油タンクを対象に火災が発生してから

燃料が燃え尽きるまでの間，一定の輻射強度

（1,343W／m２）で鋼材が昇温されるものとして算

出する主排気筒の表面温度を鋼材の強度が維持さ

(c-2)海水ポンプへの熱影響 

海水ポンプ近傍に位置し最も影響が大きい主変圧器を

対象に火災が発生してから燃料が燃え尽きるまでの間，

一定の輻射強度（1.39×103W/m2）で海水ポンプの冷却空

気が昇温されるものとして算出する冷却空気の温度を，

下部軸受の機能維持に必要な温度である 55℃以下とする

ことで，海水ポンプの安全機能を損なわない設計とする。 

「別添 4-1 添付資料６ 3.」にて評価結果を示す。 

(c-3)排気筒への熱影響 

主変圧器を対象に火災が発生してから燃料が燃え尽

きるまでの間，一定の輻射強度（6.49×101W/m2）で鋼

材が昇温されるものとして算出する排気筒の表面温度

を鋼材の制限温度である 325℃以下とすることで，排

気筒の安全機能を損なわない設計とする。 

・記載方針の相違

【東海第二】 

島根 2号炉，柏崎 6/7

は，影響の最も大きい

危険物タンク等の評

価を記載 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，軽油タ

ンク，燃料移送ポン

プ，非常用ディーゼル

発電機は，地下構造等

の屋内設備のため影

響評価対象外 

また，放水路ゲートに

ついても，設置してい

ないため影響評価対

象外 

なお，島根 2号炉は，

海水ポンプは，屋外設

置のため影響評価を

実施 
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る。 

「別添 4-1 添付資料 6 2.」に評価結果を示す。 

れる温度である 325℃以下とすることで，主排気

筒の安全機能を損なわない設計とする。 

(ⅲ) 残留熱除去系海水系ポンプへの熱影響 

・溶融炉灯油タンク

溶融炉灯油タンクを対象に火災が発生してから

燃料が燃え尽きるまでの間，一定の輻射強度（17W

／m２）で残留熱除去系海水系ポンプの冷却空気が

昇温されるものとして算出する冷却空気の温度

を，下部軸受の機能維持に必要な温度である 70℃

以下とすることで，残留熱除去系海水系ポンプの

安全機能を損なわない設計とする。 

(ⅳ) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機を含む。）用海水ポンプへの熱影

響 

・溶融炉灯油タンク

溶融炉灯油タンクを対象に火災が発生してから

燃料が燃え尽きるまでの間，一定の輻射強度（17W

／m２）で非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ

の冷却空気が昇温されるものとして算出する冷却

空気の温度を，下部軸受の機能維持に必要な温度

である 60℃以下とすることで，非常用ディーゼル

発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）用海水ポンプの安全機能を損なわない設

計とする。 

(ⅴ) 放水路ゲートへの熱影響 

・主要変圧器

主要変圧器を対象に火災が発生してから燃料が

燃え尽きるまでの間，一定の輻射強度（19W／m２）

で外殻の鋼材が昇温されるものとして算出する放

水路ゲート駆動装置外殻表面温度を鋼材の強度が

維持される温度である 325℃以下とすることで，

放水路ゲートの安全機能を損なわない設計とす

る。 

・所内変圧器

「別添 4-1 添付資料６ 3.」に評価結果を示す。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，軽油タ

ンク，燃料移送ポン

プ，非常用ディーゼル

発電機は，地下構造等

の屋内設備のため影

響評価対象外 

また，放水路ゲートに

ついても，設置してい

ないため影響評価対

象外 

なお，島根 2号炉は，

海水ポンプは，屋外設

置のため影響評価を

実施 
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(d) 漂流船舶の火災・爆発

(d-1) 原子炉建屋，コントロール建屋，タービン建屋及

び廃棄物処理建屋への熱影響 

想定される液化石油ガス輸送船舶の火災による輻

射の影響に対し，液化石油ガス輸送船舶から各建屋

までの離隔距離を必要とされる危険距離（66m）以上

確保することにより，当該建屋内の外部事象防護対

象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

「別添 4-1 添付資料 5 2.」に評価結果を示す。 

(d-2) 軽油タンクへの熱影響 

想定される液化石油ガス輸送船舶の火災による輻

射の影響に対し，液化石油ガス輸送船舶から軽油タ

ンクまでの離隔距離を必要とされる危険距離（17m）

以上確保することにより，軽油タンクの安全機能を

損なわない設計とする。 

「別添 4-1 添付資料 5 2.」に評価結果を示す。 

(d-3) 燃料移送ポンプ（防護板（鋼板））への熱影響 

想定される液化石油ガス輸送船舶の火災による輻

射の影響に対し，液化石油ガス輸送船舶から燃料移

送ポンプ（防護板（鋼板））までの離隔距離を必要と

される危険距離（148m）以上確保することにより，

燃料移送ポンプの安全機能を損なわない設計とす

る。 

「別添 4-1 添付資料 5 2.」に評価結果を示す。 

所内変圧器を対象に火災が発生してから燃料が

燃え尽きるまでの間，一定の輻射強度（4W／m２）

で外殻の鋼材が昇温されるものとして算出する放

水路ゲート駆動装置外殻表面温度を鋼材の強度が

維持される温度である 325℃以下とすることで，

放水路ゲートの安全機能を損なわない設計とす

る。 

【別添資料 1(2.2.2.5：30～33)】 

ⅲ) 評価対象施設への熱影響 

・原子炉建屋，タービン建屋及び使用済燃料乾式貯

蔵建屋への熱影響 

想定される漂流船舶の火災による輻射の影響に

対し，燃料輸送船から各建屋までの離隔距離を必

要とされる危険距離（263m）以上，定期船から各

建屋までの離隔距離を必要とされる危険距離

（85m）以上確保することにより，当該建屋内の外

部事象防護対象施設の安全機能を損なわない設計

とする。 

(d)漂流船舶の火災・爆発

(d-1)原子炉建物，制御室建物，タービン建物及び廃棄物処

理建物への熱影響 

想定される重油運搬船の火災による輻射の影響に対

し，重油運搬船から各建物までの離隔距離を必要とさ

れる危険距離（35m）以上確保することにより，当該建

物内の外部事象防護対象施設の安全機能を損なわない

設計とする。 

「別添 4-1 添付資料５ 2.」に評価結果を示す。 

(d-2)海水ポンプへの熱影響 

想定される重油運搬船の火災による輻射の影響に対

し，重油運搬船から海水ポンプまでの離隔距離を必要

とされる危険距離（28m）以上確保することにより，海

水ポンプの安全機能を損なわない設計とする。 

「別添 4-1 添付資料５ 2.」に評価結果を示す。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，発電所

港湾内に入港する最

大規模の船舶である

重油運搬船を想定 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，軽油タ

ンク，燃料移送ポン

プ，非常用ディーゼル

発電機は，地下構造等

の屋内設備のため影

響評価対象外 

また，放水路ゲートに

ついても，設置してい

ないため影響評価対

象外 

なお，島根 2号炉は，

海水ポンプは，屋外設

置のため影響評価を

実施 
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(d-4) 主排気筒への熱影響 

想定される液化石油ガス輸送船舶の火災による輻

射の影響に対し，液化石油ガス輸送船舶から主排気

筒までの離隔距離を必要とされる危険距離（53m）以

上確保することにより，主排気筒の安全機能を損な

わない設計とする。 

「別添 4-1 添付資料 5 2.」に評価結果を示す。 

・主排気筒への熱影響

想定される漂流船舶の火災による輻射の影響に

対し，燃料輸送船から主排気筒までの離隔距離を

必要とされる危険距離（87m）以上，定期船から主

排気筒までの離隔距離を必要とされる危険距離

（29m）以上確保することにより，主排気筒の安全

機能を損なわない設計とする。 

・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機を含む。）への熱影響 

想定される漂流船舶の火災による輻射の影響に

対し，燃料輸送船から非常用ディーゼル発電機（高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）吸

気口までの離隔距離を必要とされる危険距離

（153m）以上，定期船から非常用ディーゼル発電

機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）吸気口までの離隔距離を必要とされる危険

距離（50m）以上確保することにより，非常用ディ

ーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機を含む。）の安全機能を損なわない設計とす

る。 

・残留熱除去系海水系ポンプへの熱影響

想定される漂流船舶の火災による輻射の影響に

対し，燃料輸送船から残留熱除去系海水系ポンプ

までの離隔距離を必要とされる危険距離（142m）

以上，定期船から残留熱除去系海水系ポンプまで

の離隔距離を必要とされる危険距離（47m）以上確

保することにより，残留熱除去系海水系ポンプの

安全機能を損なわない設計とする。 

・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機を含む。）用海水ポンプへの熱影

響 

想定される漂流船舶の火災による輻射の影響に

対し，燃料輸送船から非常用ディーゼル発電機（高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用

海水ポンプまでの離隔距離を必要とされる危険距

(d-3)排気筒への熱影響 

想定される重油運搬船の火災による輻射の影響に対

し，重油運搬船から排気筒までの離隔距離を必要とさ

れる危険距離（17m）以上確保することにより，排気筒

の安全機能を損なわない設計とする。 

「別添 4-1 添付資料５ 2.」に評価結果を示す。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，軽油タ

ンク，燃料移送ポン

プ，非常用ディーゼル

発電機は，地下構造等

の屋内設備のため影

響評価対象外 

また，放水路ゲートに

ついても，設置してい

ないため影響評価対

象外 

なお，島根 2号炉は，

海水ポンプは，屋外設

置のため影響評価を

実施 
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b. ガス爆発に対する設計方針

(a) 危険物貯蔵施設

想定される高圧ガス貯蔵施設のガス爆発による爆

風圧の影響に対し，高圧ガス貯蔵施設から発電用原

子炉施設までの離隔距離を必要とされる危険限界距

離 

  以上確保することにより，評価対象施設の安

全機能を損なわない設計とする。 

また，想定される高圧ガス貯蔵施設のガス爆発に

よる飛来物の影響については，高圧ガス貯蔵施設か

ら発電用原子炉施設までの離隔距離を，「石油コンビ

ナートの防災アセスメント指針」に基づき算出する

容器破損時における破片の最大飛散距離 

以上確保することにより，評価対象施設の安全

機能を損なわない設計とする。 

「別添 4-1 添付資料 3 3.2」に評価結果を示す。 

(b) 燃料輸送車両

想定される燃料輸送車両のガス爆発による爆風圧

の影響に対して，発電所敷地境界の道路から発電用

原子炉施設までの離隔距離を必要とされる危険限界

離（111m）以上，定期船から非常用ディーゼル発

電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）用海水ポンプまでの離隔距離を必要とされ

る危険距離（37m）以上確保することにより，非常

用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水ポンプの安全機能を

損なわない設計とする。 

・放水路ゲートへの熱影響

想定される漂流船舶の火災による輻射の影響に

対し，燃料輸送船から放水路ゲートまでの離隔距

離を必要とされる危険距離（87m）以上，定期船か

ら放水路ゲートまでの離隔距離を必要とされる危

険距離（29m）以上確保することにより，放水路ゲ

ートの安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料 1(2.2.2.4：27～29)】 

ⅲ) 評価対象施設への影響 

想定される高圧ガス貯蔵施設のガス爆発による爆風

圧の影響に対し，高圧ガス貯蔵施設から発電用原子炉

施設までの離隔距離を必要とされる危険限界距離

（373m）以上確保することにより，評価対象施設の安

全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料 1(2.2.2.2：21～24)】 

また，想定される高圧ガス貯蔵施設のガス爆発によ

る飛来物の影響については，高圧ガス貯蔵施設から発

電用原子炉施設までの離隔距離を，「石油コンビナー

トの防災アセスメント指針」に基づき算出する容器破

損時における破片の最大飛散距離（1,406m）以上確保

することにより，評価対象施設の安全機能を損なわな

い設計とする。 

【別添資料 1(2.2.2.2：21～24)】 

ⅲ) 評価対象施設への影響 

想定される燃料輸送車両のガス爆発による爆風圧の

影響に対して，発電所敷地周辺道路から発電用原子炉

施設までの離隔距離を必要とされる危険限界距離

ｂ．ガス爆発に対する設計方針 

(a)燃料輸送車両

想定される燃料輸送車両のガス爆発による爆風圧に対

して，発電所出入口ゲートから発電用原子炉施設までの

離隔距離を必要とされる危険限界距離（44m）以上確保す

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，敷地外

危険物施設の調査の

結果，範囲内に高圧ガ

ス貯蔵施設はないた

め，影響評価対象外 

・条件の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，敷地周

辺の道路状況や運用
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距離（88m）以上確保することにより，評価対象施設

の安全機能を損なわない設計とする。 

「別添 4-1 添付資料 4 3.」に評価結果を示す。 

また，想定される燃料輸送車両のガス爆発による

飛来物の影響に対して，発電所敷地境界の道路から

発電用原子炉施設までの離隔距離を，「竜巻飛来物の

飛行解析モデルに基づき算出するタンクローリ破片

の最大飛散距離（550m）以上確保することにより，

評価対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

「別添 4-1 添付資料 4 4.」に評価結果を示す。 

(c) 漂流船舶

想定される液化石油ガス輸送船舶のガス爆発によ

る爆風圧の影響に対して，発電所港湾から発電用原

子炉施設までの離隔距離を必要とされる危険限界距

離（176m）以上確保することにより，評価対象施設

の安全機能を損なわない設計とする。 

「別添 4-1 添付資料 5 3.」に評価結果を示す。 

なお，飛来物による影響については，離隔距離が

最大飛散距離以下であるが，柏崎刈羽原子力発電所

に最も近い航路でも 30km 以上の離隔距離があり，

漂流した船舶が最大飛散距離以内に流れ着いた後に

爆発し，なおかつその飛来物が発電用原子炉施設に

衝突する可能性は非常に低いことから，想定した漂

流船舶の飛来物による柏崎刈羽原子力発電所への影

響はない。 

「別添 4-1 添付資料 5 4.」に評価結果を示す。 

（88m）以上確保することにより，評価対象施設の安全

機能を損なわない設計とする。 

【別添資料 1(2.2.2.3：26)】 

また，想定される燃料輸送車両のガス爆発による飛

来物の影響に対して，発電所敷地周辺道路から発電用

原子炉施設までの離隔距離を，「石油コンビナートの

防災アセスメント指針」等に基づき算出する容器破損

時における破片の最大飛散距離（435m）以上確保する

ことにより，評価対象施設の安全機能を損なわない設

計とする。 

【別添資料 1(2.2.2.3：26)】 

ⅲ) 評価対象施設への影響 

水素貯槽のガス爆発による爆風圧の影響に対して，

水素貯槽から発電用原子炉施設までの離隔距離を必要

とされる危険限界距離（7m）以上確保することにより，

評価対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料 1(2.2.2.5：30～33)】 

ⅲ) 評価対象施設への影響 

想定される燃料輸送船のガス爆発による爆風圧の影

響に対して，漂流船舶から発電用原子炉施設までの離

隔距離を必要とされる危険限界距離（ＬＮＧ輸送船

（335m），ＬＰＧ輸送船（340m），内航船（165m））以上

確保することにより，評価対象施設の安全機能を損な

わない設計とする。 

【別添資料 1(2.2.2.4：27～29)】 

発電所周辺を航行する船舶として，日立ＬＮＧ基地

に出入りする輸送船があるが，これらの船舶が停泊し

ているときに津波警報等が発表された場合には，荷役

及び作業を中止した上で，緊急退避又は係留避泊する

運用としており，実際に漂流し発電所に接近する可能

性は低いこと等から，想定した漂流船舶の飛来物が発

電所に影響を及ぼすことはない。 

【別添資料 1(2.2.2.4：27～29)】 

ることにより，評価対象施設の安全機能を損なわない設

計とする。 

「別添 4-1 添付資料４ 3.」に評価結果を示す。 

また，想定される燃料輸送車両のガス爆発による飛来

物の影響に対して，発電所出入口ゲートから発電用原子

炉施設までの離隔距離を，「石油コンビナート防災アセス

メント指針」に基づき算出する破片の最大飛散距離

（713m）以上確保することにより，評価対象施設の安全

機能を損なわない設計とする。 

「別添 4-1 添付資料４ 4.」に評価結果を示す。 

状況を踏まえ，プロパ

ンガスボンベを輸送

している車両につい

て評価を実施 

・条件の相違

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，ガス爆発

による飛来物の影響

評価を「竜巻飛来物の

飛行解析モデル」に基

づき実施 

・記載方針の相違

【東海第二】 

島根 2号炉，柏崎 6/7

は，危険物貯蔵施設と

して抽出された設備

には爆発する設備は

ない 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，発電所

港湾内に入港する最

大規模の船舶である

重油運搬船を想定し

ており，重油は爆発の

危険性はないため，評

価対象外 
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2.4.3.3 発電所敷地内における航空機墜落による火災 

(1)発生を想定する発電所敷地内における航空機墜落による火

災の設定及び影響評価 

(4) 航空機墜落による火災

「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」を参照し，航

空機墜落による火災について落下カテゴリごとに選定した航

空機を対象に，直接的な影響を受ける，評価対象施設への影

響評価を実施し，離隔距離の確保及び建屋による防護により，

評価対象施設の安全機能を損なわない設計とする。また，航

空機墜落による火災と発電所敷地内の危険物貯蔵施設等によ

る火災の重畳を考慮する設計とする。 

【別添資料 1(2.3：34～39)】 

ａ．対象航空機の選定方法 

航空機落下確率評価においては，過去の日本国内におけ

る航空機落下事故の実績をもとに，落下事故を航空機の種

類及び飛行形態に応じてカテゴリに分類し，カテゴリごと

に落下確率を求める。 

ここで，対象となる飛行範囲等において落下事故の実績

がないカテゴリのうち計器飛行方式民間航空機の「航空路

を巡航時」等の全国において落下事故の実績がないカテゴ

リについては落下事故が保守的に 0.5 件発生したものとし

て評価した。一方，自衛隊機の「基地－訓練空域間往復時」

については，百里基地－訓練空域間往復時の落下事故は発

生していないが，全国の基地－訓練空域間往復時に 5 件の

落下事故が発生していること及び百里基地－訓練空域間を

飛行する際の自衛隊機の機種，飛行環境が全国と比較して

大きな相違がないものであることを踏まえ，全国の各基地

－訓練空域間往復時の落下事故件数及び想定飛行範囲の面

積から算出した確率を参考にし，保守性を確保するため 2

倍にした値を用いることとした。 

また，カテゴリごとの対象航空機の民間航空機と自衛隊

機又は米軍機では，訓練中の事故等，その発生状況が必ず

しも同一ではなく，自衛隊機又は米軍機の中でも機種によ

って飛行形態が同一ではないと考えられ，かつ，民間航空

機では火災影響は評価対象航空機の燃料積載量に大きく依

存すると考えられる。これらを踏まえて選定した落下事故

のカテゴリと対象航空機（発電用原子炉施設（使用済燃料

乾式貯蔵建屋除く。））を第 1.7.9－5 表に，落下事故のカテ

ゴリと対象航空機（使用済燃料乾式貯蔵建屋）を第 1.7.9

－6表に示す。 

【別添資料 1(2.3：34～39)】 

2.4.3.3発電所敷地内における航空機墜落による火災 

(1)発生を想定する発電所敷地内における航空機墜落による火

災の設定及び影響評価 

・記載箇所の相違

【東海第二】 

島根 2号炉，柏崎 6/7

は，他箇所で記載 
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a. 航空機墜落による火災の想定

(a) 評価対象範囲

評価対象範囲は，発電所敷地内であって落下確率

が 10－7［回/炉･年］以上になる範囲のうち発電用原

子炉施設への影響が最も厳しくなる区域とすること

から，柏崎刈羽原子力発電所における航空機落下確

率評価の対象航空機を大型民間航空機，小型民間航

空機，大型軍用航空機，小型軍用航空機に分類し，

それぞれの機種の落下確率の合計が 10－7［回/炉･年］

となる標的面積を算出し，その結果から発電用原子

炉施設からの離隔距離を算出する。 

その上で，選定された航空機ごとの燃料積載量と

落下地点から安全施設までの距離をもとに，輻射強

度が最大となる航空機の種類を特定し，その落下に

よる火災を想定している。 

なお，落下実績がない航空機については，保守的

に落下実績を 0.5 件としている。 

具体的な算出方法，落下事故データ等については

「別添 4-1 添付資料 7 2.」にて記載している。 

(a-1)航空機墜落による火災と危険物タンク火災の重畳 

航空機墜落による火災が発生した場合に，危険物

タンク火災との重畳を考慮する。

(b)火災の想定

以下の火災の想定を踏まえ，航空機落下事故の発

生状況や機種による飛行形態の違いに関する最新の

知見をもとに，航空機を種類別に分類し，その種類

ごとに燃料積載量が最大の航空機を選定している。 

・ 航空機は，柏崎刈羽原子力発電所における航空

機落下評価の対象航空機のうち燃料積載量が最

大の機種とする。

・ 航空機は燃料を満載した状態を想定する。

・ 航空機の落下によって燃料に着火し火災が起こ

ることを想定する。

・ 気象条件は無風状態とする。

・ 火災は円筒火炎をモデルとし，火炎の高さは燃

ｃ．評価対象範囲 

評価対象範囲は，発電所敷地内であって発電用原子炉施

設を中心にして落下確率が 10-７（回／炉・年）以上になる

範囲のうち発電用原子炉施設への影響が最も厳しくなる区

域に設置する評価対象施設とする。 

【別添資料 1(2.3：34～39)】 

ｂ．航空機墜落による火災の想定 

(a) 航空機は，発電所における航空機落下確率評価の対象

航空機のうち燃料積載量が最大の機種とする。 

(b) 航空機は燃料を満載した状態を想定する。

(c) 航空機の墜落によって燃料に着火し火災が起こること

を想定する。 

(d) 気象条件は無風状態とする。

(e) 火災は円筒火炎をモデルとし，火炎の高さは燃焼半径

の 3倍とする。 

ａ．航空機墜落による火災の想定 

(a)評価対象範囲

評価対象範囲は，発電所敷地内であって落下確率が

10-7[回/炉･年]以上になる範囲のうち発電用原子炉施設

への影響が最も厳しくなる区域とすることから，島根原

子力発電所における航空機落下確率評価の対象航空機を

大型民間航空機（離着陸時），大型民間航空機，小型民間

航空機，空中給油機等，その他の機種に分類し，それぞ

れの機種の落下確率の合計が 10-7[回/炉･年]となる標的

面積を算出し，その結果から発電用原子炉施設からの離

隔距離を算出する。 

その上で，選定された航空機ごとの燃料積載量と落下

地点から安全施設までの距離をもとに，輻射強度が最大

となる航空機の種類を特定し，その落下による火災を想

定している。 

なお，落下実績がない航空機については，保守的に落

下実績を 0.5件としている。 

具体的な算出方法，落下事故データ等については，「別

添 4-1 添付資料７ 2.」にて記載している。 

(a-1)航空機墜落による火災と危険物タンク火災の重畳 

航空機墜落による火災が発生した場合に，危険物タ

ンク火災との重畳を考慮する。

(b)火災の想定

以下の火災の想定を踏まえ，航空機落下事故の発生状

況や機種による飛行形態の違いに関する最新の知見をも

とに，航空機を種類別に分類し，その種類ごとに燃料積

載量が最大の航空機を選定している。 

・航空機は，島根原子力発電所における航空機落下評価

の対象航空機のうち燃料積載量が最大の機種とする。

・航空機は燃料を満載した状態を想定する。

・航空機の落下によって燃料に着火し火災が起こること

を想定する。

・気象条件は無風状態とする。

・火災は円筒火炎をモデルとし，火炎の高さは燃焼半径

の３倍とする。

・条件の相違

【柏崎 6/7】 

島根 2号炉は，飛行形

態の違いを踏まえた

航空機の分類を実施 

また，出雲空港及び米

子空港の最大離着陸

地点以内に位置する

ため，「飛行場での離

着陸時」を対象として

設定 
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焼半径の 3 倍とする。 

b. 航空機墜落による火災の影響評価

「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」を参照し，

航空機墜落による火災についてカテゴリごとに選定した

航空機を対象に，直接的な影響を受ける評価対象施設へ

の影響評価を実施する。 

具体的な評価方法は「別添 4-1 添付資料 7 2.」にて記

載している。 

(2)航空機墜落等による火災に対する設計方針

a．航空機墜落による火災

(a) 原子炉建屋，コントロール建屋，タービン建屋及び

廃棄物処理建屋への熱影響 

落下事故のカテゴリごとに選定した航空機を対象

に火災が発生してから燃料が燃え尽きるまでの間，

一定の輻射強度（501W/m2）で外壁が昇温されるもの

として算出する各建屋（垂直外壁面及び天井スラブ

から選定した，火災の輻射に対して最も厳しい箇所）

の表面温度をコンクリート許容温度である 200℃以

下とすることで，当該建屋内の外部事象防護対象施

設の安全機能を損なわない設計とする。 

「別添 4-1 添付資料 2」にコンクリートの許容限

界温度200℃の設定根拠を，「別添4-1 添付資料7 2.」

に評価結果を示す。 

(b) 軽油タンクへの熱影響

落下事故のカテゴリごとに選定した航空機を対象

に火災が発生してから燃料が燃え尽きるまでの間，

一定の輻射強度（58kW/m2）で軽油及び軽油タンクが

昇温されるものとして算出する軽油の温度を，軽油

の発火点である 225℃以下とすることで，軽油タン

クの安全機能を損なわない設計とする。

「別添 4-1 添付資料 2」に軽油の発火点である許

容限界温度 225℃の設定根拠を，「別添 4-1 添付資料

7 2.」に評価結果を示す。 

【別添資料 1(2.3：34～39)】 

ｄ．評価対象施設への熱影響 

(a) 原子炉建屋，タービン建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建

屋への熱影響 

落下事故のカテゴリごとに選定した航空機を対象に火

災が発生してから燃料が燃え尽きるまでの間，一定の輻

射強度で外壁が昇温されるものとして算出する各建屋

（垂直外壁面及び天井スラブから選定した，火災の輻射

に対して最も厳しい箇所）の表面温度をコンクリート圧

縮強度が維持される保守的な温度である 200℃以下とす

ることで，当該建屋内の外部事象防護対象施設の安全機

能を損なわない設計とする。 

各航空機の輻射強度（発電用原子炉施設（使用済燃料

乾式貯蔵建屋除く。））を第 1.7.9－5表に,各航空機の輻

射強度（使用済燃料乾式貯蔵建屋）を第 1.7.9－6表に示

す。 

ｂ．航空機墜落による火災の影響評価 

「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」を参照し，

航空機墜落による火災についてカテゴリごとに選定した航

空機を対象に，直接的な影響を受ける評価対象施設への影

響評価を実施する。 

具体的な評価方法は「別添 4-1 添付資料７ 2.」にて

記載している。 

(2)航空機墜落等による火災に対する設計方針

ａ．航空機墜落による火災

(a)原子炉建物，制御室建物，タービン建物及び廃棄物処理

建物への熱影響 

落下事故のカテゴリごとに選定した航空機を対象に火

災が発生してから燃料が燃え尽きるまでの間，一定の輻

射強度（1,837W/m2）で外壁が昇温されるものとして算出

する各建物（垂直外壁面及び天井スラブから選定した，

火災の輻射に対して最も厳しい箇所）の表面温度をコン

クリート許容温度である 200℃以下とすることで，当該

建物内の外部事象防護対象施設の安全機能を損なわない

設計とする。 

「別添 4-1 添付資料２」にコンクリートの許容限界

温度 200℃の設定根拠を，「別添 4-1 添付資料７ 2.」

に評価結果を示す。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，軽油タ

ンク，燃料移送ポン

プ，非常用ディーゼル

発電機は，地下構造等

の屋内設備のため影

響評価対象外 

島根 2号炉は，海水ポ

ンプは，屋外設置のた

め影響評価を実施 
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(c) 燃料移送ポンプ（防護板（鋼板））への熱影響

落下事故のカテゴリごとに選定した航空機を対象

に火災が発生してから燃料が燃え尽きるまでの間，

一定の輻射強度（1445W/m2）で燃料移送ポンプの周

囲に設置された防護板（鋼板）が昇温されるものと

して算出する燃料移送ポンプ（防護板（鋼板））の温

度を，端子ボックスパッキンの耐熱温度である100℃

以下とすることで燃料移送ポンプの安全機能を損な

わない設計とする。 

「別添 4-1 添付資料 2 3.5」に燃料移送ポンプの

許容限界温度 100℃の設定根拠を，「別添 4-1 添付資

料 7 2.」に評価結果を示す。 

(d) 主排気筒への熱影響

落下事故のカテゴリごとに選定した航空機を対象

に火災が発生してから燃料が燃え尽きるまでの間，

一定の輻射強度（450W/m2）で昇温されるものとして

算出する主排気筒の表面温度を，鋼材の強度が維持

される温度である 325℃以下とすることで，主排気

筒の安全機能を損なわない設計とする。 

「別添 4-1 添付資料 2 別紙 2-3」に主排気筒の許

容限界温度 325℃の設定根拠を，「別添 4-1 添付資料

7 2.」に評価結果を示す。 

(b) 主排気筒への熱影響

落下事故のカテゴリごとに選定した航空機を対象に火

災が発生してから燃料が燃え尽きるまでの間，一定の輻

射強度で鋼材が昇温されるものとして算出する主排気筒

の表面温度を，鋼材の強度が維持される温度である325℃

以下とすることで，主排気筒の安全機能を損なわない設

計とする。 

(c) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）への熱影響 

落下事故のカテゴリごとに選定した航空機を対象に一

定の輻射強度で昇温されるものとして算出する非常用デ

ィーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

を含む。）への流入空気の温度を，非常用ディーゼル発

電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）

の性能維持に必要な温度 53℃以下とすることで，非常用

ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機を含む。）の安全機能を損なわない設計とする。 

(d) 残留熱除去系海水系ポンプへの熱影響

落下事故のカテゴリごとに選定した航空機を対象に一

定の輻射強度で昇温されるものとして算出する残留熱除

去系海水系ポンプへの冷却空気の温度を，下部軸受の機

(b)海水ポンプへの熱影響

落下事故のカテゴリごとに選定した航空機を対象に火

災が発生してから燃料が燃え尽きるまでの間，一定の輻

射強度（1,837W/m2）で，海水ポンプの冷却空気が昇温さ

れるものとして算出する冷却空気の温度を，下部軸受の

機能維持に必要な温度である 55℃以下とすることで，海

水ポンプの安全機能を損なわない設計とする。 

「別添 4-1 添付資料２」に海水ポンプの許容温度

55℃の設定根拠を，「別添 4-1 添付資料７ 2.」に評価

結果を示す。 

(c)排気筒への熱影響

落下事故のカテゴリごとに選定した航空機を対象に火

災が発生してから燃料が燃え尽きるまでの間，一定の輻

射強度（1,837W/m2）で昇温されるものとして算出する排

気筒の表面温度を，鋼材の強度が維持される温度である

325℃以下とすることで，排気筒の安全機能を損なわない

設計とする。 

「別添 4-1 添付資料２」に排気筒の許容限界温度

325℃の設定根拠を，「別添 4-1 添付資料７ 2.」に評

価結果を示す。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，軽油タ

ンク，燃料移送ポン

プ，非常用ディーゼル

発電機は，地下構造等

の屋内設備のため影

響評価対象外 

島根 2号炉は，海水ポ

ンプは，屋外設置のた

め影響評価を実施 
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b. 航空機墜落による火災と敷地内危険物タンク火災の重

畳

評価対象施設のうち，タービン建屋は非常用電源の一

部が 1 階に位置することから，航空機墜落による火災と

危険物タンク火災の重畳を考慮する。 

(a) タービン建屋への熱影響

航空機墜落による火災のうち評価結果が最も厳し

い大型軍用航空機の KC-767 と，敷地内危険物タン

ク等の火災のうち評価結果が最も厳しい 5 号炉軽油

タンク 2 基について，同時に火災が発生した場合を

想定し，火災が発生してから燃料が燃え尽きるまで

の間，一定の輻射強度（2628W/m2）で外壁が昇温さ

れるものとして算出する建屋（垂直外壁面及び天井

スラブから選定した，火災の輻射に対して最も厳し

い箇所）の表面温度を，コンクリート許容温度であ

る 200℃以下とすることで，タービン建屋の安全機

能を損なわない設計とする。 

「別添 4-1 添付資料 7 2.」に評価結果を示す。 

能維持に必要な温度である 70℃以下とすることで，残留

熱除去系海水系ポンプの安全機能を損なわない設計とす

る。 

(e) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）用海水ポンプへの熱影響

落下事故のカテゴリごとに選定した航空機を対象に一

定の輻射強度で昇温されるものとして算出する非常用デ

ィーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

を含む。）用海水ポンプへの冷却空気の温度を，下部軸

受の機能維持に必要な温度である 60℃以下とすること

で，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機を含む。）用海水ポンプの安全機能を損な

わない設計とする。 

【別添資料 1(2.3：34～39)】 

ｅ．航空機墜落火災と危険物貯蔵施設等の火災の重畳評価 

航空機墜落火災と危険物貯蔵施設等の火災による重畳評

価を実施した。 

航空機墜落火災として想定する機種は，評価結果が最も

厳しいＦ－１５とする。 

危険物貯蔵施設等の火災として想定する設備は，Ｆ－１

５の墜落火災想定位置近傍にある溶融炉灯油タンクと主要

変圧器とする。 

(a) 原子炉建屋及びタービン建屋への熱影響

Ｆ－１５の墜落火災と危険物貯蔵施設等の重畳火災が

発生した場合を想定し，火災が発生してから燃料が燃え

尽きるまでの間，一定の輻射強度で評価対象施設の建屋

外壁が昇温されるものとして算出する建屋（垂直外壁面

及び天井スラブから選定した，火災の輻射に対して最も

厳しい箇所）の表面温度を，コンクリート圧縮強度が維

持される保守的な温度である 200℃以下とすることで，

当該建屋内の外部事象防護対象施設の安全機能を損なわ

ない設計とする。 

ｂ.航空機墜落による火災と敷地内危険物タンク火災の重畳 

評価対象施設のうち，原子炉建物は，航空機墜落による

火災と危険物タンク火災の重畳を考慮する。 

(a)原子炉建物への熱影響

航空機墜落による火災のうち評価結果が最も厳しい大

型民間航空機の B747-400と，敷地内危険物タンク等の火

災のうち評価結果が最も厳しいガスタービン発電機用軽

油タンクについて，同時に火災が発生した場合を想定し，

火災が発生してから燃料が燃え尽きるまでの間，一定の

輻射強度（1,910W/m2）で外壁が昇温されるものとして算

出する建物(垂直外壁面及び天井スラブから選定した，火

災の輻射に対して最も厳しい箇所)の表面温度を，コンク

リート許容温度である 200℃以下とすることで，原子炉

建物の安全機能を損なわない設計とする。 

「別添 4-1 添付資料７ 2.」に評価結果を示す。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，軽油タ

ンク，燃料移送ポン

プ，非常用ディーゼル

発電機は，地下構造等

の屋内設備のため影

響評価対象外 

島根 2号炉は，海水ポ

ンプは，屋外設置のた

め影響評価を実施 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

重畳を考慮した際の

評価対象施設の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根 2号炉は，航空機

の落下想定範囲と重

畳するタンクはない

が，保守的にガスター

ビン発電機用軽油タ

ンクとの重畳を想定

58



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

(b) 主排気筒への熱影響

Ｆ－１５の墜落火災と危険物貯蔵施設等の重畳火災が

発生した場合を想定し，一定の輻射強度で鋼材が昇温さ

れるものとして算出する主排気筒の表面温度を鋼材の強

度が維持される温度である 325℃以下とすることで，主

排気筒の安全機能を損なわない設計とする。 

(c) 残留熱除去系海水系ポンプへの熱影響

Ｆ－１５の墜落火災と危険物貯蔵施設等の重畳火災が

発生した場合を想定し，一定の輻射強度で鋼材が昇温さ

れるものとして算出する残留熱除去系海水系ポンプへの

冷却空気の温度を，下部軸受の機能維持に必要な温度で

ある 70℃以下とすることで，残留熱除去系海水系ポンプ

の安全機能を損なわない設計とする。 

(d) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水ポンプへの熱影響 

Ｆ－１５の墜落火災と危険物貯蔵施設等の重畳火災が

発生した場合を想定し，一定の輻射強度で鋼材が昇温さ

れるものとして算出する非常用ディーゼル発電機（高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポン

プへの冷却空気の温度を，下部軸受の機能維持に必要な

温度である 60℃以下とすることで，非常用ディーゼル発

電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）

用海水ポンプの安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料 1(2.3：34～39)】 

・評価対象の相違

【東海第二】 

島根 2号炉，柏崎 6/7

は航空機との重畳で

最も影響のある施設

を評価 
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第 1.7.9－5表 落下事故のカテゴリと対象航空機 

（発電用原子炉施設（使用済燃料乾式貯蔵建屋除く。）） 

 

 

第 1.7.9－6表 落下事故のカテゴリと対象航空機 

（使用済燃料乾式貯蔵建屋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 島根 2号炉，柏崎 6/7

は詳細については別

添にて記載 
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2.4.3.4 ばい煙及び有毒ガス 

(1) 二次的影響の検討

火災に伴い発生を想定する二次的影響として，ばい煙及

び有毒ガスによる影響を抽出している。 

外部火災により発生するばい煙及び有毒ガスについて

は，火災による上昇気流により上空に運ばれ，発電所近傍

に滞留することはない。そのため，ばい煙及び有毒ガスが，

換気空調系の外気取入口から建屋内に進入する可能性は低

い。ここでは，高濃度のばい煙及び有毒ガスが建屋内に進

入することを想定し，評価を行う。 

なお，主要道路，鉄道路線，一般航路及び石油コンビナ

ート施設等は，柏崎刈羽原子力発電所から離隔距離が確保

されており，危険物を積載した車両及び船舶を含む事故等

による柏崎刈羽原子力発電所への有毒ガスを考慮する必要

はない。 

(2)具体的な二次的影響

ばい煙の影響が想定される設備として，設備内にばい煙

を含んだ外気を取り込む可能性のある機器，煙や埃に対し

て脆弱な設備，建屋外部に開口部を有する設備について影

響評価を実施する。また，建屋内にばい煙及び有毒ガスを

含んだ外気が取り込まれた場合の居住性の観点から評価を

実施する。 

ここでは，二次的影響を受ける，評価対象施設に属する

施設を以下のとおり抽出する。 

・ 換気空調系

・ 非常用ディーゼル発電機

・ 安全保護系

・ 中央制御室

・ 緊急時対策所

(3) 火災の影響評価判断の考え方

a. 二次的影響による評価

二次的影響に対する設計として，外気を取り入れる評

価対象施設については，ばい煙に対して，バグフィルタ

により一定以上の粒径ばい煙粒子を捕獲等することによ

り，安全機能を損なわないような設計とする。 

2.4.3.4ばい煙及び有毒ガス 

(1)二次的影響の検討

火災に伴い発生を想定する二次的影響として，ばい煙及び

有毒ガスによる影響を抽出している。 

外部火災により発生するばい煙及び有毒ガスについては，

火災による上昇気流により上空に運ばれ，発電所近傍に滞留

することはない。そのため，ばい煙及び有毒ガスが，空調換

気系の外気取入口から建物内に侵入する可能性は低い。ここ

では，高濃度のばい煙及び有毒ガスが建物内に侵入すること

を想定し，評価を行う。 

なお，主要道路，鉄道路線，一般航路及び石油コンビナー

ト施設等は，島根原子力発電所から離隔距離が確保されてお

り，危険物を積載した車両及び船舶を含む事故等による島根

原子力発電所への有毒ガスを考慮する必要はない。 

(2)具体的な二次的影響

ばい煙の影響が想定される設備として，設備内にばい煙を

含んだ外気を取り込む可能性のある機器，煙や埃に対して脆

弱な設備，建物外部に開口部を有する設備について影響評価

を実施する。また，建物内にばい煙及び有毒ガスを含んだ外

気が取り込まれた場合の居住性の観点から評価を実施する。 

ここでは，二次的影響を受ける，評価対象施設に属する施

設を以下のとおり抽出する。 

・空調換気系

・非常用ディーゼル発電機

・安全保護系

・中央制御室

・緊急時対策所

(3)火災の影響評価判断の考え方

ａ．二次的影響による評価

二次的影響に対する設計として，外気を取り入れる評価

対象施設については，ばい煙に対して，フィルタにより一

定以上の粒径ばい煙粒子を捕獲等することにより，安全機

能を損なわないような設計とする。 
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(a) 換気空調系

外気を取り入れている空調系統として，原子炉建

屋，非常用ディーゼル発電機電気品区域，中央制御

室，コントロール建屋計測制御電源盤区域，海水熱

交換器区域の換気空調系がある。 

これらの換気空調系の外気取入経路には，バグフ

ィルタ（粒径約 2μm に対して 80%以上を捕獲する性

能）を設置しているため，ばい煙が外気取入口に到

達した場合であっても，一定以上の粒径のばい煙は

バグフィルタにより進入を阻止できる。 

上記系統のうち，外気取入ダンパを設置し再循環

運転が可能である中央制御室換気空調系について

は，ばい煙の進入が想定される場合には，外気取入

ダンパを閉止し，再循環運転を行うことにより，ば

い煙の進入を阻止できる。 

それ以外の換気空調系については，空調ファンを

停止することでばい煙の進入を阻止できる。 

(b) 非常用ディーゼル発電機

非常用ディーゼル発電機は，換気空調系で給気さ

れるエリアに設置していることから，空調ファンを

停止することでばい煙の進入を阻止できる。 

バグフィルタ（粒径約 2μm に対して 80%以上を捕

獲する性能）の入口と出口間の差圧を検知できる差

圧感知計を監視し，差圧が上昇しバグフィルタが目

詰まりした場合はバグフィルタの交換が可能であ

る。 

なお，非常用ディーゼル機関は吸気系統から外気

を取り入れているため，機関内にばい煙が流入し，

機関燃焼を阻止することが考えられるが，非常用デ

ィーゼル機関への外気取入経路にはバグフィルタを

設置していることから，一定以上の粒径のばい煙粒

子が捕獲され，バグフィルタにより捕集されなかっ

たばい煙粒子が機関内へ送気される。バグフィルタ

では，粒径が数μm 程度の粒子が捕集され，それ以

下のばい煙が機関内に送気されるが，シリンダまで

(a)空調換気系

外気を取り入れている空調系統として，原子炉建物付

属棟空調換気系，中央制御室空調換気系がある。 

これらの空調換気系の外気取入経路には，袋型フィル

タや平型フィルタ（粒径２μm に対し，袋型フィルタは

除塵効率が 80%以上，平型フィルタは除塵効率が 76％以

上）を設置しているため，ばい煙が外気取入口に到達し

た場合であっても，一定以上の粒径のばい煙はフィルタ

により侵入を阻止できる。 

上記系統のうち，外気取入ダンパを設置し再循環運転

が可能である中央制御室空調換気系については，ばい煙

の侵入が想定される場合には，外気取入ダンパを閉止し，

再循環運転を行うことにより，ばい煙の侵入を阻止でき

る。 

それ以外の空調換気系については，空調ファンを停止

することでばい煙の侵入を阻止できる。 

(b)非常用ディーゼル発電機

非常用ディーゼル発電機は，空調換気系で給気される

エリアに設置していることから，空調ファンを停止する

ことでばい煙の侵入を阻止できる。 

フィルタ（粒径１μm に対して，80％以上を捕獲する

性能）の入口と出口間の差圧を検知できる差圧感知計を

監視し，差圧が上昇しフィルタが目詰まりした場合はフ

ィルタの交換が可能である。 

なお，非常用ディーゼル機関は吸気系統から外気を取

り入れているため，機関内にばい煙が流入し，機関燃焼

を阻止することが考えられるが，非常用ディーゼル機関

への外気取入経路にはフィルタを設置していることか

ら，一定以上の粒径のばい煙粒子が捕獲され，フィルタ

により捕集されなかったばい煙粒子が機関内へ送気され

る。フィルタでは，粒径が数μm程度の粒子が捕集され，

それ以下のばい煙が機関内に送気されるが，シリンダま

での通気流路（過給機，空気冷却器等）の隙間より小さ

いことから閉塞に至ることはない。また，通常運転にお

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

フィルタ仕様の相違

・設備の相違
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の通気流路（過給機，空気冷却器等）の隙間より小

さいことから閉塞に至ることはない。また，通常運

転においても燃料油（軽油）の燃焼に伴うばい煙が

発生していることから，機関に損傷を与えることや

運転機能を阻害することはない。 

(c) 安全保護系

安全保護系は，現場盤が非常用電気品室，安全保

護系盤が中央制御室に設置してある。非常用電気品

室への外気取入経路にはバグフィルタ（粒径約 2μm 

に対して 80%以上を捕獲する性能）を設置している

ことから，一定以上の粒径のばい煙については侵入

を阻止することが可能である。バグフィルタにより

捕集しきれなかったばい煙が非常用電気品室に侵入

した場合においても，空調ファンを停止することで

ばい煙の侵入を阻止することが可能である。また，

中央制御室への外気取入経路にはバグフィルタを設

置していることから，一定以上の粒径のばい煙につ

いては侵入を阻止することが可能である。バグフィ

ルタにより捕集しきれなかったばい煙等が中央制御

室内に侵入する可能性がある場合，及び中央制御室

内においてばい煙等が流入したことを煙や異臭で確

認した場合等は，当直長の指示により，非常時モー

ドへ切り替えることにより，隔離が可能であり安全

保護系設備に影響はない。 

b. 火災時の有毒ガスの発生に伴う居住空間への影響評価

有毒ガスの発生については，中央制御室換気空調系及

び緊急時対策所換気空調系における外気取入遮断時の室

内に滞在する人員に対する環境劣化防止のため，酸素濃

度及び二酸化炭素濃度の影響評価を実施し，又は，離隔

を確保する等により，居住空間へ影響を及ぼさない設計

とする。 

なお，外気取入ダンパが設置されており再循環運転が

可能である中央制御室換気空調系については，外気取入

ダンパを閉止し，再循環運転を行う。また，それ以外の

換気空調系については，空調ファンを停止し，外気取入

れを遮断する。「別添 4-1 添付資料 8 3.」に評価結果を

いても燃料油（軽油）の燃焼に伴うばい煙が発生してい

ることから，機関に損傷を与えることや運転機能を阻害

することはない。 

(c)安全保護系

安全保護系は，原子炉建物付属棟空調換気系，中央制

御室空調換気系で給気されるエリアに設置されており，

外気取入経路には平型フィルタ（粒径２μmに対して 76%

以上を捕獲する性能）や袋型フィルタ（粒径２μm に対

して 80％以上を捕集する性能）を設置していることから，

一定以上の粒径のばい煙については，侵入を阻止するこ

とが可能である。フィルタにより捕集しきれなかったば

い煙が侵入した場合においても，空調ファンを停止する

ことでばい煙の侵入を阻止することが可能である。また，

フィルタにより捕集しきれなかったばい煙等が中央制御

室内に侵入する可能性がある場合，及び中央制御室内に

おいてばい煙等が流入したことを煙や異臭で確認した場

合等は，当直長の指示により，再循環運転モードへ切り

替えることにより，隔離が可能であり安全保護系設備に

影響はない。 

ｂ．火災時の有毒ガスの発生に伴う居住空間への影響評価 

有毒ガスの発生については，中央制御室空調換気系及び

緊急時対策所換気空調設備における外気取入遮断時の室内

に滞在する人員に対する環境劣化防止のため，酸素濃度及

び二酸化炭素濃度の影響評価を実施し，又は，離隔を確保

する等により，居住空間へ影響を及ぼさない設計とする。 

なお，外気取入ダンパが設置されており再循環運転が可

能である中央制御室空調換気系については，外気取入ダン

パを閉止し，再循環運転を行う。また，それ以外の空調換

気系については，空調ファンを停止し，外気取入れを遮断

する。 

「別添 4-1 添付資料８ 3.」に評価結果を示す。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

フィルタ仕様の相違
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示す。 

c. 延焼対策

FARSITE の解析によると，火炎が防火帯に到達する時

間は，発電所敷地境界付近からの出火（ケース 3）を想

定しても 3 時間程度であり，これに対して，防火帯付近

への予防散水は，敷地境界域での火災発見から約 90 分

で開始可能である。 

敷地外の森林から出火し，敷地内の植生へ延焼するお

それがある場合は，自衛消防隊が出動し，予防散水等の

延焼防止措置を行う。また，敷地内の植生へ延焼した場

合であっても，適切な離隔距離を保っており，発電用原

子炉施設に影響せず，安全性が損なわれることはない。 

森林火災等により発電所敷地付近まで延焼した際の飛

び火等による発電所敷地内への延焼対策については，火

災防護計画に火災発生時の対応，防火帯の維持・管理等

を適切に実施するための対策を定める。 

ｃ.延焼対策 

FARSITE の解析によると，火炎が防火帯に到達する時間

は，発電所敷地境界付近からの出火（ケース２）を想定し

ても，2.3 時間程度であり，これに対して，防火帯付近へ

の予防散水は，敷地境界域での火災発見から約 60分で開始

可能である。 

敷地外の森林から出火し，敷地内の植生へ延焼するおそ

れがある場合は，自衛消防隊が出動し，予防散水等の延焼

防止措置を行う。また，敷地内の植生へ延焼した場合であ

っても，適切な離隔距離を保っており，発電用原子炉施設

に影響せず，安全性が損なわれることはない。 

森林火災等により発電所敷地付近まで延焼した際の飛び

火等による発電所敷地内への延焼対策については，火災防

護計画に火災発生時の対応，防火帯の維持・管理等を適切

に実施するための対策を定める。 
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(3) 適合性説明

第六条 外部からの衝撃による損傷の防止 

１ 安全施設は，想定される自然現象（地震及び津波を

除く。次項において同じ。）が発生した場合においても

安全機能を損なわないものでなければならない。 

２ 重要安全施設は，当該重要安全施設に大きな影響を

及ぼすおそれがあると想定される自然現象により当該

重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生

ずる応力を適切に考慮したものでなければならない。  

３ 安全施設は，工場等内又はその周辺において想定さ

れる発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因とな

るおそれがある事象であって人為によるもの（故意に

よるものを除く。）に対して安全機能を損なわないも

のでなければならない。 

適合のための設計方針 

第１項について 

発電所敷地で想定される自然現象（地震及び津波を除く。）

については，敷地及び敷地周辺の自然環境を基に洪水，風（台

風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的

事象，森林火災及び高潮を選定し，設計基準を設定するに当た

っては，発電所の立地地域である東海村に対する規格・基準類

による設定値及び東海村で観測された過去の記録等をもとに設

定する。なお，東海村の最寄りの気象官署である水戸地方気象

台で観測された過去の記録について設計への影響を確認する。

また，これらの自然現象ごとに関連して発生する可能性がある

自然現象も含める。 

安全施設は，発電所敷地で想定される自然現象が発生した場

合においても安全機能を損なわない設計とする。ここで，発電

所敷地で想定される自然現象に対して，安全施設が安全機能を

損なわないために必要な安全施設以外の施設又は設備等（重大

事故等対処設備を含む。）への措置を含める。また，発電所敷

地で想定される自然現象又はその組合せに遭遇した場合におい

て，自然現象そのものがもたらす環境条件及びその結果として

安全施設で生じ得る環境条件を考慮する。 

発電用原子炉施設のうち安全施設は，以下のとおり条件を設

定し，自然現象によって発電用原子炉施設の安全機能を損なわ
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ない設計とする。 

(10) 森林火災

敷地外の森林から出火し，敷地内の植生へ延焼するおそれ

がある場合は，自衛消防隊が出動し，予防散水等の延焼防止

措置を行う。また，敷地内の植生へ延焼した場合であっても，

森林火災シミュレーション（ＦＡＲＳＩＴＥ）による影響評

価に基づいた防火帯幅を確保すること等により，安全機能が

損なわれることはない。 

また，上記以外の安全施設については，建屋による防護，

消火活動，代替設備による必要な機能の確保，安全上支障の

ない期間での修復等の対応又はそれらを適切に組み合わせる

とにより，安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料 1(2.1：4～16)】 

森林火災に伴うばい煙等発生時の二次的影響に対して，外

気を直接設備内に取り込む機器，外気を取り込む空調系統，

屋外設置機器に分類し，影響評価を行い，必要な場合は対策

を実施することにより，安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料 1(2.4：41～47)】 

第３項について 

発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施

設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって

人為によるもの（故意によるものを除く。）は，発電所及びそ

の周辺での発生の可能性，安全施設への影響度，発電所敷地及

びその周辺に到達するまでの時間余裕及び影響の包絡性の観点

から，発電用原子炉施設に影響を与えるおそれがある事象とし

て，飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の

火災，有毒ガス，船舶の衝突及び電磁的障害を選定する。 

安全施設は，発電所敷地又はその周辺において想定される発

電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある

事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）に対

して安全機能を損なわない設計とする。ここで，発電所敷地又

はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損

なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの

（故意によるものを除く。）に対して，安全施設が安全機能を

損なわないために必要な安全施設以外の施設又は設備等（重大

事故等対処設備を含む。）への措置を含める。 
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(3) 爆発 

発電所敷地外 10km以内の範囲において，爆発により安全施

設に影響を及ぼすような石油コンビナート施設はないため，

爆発による安全施設への影響については考慮する必要はな

い。 

発電所敷地外 10km 以内の危険物貯蔵施設又は発電所敷地

周辺道路の燃料輸送車両から爆発が発生する場合を想定して

も，離隔距離の確保により，安全機能を損なわない設計とす

る。航行中の船舶が漂流し爆発が発生する場合を想定しても，

離隔距離の確保等により，安全機能を損なわない設計とする。 

また，上記以外の安全施設については，離隔距離の確保，

代替設備による必要な機能の確保，安全上支障のない期間で

の修復等の対応又はそれらを適切に組み合わせることによ

り，安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料 1(2.2：17～22)】 

 

(4) 近隣工場等の火災 

ａ．石油コンビナート施設等の火災 

発電所敷地外 10km以内の範囲において，火災により評価

対象施設に影響を及ぼすような石油コンビナート施設はな

いため，火災による安全施設への影響については考慮する

必要はない。 

発電所敷地外 10km以内の範囲において，石油コンビナー

ト施設以外の危険物貯蔵施設又は発電所敷地周辺道路の燃

料輸送車両から火災が発生する場合を想定しても，離隔距

離の確保等により，安全機能を損なわない設計とする。航

行中の船舶が漂流し火災が発生する場合を想定しても，離

隔距離の確保等により，安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料 1(2.2：17～20)】 

 

ｂ．発電所敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の火災 

発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災発生時

の輻射熱による評価対象施設の建屋（垂直外壁面及び天井

スラブから選定した，火災の輻射に対して最も厳しい箇所）

の表面温度等を許容温度以下とすることにより，安全機能

を損なわない設計とする。 

【別添資料 1(2.2.2.5：30～33)】 
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ｃ．航空機墜落による火災 

原子炉建屋周辺に航空機が墜落し，燃料火災が発生した

場合，直ちに公設消防へ通報するとともに，自衛消防隊が

出動し，速やかに初期消火活動を行う。 

航空機が外部事象防護対象施設である原子炉建屋等の周

辺で落下確率が 10－７回／炉・年以上になる地点へ墜落する

ことを想定しても，火災の影響により安全機能を損なわな

い設計とする。 

また，上記以外の安全施設については，建屋による防護，

消火活動，代替設備による必要な機能の確保，安全上支障

のない期間での修復等の対応又はそれらを適切に組み合わ

せることにより,安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料 1(2.3：34～40)】 

ｄ．二次的影響（ばい煙等） 

石油コンビナート施設の火災，発電所敷地内に設置する

危険物貯蔵施設等の火災及び航空機墜落による火災に伴う

ばい煙等発生時の二次的影響に対して，外気を直接設備内

に取り込む機器，外気を取り込む空調系統及び屋外設置機

器に分類し，影響評価を行い，必要な場合は対策を実施す

ることにより，安全機能を損なわない設計とする。 

【別添資料 1(2.4：41～47)】 

(5) 有毒ガス

有毒ガスの漏えいについては固定施設（石油コンビナート

施設等）と可動施設（陸上輸送，海上輸送）からの流出が考

えられる。発電所周辺には周辺監視区域が設定されているた

め，発電用原子炉施設と近隣の施設や周辺道路との間には離

隔距離が確保されていることから，有毒ガスの漏えいを想定

した場合でも，中央制御室の居住性を損なうことはない。ま

た，敷地港湾の前面の海域を移動中の可動施設から有毒ガス

の漏えいを想定した場合も同様に，離隔距離が確保されてい

ることから，中央制御室の居住性を損なうことはない。 

発電所敷地内に貯蔵している化学物質については，貯蔵施

設からの漏えいを想定した場合でも，中央制御室の居住性を

損なうことはない。 

また，中央制御室換気系については，外気取入ダンパを閉

止し，閉回路循環運転を行うことにより中央制御室の居住性
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を損なうことはない。 

【別添資料 1(2.4：41～47)】 

 

1.9.3 参考文献 

 (1) 「建築火災のメカニズムと火災安全設計」原田和典  財

団法人 日本建築センター 

 

4. 社会環境 

4.1 産業活動 

発電所の近くには，爆発，火災及び有毒ガスにより発電用原

子炉施設の安全性を損なうような石油コンビナート等の施設

はない。したがって，産業活動に伴う爆発，火災及び有毒ガス

によって，安全施設の安全機能が損なわれるおそれはない。 

 

5. 気  象 

5.2 最寄りの気象官署の資料による一般気象 

5.2.5 その他の資料による一般気象 

 

5.2.5.2 森林火災 

   森林火災検討に関係する東海第二発電所の最寄りの気象観

測所（水戸地方気象台）の気象データ（最高気温，最大風速，

最大風速記録時の風向，最小湿度）（2007 年～2016 年）及び

発電所の位置する茨城県の「消防防災年報」（茨城県 2006 年

～2015年）について，第 5.2－53表に示す。また，森林火災

発生件数の多い 12月～5月における最寄りの気象観測所（水

戸地方気象台）及び発電所の気象データ（卓越風向）につい

て，第 5.2－54表に示す。 
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第 5.2－53表 気象データ（気温，風速及び湿度）及び森林火災

件数 

第 5.2－54表 気象データ（卓越風向） 
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9. 生物

9.1 海生生物 

発電所の前面海域において，クラゲの発生がみられること

はあるが，昭和 53年 11月の発電所の営業運転開始以降，大

量のクラゲの襲来により安全施設の安全機能が損なわれた

記録はない。 

9.2 植生 

発電所の周辺にはアカマツ，クロマツ等の植生が認められ

ているが，昭和 53年 11月の営業運転開始以降，発電所周辺

の森林火災が原因で安全施設の安全機能が損なわれた記録

はない。 
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まとめ資料比較表 〔６条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災） 別添本文 〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉 

外部火災影響評価について 

別添資料１ 

東海第二発電所 

外部火災影響評価について 

島根原子力発電所２号炉 

外部火災影響評価について 

別添４－１ 別添４－１ 
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第 6条：外部からの衝撃による損傷の防止 

（外部火災） 

目次 

1. 基本方針

1.1 基本事項

1.2 想定する外部火災

1.3 防護対象施設

2. 火災の影響評価

2.1 森林火災

2.2 近隣の産業施設の火災・爆発

2.3 航空機墜落による火災

2.4 二次的影響の評価

添付資料 

1. 外部火災影響評価対象の考え方について

2. 森林火災による影響評価について

3. 石油コンビナート等の火災・爆発について

4. 燃料輸送車両の火災・爆発について

5. 漂流船舶の火災・爆発について

6. 敷地内における危険物タンクの火災について

7. 柏崎刈羽原子力発電所の敷地内への航空機墜落による火

災について

8. ばい煙及び有毒ガスの影響評価について

目次 

1. 基本方針

1.1 基本事項 1 

1.2 想定する外部火災 1 

1.3 防護対象施設 3 

2. 火災の影響評価

2.1 森林火災 4 

2.2 近隣の産業施設の火災・爆発  19 

2.3 航空機墜落による火災 36 

2.4 二次的影響 45 

添付資料 

1．外部事象防護対象施設と評価対象施設の考え方について

2．森林火災による影響評価について 

3．石油コンビナート等の火災・爆発について 

4．燃料輸送車両の火災・爆発について 

5．漂流船舶の火災・爆発について 

6．敷地内における危険物貯蔵施設等の火災・爆発について 

7．原子力発電所の敷地内への航空機墜落による火災について 

8．ばい煙及び有毒ガスの影響について 

第６条：外部からの衝撃による損傷の防止 

（外部火災） 

目   次 

1． 基本方針

1.1  基本事項 

1.2 想定する外部火災 

1.3 防護対象施設 

2．  火災の影響評価 

2.1  森林火災 

2.2  近隣の産業施設の火災・爆発 

2.3 航空機墜落による火災 

2.4 二次的影響の評価 

添付資料 

1． 外部火災影響評価対象の考え方について

2． 森林火災による影響評価について 

3． 石油コンビナート等の火災・爆発について 

4． 燃料輸送車両の火災・爆発について 

5． 漂流船舶の火災・爆発について 

6． 敷地内における危険物タンクの火災について 

7． 島根原子力発電所の敷地内への航空機墜落による火災につ

いて 

8． ばい煙及び有毒ガスの影響評価について 
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＜概 要＞ 

1.において，想定する外部火災及び評価内容を整理するとともに，

外部火災からの 防護対象施設を整理する。

2.において，想定する外部火災の影響評価結果について説明する。 

1. 基本方針

1.1 基本事項 

原子力規制委員会の定める「実用発電用原子炉及びその附

属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則（以下「設

置許可基準規則」という。）」第 6 条において，外部からの衝

撃による損傷の防止として，安全施設は，想定される自然現

象（地震及び津波を除く。）又は人為事象（故意によるものを

除く。）に対して安全機能を損なわないものでなければならな

いとされている。 

このため，「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド（以下

「評価ガイド」 という。）」に基づき，外部火災影響評価を行

い，外部火災により，発電用原子炉施設へ影響を与えないこ

と及び柏崎刈羽原子力発電所敷地外で発生する火災の二次的

影響に対する適切な防護対策が施されていることを評価す

る。 

1.2 想定する外部火災 

設置許可基準規則第 6 条において，敷地及び敷地周辺から

想定される自然現象又は人為事象として森林火災，近隣の産

業施設の火災・爆発，飛来物（航空機落下）を挙げている。 

このことから，想定する外部火災は以下のとおりとする。 

(1) 森林火災

(2) 近隣の産業施設の火災・爆発

(3) 航空機墜落による火災

また，具体的な評価内容等については，以下のとおりである。 

＜概 要＞ 

1.において，想定する外部火災及び評価内容を整理するとともに，

外部事象防護対象施設，評価対象施設を整理する。

2.において，想定する外部火災の影響評価結果について説明する。 

1. 基本方針

1.1 基本事項 

  原子力規制委員会の定める「実用発電用原子炉及びその附属

施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」（以下「設置許

可基準規則」という。）第六条において，外部からの衝撃による

損傷の防止として，安全施設は，想定される自然現象（地震及

び津波を除く。）又は人為事象（故意によるものを除く。）に対

して安全機能を損なわないものでなければならないとされてい

る。 

  このため，「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」（以下

「評価ガイド」という。）に基づき外部火災影響評価を行い，外

部火災により安全施設へ影響を与えないこと及び発電所敷地内

外で発生する火災の二次的影響に対する適切な防護対策が施さ

れていることを評価する。 

1.2 想定する外部火災 

  設置許可基準規則第六条において，敷地及び敷地周辺から想

定される自然現象又は人為事象として森林火災，近隣の産業施

設の火災・爆発，飛来物（航空機墜落）を挙げている。 

  このことから，想定する外部火災は以下のとおりとする。 

(1) 森林火災

(2) 近隣の産業施設の火災・爆発

(3) 航空機墜落による火災

また，具体的な評価内容等を第 1.2-1表に示す。 

＜概要＞ 

1．において，想定する外部火災及び評価内容を整理するとともに，

外部火災からの防護対象施設を整理する。 

2．において，想定する外部火災の影響評価結果について説明する。 

1．基本方針

1.1 基本事項 

原子力規制委員会の定める「実用発電用原子炉及びその附

属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」（以下「設

置許可基準規則」という。）第６条において，外部からの衝撃

による損傷の防止として，安全施設は，想定される自然現象

（地震及び津波を除く。）又は人為事象（故意によるものを除

く。）に対して安全機能を損なわないものでなければならない

とされている。 

このため，「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」（以

下「評価ガイド」という。）に基づき，外部火災影響評価を行

い，外部火災により，発電用原子炉施設へ影響を与えないこ

と及び島根原子力発電所敷地外で発生する火災の二次的影響

に対する適切な防護対策が施されていることを評価する。 

1.2 想定する外部火災 

設置許可基準規則第６条において，敷地及び敷地周辺から

想定される自然現象又は人為事象として森林火災，近隣の産

業施設の火災・爆発，飛来物（航空機落下）を挙げている。 

このことから，想定する外部火災は以下のとおりとする。 

（1）森林火災

（2）近隣の産業施設の火災・爆発

（3）航空機墜落による火災

また，具体的な評価内容等については，以下のとおりであ

る。 
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第 1.2-1表 外部火災評価内容 

1.3 防護対象施設（添付資料－1） 

設置許可基準規則第 6条における安全施設とは，「発電用軽

水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」

で規定されているクラス 1，クラス 2 及びクラス 3 に属する

構築物，系統及び機器（以下「安全重要度分類のクラス 1， ク

ラス 2及びクラス 3に属する構築物，系統及び機器」という。）

とする。 

外部火災によってその安全機能が損なわれないことを確認

する必要がある施設のうち，外部事象防護対象施設は，外部

事象に対し必要な構築物，系統及び機器（発電用原子炉を停

止するため，また，停止状態にある場合は引き続きその状態

を維持するために必要な異常の発生防止の機能，又は異常の

影響緩和の機能を有する構築物，系統及び機器，並びに，使

用済燃料プールの冷却機能及び給水機能を維持するために必

要な異常の発生防止の機能，又は異常の影響緩和の機能を有

する構築物，系統及び機器として安全重要度分類のクラス 1，

クラ ス 2及び安全評価上その機能に期待するクラス 3に属す

る構築物，系統及び機器）に加え，それらを内包する建屋と

する。 

安全施設に対して，外部火災の影響を受けた場合，発電用

原子炉施設の安全性を確保するために必要な設計上の要求機

能を喪失し，安全性の確保が困難となるおそれがあることか

ら，安全機能を有する設備について外部火災に対し安全機能

第 1.2-1表 外部火災影響評価で行う評価内容 

1.3 防護対象施設（添付資料-1） 

  設置許可基準規則の第六条においては，外部からの衝撃によ

る損傷の防止として，安全機能を有する構築物，系統及び機器

が，想定される自然現象（地震及び津波を除く。）又は人為事象

（故意によるものを除く。）に対して安全機能を損なわないもの

でなければならないとされている。 

  したがって，「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分

類に関する審査指針」（以下「重要度分類指針」という。）にお

いて，安全機能を有する構築物，系統及び機器として定義され

ているクラス１，２及び３に属する構築物，系統及び機器を外

部火災に対する防護対象とする。外部火災に対する評価対象施

設配置図を第 1.3-1 図に示す。防護対象とする構築物，系統及

び機器に対しては，外部火災発生時に安全機能に影響を与える

ことのないよう，消火活動等により防護を図ることとする。 

  また，クラス１及びクラス２に属する構築物，系統及び機器

については，消火活動等の防護手段に期待しない条件のもと，

想定される外部火災に対する影響評価を実施し，耐性が十分で

ない場合においては，対策を行うこととする。 

第 1.2-1表 外部火災評価内容 

1.3 防護対象施設（添付資料－１） 

設置許可基準規則第６条における安全施設とは，「発電用軽

水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」

で規定されているクラス１，クラス２及びクラス３に属する

構築物，系統及び機器（以下「安全重要度分類のクラス１，

クラス２及びクラス３に属する構築物，系統及び機器」とい

う。）とする。 

外部火災によってその安全機能が損なわれないことを確認

する必要がある施設のうち，外部事象防護対象施設は，外部

事象に対し必要な構築物，系統及び機器（発電用原子炉を停

止するため，また，停止状態にある場合は引き続きその状態

を維持するために必要な異常の発生防止の機能，又は異常の

影響緩和の機能を有する構築物，系統及び機器，並びに，燃

料プールの冷却機能及び給水機能を維持するために必要な異

常の発生防止の機能，又は異常の影響緩和の機能を有する構

築物，系統及び機器として安全重要度分類のクラス１，クラ

ス２及び安全評価上その機能に期待するクラス３に属する構

築物，系統及び機器）に加え，それらを内包する建物とする。 

安全施設に対して，外部火災の影響を受けた場合，発電用

原子炉施設の安全性を確保するために必要な設計上の要求機

能を喪失し，安全性の確保が困難となるおそれがあることか

ら，安全機能を有する設備について外部火災に対し安全機能
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を損なわない設計とする。 

また，設計基準事象に対して耐性を確保する必要があるの

は設計基準対象施設であり，重大事故等対処施設ではないが，

設計基準を超える事象が発生した場合に使用する重大事故等

対処施設が，その前段の設計基準事象の自然現象によって機

能喪失することは回避するべきであることから，原則防火帯

の内側に配置し外部火災の熱影響を回避する。 

第 1.3-1 図 発電所構内全体図 

2. 火災の影響評価

2.1 森林火災（添付資料－2） 

2.1.1 評価内容 

発電所敷地外で発生する森林火災が，柏崎刈羽原子力発電

所へ迫った場合でも発電用原子炉施設に影響を及ぼさないこ

とを以下の項目により評価する。 

(1) 火炎の到達時間の評価

(2) 防火帯幅の評価

(3) 熱影響の評価

(4) 危険距離の評価

第 1.3-1図 発電所構内全体図 

2. 火災の影響評価

2.1 森林火災（添付資料-2） 

2.1.1 評価内容 

  発電所敷地外で発生する森林火災が，発電所に迫った場合で

も発電用原子炉施設に影響を及ぼさないことを以下の項目によ

り評価した。 

(1) 火炎の到達時間

(2) 防火帯幅

(3) 熱影響

(4) 危険距離

を損なわない設計とする。 

また，設計基準事象に対して耐性を確保する必要があるの

は設計基準対象施設であり，重大事故等対処施設ではないが，

設計基準を超える事象が発生した場合に使用する重大事故等

対処施設が，その前段の設計基準事象の自然現象によって機

能喪失することは回避するべきであることから，原則防火帯

の内側に配置し外部火災の熱影響を回避する。 

第 1.3-1図 発電所構内全体図 

2．火災の影響評価 

2.1 森林火災（添付資料－２） 

2.1.1 評価内容 

発電所敷地外で発生する森林火災が，島根原子力発電所へ

迫った場合でも発電用原子炉施設に影響を及ぼさないことを

以下の項目により評価する。 

(1) 火炎の到達時間の評価

(2) 防火帯幅の評価

(3) 熱影響の評価

(4) 危険距離の評価
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2.1.2評価要領 

森林火災の解析に当たっては，「原子力発電所の外部火災影

響評価ガイド」において推奨されている森林火災シミュレー

ション解析コード FARSITE を使用し，以下の設定により解析

する。 

土地利用データは，現地状況をできるだけ模擬するた

め，国土数値情報（国土交通省）の 100m メッシュの土

地利用データを用いる。 

植生データは，森林の現状を把握するため，樹種や生育

状況に関する情報を有する自然環境保全基礎調査植生

調査データの空間データを入手し，その情報を元に植生

調査を実施する。その結果から，保守的な可燃物パラメ

ータを設定し，土地利用データにおける森林領域を，樹

種・林齢によりさらに細分化する。 

地形データは，基盤地図情報（国土地理院）の 10m メッ

シュの標高データを使用する。

気象データは，森林火災の発生件数が多い 3～5 月の過

去 10 年間のデータを調査し，森林火災の延焼を拡大さ

せる観点から，最小湿度，最高気温及び最大風速を設定

する。 

風向は最大風速記録時を卓越風向として，南南東及び南

東側に発火点を設定する。 

発火点は以下の 3地点を設定する。 

（ケース 1）

発電所近隣からの発火の方が防火帯周辺に火災が到達する

までの時間が短くなることから，防火帯までの距離が短く

なる南南東方向の国道 352 号線 沿いに発火点を選定する。

（防火帯から約 0.6km） 

2.1.2 評価要領 

  評価ガイドに従い森林火災を想定し，発電所への影響につい

て評価した。なお，森林火災の解析に当たっては，評価ガイド

において推奨されている森林火災シミュレーション解析コード

ＦＡＲＳＩＴＥを使用し，以下の設定により解析を実施した。 

(1) 土地利用データは，現地状況をできる限り模擬するため，

国土数値情報（国土交通省）の 100mメッシュの土地利用デー

タを用いた。

(2) 森林の現状を把握するため，樹種や生育状況に関する情報

を有する森林簿の空間データを入手し，その情報を基に植生

調査を実施した。その結果から，保守的な可燃物パラメータ

を設定し，土地利用データにおける森林領域を，樹種・林齢

によりさらに細分化して設定した。 

(3) 地形データは，基盤地図情報（国土地理院）の 10m メッシ

ュの標高データを使用した。 

(4) 気象条件は，過去 10年間を調査し，茨城県で森林火災の発

生件数が多い月（12 月～5 月）を考慮して，森林火災の延焼

を拡大させる観点から，最高気温，最小湿度及び最大風速を

ＦＡＲＳＩＴＥ入力条件として設定した。 

(5) 最大風速記録時の風向は 1 月～5 月の北東に加え，第 2 位

の最大風速記録時の風向となる 3月の南西を選定した。 

卓越風向は，水戸地方気象台観測データの高い割合を占め

る北と，発電所の気象観測データの最多割合を占める西北西

を選定した。 

(6) 発火点は以下の 7 地点を設定した。各発火点を第 2.1.2-1

図に示す。 

発火点 1：卓越風向である西北西方向で，霊園における線香等の

裸火の使用と残り火の不始末，国道２４５号線を通行

する人のたばこの投げ捨て等を想定し，国道２４５号

線沿いの霊園に設定。 

発火点 2：卓越風向である北方向で，バーベキュー及び花火の不

始末等を想定し，海岸沿いに設定。 

発火点 3：卓越風向である西北西方向で，火入れ・たき火等を想

定し，発火点 1 より遠方となる県道２８４号線沿いの水

田に設定。 

2.1.2 評価要領 

森林火災の解析に当たっては，「原子力発電所の外部火災影

響評価ガイド」において推奨されている森林火災シミュレー

ション解析コード FARSITE を使用し，以下の設定により解析

する。 

・土地利用データは，現地状況をできるだけ模擬するため，

国土数値情報（国土交通省）の 100mメッシュの土地利用

データを用いる。

・植生データは，森林の現状を把握するため，樹種や生育

状況に関する情報を有する森林簿の空間データを島根県

より入手し，その情報を元に植生調査を実施する。その

結果から，保守的な可燃物パラメータを設定し，土地利

用データにおける森林領域を，樹種・林齢によりさらに

細分化する。

・地形データは，基盤地図情報（国土地理院）の 10m メッ

シュの標高データを使用する。

・気象データは，森林火災の発生件数が多い 3～8月の過去

10年間のデータを調査し，森林火災の延焼を拡大させる

観点から，最小湿度，最高気温及び最大風速を設定する。 

・風向は最大風速記録時の風向及び卓越風向として，南西

及び東北東に発火点を設定する。 

・発火点は以下の５地点を設定する。

（ケース１）

発電所に対し，最大風速記録時の風上方向約２㎞付近

に河川（佐陀川）があり，これより遠方については，河

川によって森林部・田畑が分断されていることから，森

林火災は延焼しない。河川以降で発電所に向かう間にあ

る集落として恵曇地区，深田地区がある。風下方向の地

形が上り勾配となっている場合に火災が延焼し易いこ

と，遠方からの火災は広範囲に延焼することを考慮して，

発電所の周囲にある標高差約 150mの山林の麓にあり，発

・条件の相違

【柏崎 6/7】 

島根 2 号炉，東海第二

は，外部火災影響評価

ガイドを踏まえて，

「森林簿」の空間デー

タを使用

・条件の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

地域特性を踏まえた

森林火災における発

火点の選定の相違 
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（ケース 2）

 発電所遠方からの発火の方が火災の規模が大きくなる（火

災前線が広がり，発電所構内を同時期に取り囲むような火

災となる）ことから，火入れ・たき火等による火災も考慮

し，家屋・田畑がある南南東方向で発電所遠方の国道 8 号

線沿いに発火点を選定する。（防火帯から約 3.4km） 

（ケース 3）

 卓越風向として南東方向からの風も一部存在すること，及

び防火帯まで 

の距離が南南東方向より短くなることから，参考のため防

火帯までの距離が短くなる南東方向の国道 352 号線沿いに

発火点を選定する。（防火帯から約 0.4km） 

評価対象範囲は，西側が海岸という発電所周辺の地形を

考慮し，柏崎刈羽原子力発電所から東 12km,西 9km,南

12km,北 15kmとする。 

発火点 4：卓越風向である北方向で，釣り人によるたばこの投げ

捨て等を想定し，発火点 2 より遠方となる海岸沿いに設

定。 

発火点 5：最大風速時の風向である南西方向で，発電所南方向に

ある危険物貯蔵施設の火災が森林に延焼することを想定

し，南方向の危険物施設の近くに設定。 

発火点 6：最大風速時の風向である南西方向で，交通量が多い交

差点での交通事故による車両火災を想定し，国道２４５

号線沿いに設定。 

発火点 7：最大風速時の風向である北東方向で，釣り人によるた

ばこの投げ捨てを想定し，一般の人が発電所に最も近づ

くことが可能な海岸沿いに設定。 

(7) 評価対象範囲は，発電所から南北及び西側に 12km，東側は

海岸線までとする。 

電所に対して，より南西方向にある恵曇地区を発火点に

選定する。 

（ケース２）

発電所に近接する地点での森林火災延焼による影響を

評価する地点として，敷地境界と近い県道 37号線沿いを

発火点に選定する。 

（ケース３，４）

発電所に対し，卓越風向の風上にある集落として，御

津地区，島根町（大芦地区），上講武地区がある。この

うち，御津地区，上講武地区では過去に森林火災の発生

があったことから，ケース３で御津地区，ケース４で上

講武地区を発火点に選定する。 

（ケース５）

卓越風向の遠方からの火災は広範囲に延焼することを

考慮して，島根町（大芦地区）を発火点に選定する。 

・評価対象範囲は，北側が海岸という発電所周辺の地形を

考慮し，島根原子力発電所から東側，西側及び南側に

12km，北側は海岸線までとする。

・条件の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

地域特性を踏まえた

入力データの相違 
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第 2.1.2-1図 発火点位置 

2.1.3評価結果 

2.1.3.1火炎の到達時間の評価 

(1) 火炎到達時間

想定される森林火災による防火帯境界までの火炎到達時間

は，到達時間が短いケース 3 で約 3 時間程度であることを確

認する。 

第 2.1.2-1図 発火点と発電所の位置関係 

2.1.3 評価結果 

2.1.3.1 火炎の到達時間の評価 

(1) 火炎到達時間

各発火点における防火帯外縁に最も早く火炎が到達する火

炎到達時間を第 2.1.3.1-1表に示す。 

第 2.1.2－1図 発火点位置 

2.1.3 評価結果 

2.1.3.1 火炎の到達時間の評価 

（１）火炎到達時間

想定される森林火災による防火帯境界までの火炎到達時間

は，到達時間が短いケース２で 2.3 時間程度であることを確

認する。 

ケース 3 

発火点 

南東方向 

ケース 2 

発火点 

南南東方向 

「国土数値情報（土地利用細分メッシュデータ）国土交通省」 

田 

その他の農用

地 森林 

荒地 建

物 用 地

鉄道 

その他の用地

海浜 

海 水 域

ゴ ル フ

場 高速

道路 国

道 
発火点候補 

発火点エリ

10k
m

国道 116 号 

ケース 1 

発火点 国道 8 号 

国道 352 号 
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第 2.1.3.1-1表 火炎到達時間 

第 2.1.3.1-1(a)図 火炎到達時刻分布 

第 2.1.3.1-1表 各発火点の火炎到達時間 第 2.1.3.1－1表 火炎到達時間 

第 2.1.3.1－1図 火災到達時間分布（ケース１） 
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第 2.1.3.1-1(b)図 火炎到達時刻分布 

第 2.1.3.1－2図 火災到達時間分布（ケース２，３） 
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第 2.1.3.1－3図 火災到達時間分布（ケース４，５） 
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(2) 予防散水活動及び体制

柏崎刈羽原子力発電所の自衛消防隊の初期消火班員（10人

以上）が 24時間常駐しており，早期に予防散水体制を確立す

ることができることから，防火帯付近での予防散水は可能で

ある。 

また，自衛消防隊による予防散水は，外部電源の喪失時に

おいても，屋外消火栓のほかに状況に応じて，防火水槽，海

水を活動用水とした消防車による予防散水が可能である。 

なお，防火帯の外側に設置されているモニタリングポスト

及び気象観測装置（クラス 3）については，可搬型モニタリ

ングポスト及び可搬型気象観測装置による代替測定を実施す

る。 

(2) 初期消火活動及び体制

発電所には自衛消防隊（初期消火活動要員 11 名）が 24 時間

常駐しており，早期に初期消火活動体制を確立可能であること

から，最短の火炎到達時間である 0.2時間（約 12分）以内に防

火帯付近での予防散水が可能である。発火点 1 の火炎到達時間

分布を第 2.1.3.1-2表に示す。 

  また，自衛消防隊による予防散水は，外部電源喪失時におい

ても，防火水槽を活動用水とした消防車による予防散水が可能

である。 

  なお，防火帯外側に設置されているモニタリングポストが森

林火災の影響を受け機能を喪失した場合は，防火帯内側に保管

する可搬型モニタリングポストを設置し代替監視を行う。 

第 2.1.3.1-2表 発火点 1の火炎到達時間分布 

（２）予防散水活動及び体制 

島根原子力発電所の自衛消防隊の初期消火要員（10人以上）

が 24時間常駐しており，早期に予防散水体制を確立すること

ができることから，防火帯付近での予防散水は可能である。 

また，自衛消防隊による予防散水は，外部電源の喪失時に

おいても，屋外消火栓のほかに状況に応じて，防火水槽，海

水を活動用水とした消防車による予防散水が可能である。 

なお，防火帯の外側に設置されているモニタリングポスト

が森林火災の影響を受け機能を喪失した場合は，防火帯内側

に保管する可搬式モニタリングポストによる代替測定を実施

する。 
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2.1.3.2防火帯幅の評価 

(1) 最大火線強度

想定される森林火災による防火帯周辺 100m 範囲での最

大火線強度は，火線強度が大きいケース 2 で約 3,000kW/m

程度である。 

第 2.1.3.2-1表 最大火線強度 

第 2.1.3.2-1 図 火線強度分布 

2.1.3.2 防火帯幅の評価 

(1) 最大火線強度

各発火点における防火帯外縁より 100m の範囲における最

大火線強度を第 2.1.3.2-1 表に示す。発火点 3 において火線

強度（6,278kW／m）が最大となることを確認した。発火点 3

の火線強度分布を第 2.1.3.2-2表に示す。 

第 2.1.3.2-1表 各発火点の最大火線強度 

第 2.1.3.2-2表 発火点３の火線強度分布 

2.1.3.2 防火帯幅の評価 

（１）最大火線強度

想定される森林火災による防火帯周辺 50m 範囲での最大火

線強度は，火線強度が大きいケース１で 4,154kW/mである。 

第2.1.3.2－1表 最大火線強度 

第 2.1.3.2－1図 火線強度分布（ケース１） 

・条件の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

防火帯幅は，防火帯外

縁での火線強度から

算出することとし，外

縁から一定距離の範

囲を考慮し評価 
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第 2.1.3.2－2図 火災到達時間分布（ケース２，３） 

85



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

第 2.1.3.2－3図 火災到達時間分布（ケース４，５） 
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(2) 防火帯幅

外部火災影響評価ガイドに基づき，防火帯周辺の最大火線

強度（3,002kW/m）から「Alexander and Fogartyの手法（風

上に樹木がある場合）」を用いて，必要な防火帯幅を算出した

結果，森林部と防護対象施設間に必要な防火帯幅は 18.4m と

なった。これに対して，森林火災の延焼を防止するために，

森林伐採を実施し，約 20mの防火帯幅を確保し，延焼による

防護対象施設への影響がないことを確認した。 

第 2.1.3.2-2 図 防火帯幅の設定 

(3) 防火帯設定の考え方

森林火災評価結果に基づき，森林火災による防護対象施

設への延焼防止対策として，防火帯（幅約 20ｍ）を設定

する。 

防火帯は，防護対象施設及び重大事故等対処設備を原則

防護するように設定する。（第 2.1.3.2-3図） 

防火帯は，柏崎刈羽原子力発電所設備及び駐車場の配置

状況を考慮し，干渉しないように設定する。 

防火帯の設定に当たっては，草木を伐採する等,可燃物を

排除する。その後，除草剤の散布やモルタル吹付け等を

行い，草木の育成を抑制し,可燃物がない状態を維持す

る。 

(2) 防火帯幅の設定

評価ガイドに基づき，最大火線強度（6,278kW／m）から

「Alexander and Fogartyの手法（風上に樹木が有る場合）」

を用いて，必要な防火帯幅を算出した結果，評価上必要とさ

れる防火帯幅 21.4m に対し，森林火災の延焼を防止するため

に，約 23mの防火帯を設定する。 

第 2.1.3.2-1図 防火帯幅の設定 

(3) 防火帯の設定方針

・ 防火帯は，防護対象設備（クラス１，クラス２，クラス

３のうち防火帯の確保により防護する設備）及び重大事故

等対処設備を囲むように設定する。 

・ 駐車場等，延焼の可能性があるものと干渉しないように

設定する。 

（２）防火帯幅 

評価ガイドに基づき，防火帯周辺の最大火線強度

（4,154kW/m）から「Alexander and Fogartyの手法（風上に

樹木がある場合）」を用いて，必要な防火帯幅を算出した結果，

森林部と防護対象施設間に必要な防火帯幅は 19.5ｍとなっ

た。これに対して，森林火災の延焼を防止するために，森林

伐採を実施し，約 21ｍの防火帯幅を確保し，延焼による防護

対象施設への影響がないことを確認した。 

第 2.1.3.2－4図 防火帯幅の設定 

（３）防火帯設定の考え方 

・森林火災評価結果に基づき，森林火災による防護対象施設

への延焼防止対策として，防火帯（幅約 21m）を設定する。 

・防火帯は，防護対象施設及び重大事故等対処設備を原則防

護するように設定する。（第 2.1.3.2－5図）

・防火帯は，島根原子力発電所設備及び駐車場の配置状況を

考慮し，干渉しないように設定する。 

・防火帯の設定に当たっては，草木を伐採する等，可燃物を

排除する。その後，除草剤の散布やモルタル吹付け等を行

い，草木の育成を抑制し，可燃物がない状態を維持する。
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：防火帯（約 20m） 

第 2.1.3.2-3図 防火帯位置 

2.1.3.3 発電用原子炉施設の熱影響評価 

(1) 発電用原子炉施設外壁

森林火災シミュレーション解析コード（FARSITE）の出力

から得られた火炎長や到達時間等より，発電用原子炉施設

外壁のコンクリート表面温度を評価する。熱影響評価の結

果，原子炉建屋外壁のコンクリート表面温度は，最大でも

約 55℃であり，許容温度 200℃（火災時における短期温度

上昇を考慮した場合において，コンクリート圧縮強度が維

持される保守的な温度）以下であることを確認した。 

第 2.1.3.3-1表 発電用原子炉施設外壁のコンクリート表面温度 

2.1.3.3 熱影響評価 

  ＦＡＲＳＩＴＥ解析結果である火炎到達時間，反応強度及び

火炎長から，温度評価に必要なデータを算出し，熱影響評価

を行った結果，対象施設に影響がない事を確認した。 

(1) 評価対象施設外壁

森林火災によって上昇するコンクリート外壁表面温度が，

許容温度 200℃以下であることを確認した。評価結果を第

2.1.3.3-1 表に，建屋外壁の評価概念図を第 2.1.3.3-1 図に

示す。 

第 2.1.3.3-1表 外壁表面の熱影響評価結果 

第 2.1.3.2－5図 防火帯位置 

2.1.3.3 発電用原子炉施設の熱影響評価 

（１）発電用原子炉施設外壁 

森林火災シミュレーション解析コード（FARSITE）の出力か

ら得られた火炎長や到達時間等より，発電用原子炉施設外壁

のコンクリート表面温度を評価する。熱影響評価の結果，原

子炉建物外壁のコンクリート表面温度は，最大でも約 63℃で

あり，許容温度 200℃（火災時における短期温度上昇を考慮

した場合において，コンクリート圧縮強度が維持される保守

的な温度）以下であることを確認した。 

第 2.1.3.3－1表 発電用原子炉施設外壁のコンクリート表面温度 
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第 2.1.3.3-1図 発電用原子炉施設外壁の熱影響評価（概念図） 

(2) 軽油タンク

森林火災シミュレーション解析コード（FARSITE）の出力か

ら得られた火炎長や到達時間等より，コンクリートの熱影響

評価の結果最も温度上昇の大きいケース 2について軽油タン

クの温度を評価する。熱影響評価の結果，軽油タンク及び軽

油の温度は，最大でも約 39℃であり，許容温度 225℃（軽油

の発火点温度）以下であることを確認した。 

第 2.1.3.3-2図 軽油タンクの熱影響評価（概念図） 

第 2.1.3.3-1図 建屋外壁の評価概念図 

第 2.1.3.3－1図 発電用原子炉施設外壁の熱影響評価（概念図） 

・条件の相違

【柏崎 6/7】 

島根 2号炉は，壁面と

内気との熱伝達が無

い断熱条件として評

価を実施。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，軽油タ

ンク，燃料移送ポン

プ，非常用ディーゼル

発電機は，地下構造等

の屋内設備のため影

響評価対象外 

また，放水路ゲートに

ついても，設置してい

ないため影響評価対

象外 

なお，島根 2号炉は，

海水ポンプは，屋外設

置のため影響評価を

実施 
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(3) 燃料移送ポンプ（防護板（鋼板））

森林火災シミュレーション解析コード（FARSITE）の出力か

ら得られた火炎長や到達時間等より，コンクリートの熱影響

評価の結果最も温度上昇の大きいケース 2について燃料移送

ポンプの温度を評価する。熱影響評価の結果，防護板（鋼板）

の温度は，最大でも約 62℃（燃料移送ポンプの許容温度であ

る端子ボックスパッキンの耐熱温度 100℃以下）であること

から，防護板（鋼板）の内側に設置されて いる燃料移送ポン

プに対して熱影響はない。 

第 2.1.3.3-3図 燃料移送ポンプ（防護板（鋼板））の熱影響評価

（概念図） 

(4) 主排気筒

森林火災シミュレーション解析コード（FARSITE）の出力

から得られた火炎長や到達時間等より，コンクリートの熱

影響評価の結果最も温度上昇の大きいケース 2について主

排気筒の温度を評価する。熱影響評価の結果，主排気筒の

温度は，最大でも約 64℃であり，許容温度 325℃（「建築火

災のメカニズムと火災安全設計，日本建築センター」鋼材

の制限温度）以下であることを確認した。 

なお，主排気筒は，筒身と支持構造物で構成されており，

材料の物性値が同一（軟鋼）であることから，防火帯外縁

との距離が近い支持構造物の熱影響評価を実施することで

筒身の熱影響評価は包絡される。 

(2) 主排気筒

森林火災によって上昇する主排気筒鉄塔表面温度が，許容

温度 325℃以下であることを確認した。評価結果を第

2.1.3.3-2 表に，主排気筒の評価概念図を第 2.1.3.3-2 図に

示す。 

第 2.1.3.3-2表 主排気筒の熱影響評価結果 

（２）海水ポンプ 

 森林火災シミュレーション解析コード（FARSITE）の出力

から得られた火炎長や到達時間等より，コンクリートの熱

影響評価の結果最も温度上昇の大きいケース１について，

海水ポンプの冷却空気温度を評価する。熱影響評価の結果，

海水ポンプの冷却空気温度は，最大でも約 31℃であり，許

容温度 55℃（海水ポンプ電動機の下部軸受の許容温度）以

下であることを確認した。 

第 2.1.3.3－2図 海水ポンプの熱影響評価（概念図） 

（３）排気筒 

森林火災シミュレーション解析コード（FARSITE）の出力か

ら得られた火炎長や到達時間等より，コンクリートの熱影響

評価の結果最も温度上昇の大きいケース１について，排気筒

の温度を評価する。熱影響評価の結果，排気筒の温度は，最

大でも約 92℃であり，許容温度 325℃（「建築火災のメカニズ

ムと火災安全設計，日本建築センター」鋼材の制限温度）以

下であることを確認した。 

なお，排気筒は，筒身と支持構造物で構成されており，材

料の物性値が同一（軟鋼）であることから，防火帯外縁との

距離が近い支持構造物の熱影響評価を実施することで筒身の

熱影響評価は包絡される。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，軽油タ

ンク，燃料移送ポン

プ，非常用ディーゼル

発電機は，地下構造等

の屋内設備のため影

響評価対象外 

また，放水路ゲートに

ついても設置してい

ないため，影響評価対

象外 

なお，島根 2号炉は，

海水ポンプは，屋外設

置のため影響評価を

実施 
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第 2.1.3.3-4図 主排気筒の熱影響評価（概念図） 第 2.1.3.3-2図 主排気筒の評価概念図 

(3) 非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機

森林火災によって上昇する非常用ディーゼル発電機及び高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（以下「非常用ディーゼ

ル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）」

という。）に流入する空気の温度が，許容温度 53℃以下であ

ることを確認した。評価結果を第 2.1.3.3-3 表に，空気の流

入口となり熱影響を受ける非常用ディーゼル発電機（高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口の評価概念図

を第 2.1.3.3-3図に示す。 

第 2.1.3.3-3表 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。）の熱影響評価結果 

第 2.1.3.3－3図 排気筒の熱影響評価（概念図） 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，軽油タ

ンク，燃料移送ポン

プ，非常用ディーゼル

発電機は，地下構造等

の屋内設備のため影

響評価対象外 

また，放水路ゲートに

ついても，設置してい

ないため影響評価対

象外 

なお，島根 2号炉は，

海水ポンプは，屋外設

置のため影響評価を

実施 
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第 2.1.3.3-3図 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。）吸気口の評価概念図 

(4) 残留熱除去系海水系ポンプ及び非常用ディーゼル発電機（高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 

残留熱除去系海水系ポンプ及び非常用ディーゼル発電機

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポン

プの冷却空気の温度が，許容温度以下（残留熱除去系海水系

ポンプ：70℃，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ：60℃）であるこ

とを確認した。評価結果を第 2.1.3.3-4 表に，残留熱除去系

海水系ポンプ及び非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプの評価概念図を

第 2.1.3.3-4図に示す。 

第 2.1.3.3-4表 海水ポンプの熱影響評価結果 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，軽油タ

ンク，燃料移送ポン

プ，非常用ディーゼル

発電機は，地下構造等

の屋内設備のため影

響評価対象外 

また，放水路ゲートに

ついても，設置してい

ないため影響評価対

象外 

なお，島根 2号炉は，

海水ポンプは，屋外設

置のため影響評価を

実施 
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第 2.1.3.3-4図 海水ポンプの評価概念図 

(5) 放水路ゲート

放水路ゲート駆動装置の外殻の温度が，許容温度 325℃以

下であることを確認した。評価結果を第 2.1.3.3-5 表に，放

水路ゲートの評価概念図を第 2.1.3.3-5図に示す。 

第 2.1.3.3-5表 放水路ゲートの熱影響評価結果 

第 2.1.3.3-5図 放水路ゲートの評価概念図 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，軽油タ

ンク，燃料移送ポン

プ，非常用ディーゼル

発電機は，地下構造等

の屋内設備のため影

響評価対象外 

また，放水路ゲートに

ついても，設置してい

ないため影響評価対

象外 

なお，島根 2号炉は，

海水ポンプは，屋外設

置のため影響評価を

実施 

93



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

2.1.3.4危険距離の評価 

(1) 発電用原子炉施設外壁

想定される森林火災に対して，建屋外壁のコンクリート

表面温度が許容温度 200℃を超えない危険距離を算出して

評価する。 

 危険距離評価の結果，発電用原子炉施設外壁における危

険距離が一番厳しいケース 2の場合でも約 21ｍであり，防

火帯外縁から発電用原子炉施設外壁までの離隔距離（約

439m）が危険距離以上であることを確認した。 

第 2.1.3.4-1表 危険距離の評価結果 

(2) 軽油タンク

想定される森林火災に対して，軽油タンクの温度が許容

温度 225℃を超えない危険距離を算出して評価する。 

危険距離評価の結果，軽油タンクにおける危険距離が一

番厳しいケース 2の場合でも約 1mであり，防火帯外縁から

軽油タンクまでの離隔距離（約 390m）が危険距離以上であ

ることを確認した。 

(3) 燃料移送ポンプ（防護板（鋼板））

想定される森林火災に対して，燃料移送ポンプ（防護板

（鋼板））の温度が許容温度 100℃を超えない危険距離を算

出して評価する。  

危険距離評価の結果，燃料移送ポンプ（防護板（鋼板））

2.1.3.4 危険距離の算出 

  熱影響が最大となる発火点に対し評価対象施設が許容温度を

超えない危険距離を算出し，離隔距離が確保されていること

を確認した。また，津波防護施設についても，熱影響が最大

となる発火点に対する危険距離を算出し，離隔距離が確保さ

れていることを確認した。 

(1) 評価対象施設外壁

熱影響が最大となる発火点 5 に対し各評価対象施設までの

危険距離が離隔距離以下となることを確認した。評価結果を

第 2.1.3.4-1表に示す。 

第 2.1.3.4-1表 評価対象施設に対する危険距離 

2.1.3.4 危険距離の評価 

（１）発電用原子炉施設外壁

想定される森林火災に対して，建物外壁のコンクリート表

面温度が許容温度 200℃を超えない危険距離を算出して評価

する。 

危険距離評価の結果，発電用原子炉施設外壁における危険

距離が一番厳しいケース１の場合でも約 22m であり，防火帯

外縁から原子炉施設外壁までの離隔距離（約 147m）が危険距

離以上であることを確認した。 

第 2.1.3.4－1表 危険距離の評価結果 

（２）海水ポンプ

想定される森林火災に対して，海水ポンプの冷却空気温度

が許容温度 55℃を超えない危険距離を算出して評価する。 

危険距離評価の結果，海水ポンプにおける危険距離が一番

・評価対象の相違

【東海第二】 

島根 2号炉は，評価対

象となる津波防護施

設はない 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，軽油タ

ンク，燃料移送ポン

プ，非常用ディーゼル

発電機は，地下構造等

の屋内設備のため影

響評価対象外 

また，放水路ゲートに

ついても，設置してい

ないため影響評価対

象外 

なお，島根 2号炉は，
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における危険距離が一番厳しいケース 2の場合でも約 90m

であり，防火帯外縁から燃料移送ポンプ（防護板（鋼板））

までの離隔距離（約 539m）が危険距離以上であることを確

認した。 

(4) 主排気筒

想定される森林火災に対して，主排気筒の温度が許容温

度 325℃を超えない危険距離を算出して評価する。 

危険距離評価の結果，主排気筒における危険距離が一番

厳しいケース 2の場合でも約 30mであり，防火帯外縁から

主排気筒までの離隔距離（約 494m）が危険距離以上である

ことを確認した。 

(2) 主排気筒

熱影響が最大となる発火点 3 に対し，主排気筒までの危険

距離が離隔距離以下となることを確認した。評価結果を第

2.1.3.4-2表に示す。 

第 2.1.3.4-2表 主排気筒に対する危険距離 

(3) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機を含む。） 

熱影響が最大となる発火点 3 に対し，非常用ディーゼル発

電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）までの

危険距離が離隔距離以下となることを確認した。評価結果を

第 2.1.3.4-3表に示す。 

第 2.1.3.4-3表 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。）に対する危険距離 

(4) 残留熱除去系海水系ポンプ及び非常用ディーゼル発電機（高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 

残留熱除去系海水系ポンプ及び非常用ディーゼル発電機

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポン

プまでの危険距離が離隔距離以下となることを確認した。評

厳しいケース１の場合でも約 70m であり，防火帯外縁から海

水ポンプまでの離隔距離（約 277m）が危険距離以上であるこ

とを確認した。 

（３）排気筒

想定される森林火災に対して，排気筒の温度が許容温度

325℃を超えない危険距離を算出して評価する。 

危険距離評価の結果，排気筒における危険距離が一番厳し

いケース１の場合でも約 41m であり，防火帯外縁から排気筒

までの離隔距離（約 259m）が危険距離以上であることを確認

した。 

海水ポンプは，屋外設

置のため影響評価を

実施 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，軽油タ

ンク，燃料移送ポン

プ，非常用ディーゼル

発電機は，地下構造等

の屋内設備のため影

響評価対象外 

また，放水路ゲートに

ついても，設置してい

ないため影響評価対

象外 

なお，島根 2号炉は，

海水ポンプは，屋外設

置のため影響評価を

実施 
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2.2近隣の産業施設の火災・爆発（添付資料－3，4，5，6） 

2.2.1評価内容 

発電所敷地外 10㎞内に設置されている石油コンビナート，

危険物施設，燃料輸送車両及び漂流船舶の火災やガス爆発が

柏崎刈羽原子力発電所に隣接する地域で起こったとしても発

電用原子炉施設に影響を及ぼさないことを評価する。 

また，発電所敷地内における危険物タンクの火災が，発電

用原子炉施設に影響を及ぼさないことを評価する。 

2.2.2評価結果 

2.2.2.1石油コンビナート等の影響評価 

石油コンビナート等災害防止法で規制される新潟県内の特

別防災区域は「直江津地区」「新潟西港地区」「新潟東港地区」

の三カ所存在するが，これらは，それぞれ柏崎刈羽原子力発

電所から約 39km，約 72km及び約 84kmであり， いずれも柏

崎刈羽原子力発電所から 10km以遠である（第 2.2.2.1-1図）。

価結果を第 2.1.3.4-4表に示す。 

第 2.1.3.4-4表 海水ポンプに対する危険距離 

(5) 放水路ゲート

放水路ゲート駆動装置までの危険距離が離隔距離以下とな

ることを確認した。評価結果を第 2.1.3.4-5表に示す。 

第 2.1.3.4-5表 放水路ゲートに対する危険距離 

2.2 近隣の産業施設の火災・爆発（添付資料―3,4,5,6） 

2.2.1 評価内容 

発電所敷地外 10km 以内に設置されている石油コンビナー

ト，危険物貯蔵施設，燃料輸送車両及び漂流船舶の火災・爆

発が，評価対象施設に影響を及ぼさないことを評価した。 

また，発電所敷地内における危険物貯蔵施設等の火災・爆

発が，評価対象施設に影響を及ぼさないことを評価した。 

2.2.2 評価結果 

2.2.2.1 石油コンビナートの火災・爆発（添付資料-3） 

  「茨城県石油コンビナート等特別防災計画」（昭和 52年 12月

5日 茨城県）により，茨城県内で石油コンビナート等特別防

災区域に指定されている地区は，鹿島臨海地区石油コンビナ

ート等特別防災区域のみであり，発電所からこの特別防災区

域までは，約 50kmの距離がある。 

2.2 近隣の産業施設の火災・爆発（添付資料－３，４，５，６） 

2.2.1 評価内容 

発電所敷地外 10km内に設置されている石油コンビナート，

危険物施設，燃料輸送車両及び漂流船舶の火災やガス爆発が

島根原子力発電所に隣接する地域で起こったとしても発電用

原子炉施設に影響を及ぼさないことを評価する。 

また，発電所敷地内における危険物タンクの火災が，発電

用原子炉施設に影響を及ぼさないことを評価する。 

2.2.2 評価結果 

2.2.2.1 石油コンビナート等の影響評価 

石油コンビナート等災害防止法で規制される島根県内の

特別防災区域は存在しない。また，島根原子力発電所から

最寄の特別防災区域である「福山・笠岡地区」，「水島臨界

地区」まではそれぞれ約120kmであり，いずれも島根原子力

発電所から10km以遠である（第2.2.2.1－1図）。 

・条件の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

地域特性を踏まえた

評価対象及び評価条

件の相違 
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また， コンビナート等保安規則で規制される特定製造事業所

が評価対象範囲に存在しないことを新潟県防災局に確認し

た。 

以上より，評価対象範囲内に石油コンビナート等は存在せ

ず，発電用原子炉施設に影響を及ぼすことはない。 

第 2.2.2.1-1 図 新潟県内の石油コンビナート等特別防災

区域の位置と柏崎刈羽原子力発電所までの距離 

2.2.2.2 敷地外危険物施設等の影響評価 

(1) 敷地外危険物施設の影響評価

発電所敷地外の半径 10㎞の消防法及び高圧ガス保安法

に基づき設置している施設を抽出し，最短距離の危険物施

設（危険物貯蔵施設，高圧ガス貯蔵施設，ガスパイプライ

ン）に最大貯蔵量が有ったと仮定し，影響評価を実施する。 

以上から，発電所敷地外 10km以内に石油コンビナートがな

いと判断した。発電所との位置関係を第 2.2.2.1-1図に示す。 

第 2.2.2.1-1図 発電所と鹿島臨海地区石油コンビナートの位置 

2.2.2.2 発電所敷地外の危険物貯蔵施設の火災・爆発 

  発電所敷地外半径 10km 以内（敷地内を除く。）に位置する危

険物貯蔵施設のうち，評価対象施設に影響を及ぼすおそれの

ある施設を抽出し，その火災・爆発の影響を評価した。 

以上より，評価対象範囲内に石油コンビナート等は存在

せず，発電用原子炉施設に影響を及ぼすことはない。 

第 2.2.2.1－1図 周囲の石油コンビナート等特別防災区域の位

置と島根原子力発電所までの距離 

2.2.2.2 敷地外危険物施設等の影響評価 

（１）敷地外危険物施設の影響評価 

 発電所敷地外の半径 10km の消防法及び高圧ガス保安法に

基づき設置している施設を抽出し，最短距離の危険物施設（危

険物貯蔵施設，高圧ガス貯蔵施設，ガスパイプライン）に最

大貯蔵量が有ったと仮定し，影響評価を実施する。 

なお，島根原子力発電所から 10km 圏内に高圧ガス貯蔵施

設，ガスパイプラインは存在しないことから，島根原子力発

電所への影響はないことを確認した。 

また，LNG 基地及び石油備蓄基地は存在しないことを確認

した。 

・条件の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，LNG基

地及び石油備蓄基地

が存在せず，評価対象

外 
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第 2.2.2.2-1 図 柏崎刈羽原子力発電所から 10km 圏内

に位置する危険物施設 

第2.2.2.2－1図 発電所近隣の危険物施設 
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ａ．火災の影響評価 

発電所敷地外で燃料保有量が最も多い施設において評価

を行ったところ，評価上必要とされる危険距離に対し，最

短距離の危険物貯蔵施設から発電用原子炉施設までの離隔

距離が危険距離以上であることを確認した。 

第 2.2.2.2-1表 危険物貯蔵施設における危険距離の評価結果 

ｂ．ガス爆発の影響評価 

発電所敷地外で高圧ガス貯蔵量が最も多い施設において

評価を行ったところ，評価上必要とされる危険限界距離に

対し，最短距離の高圧ガス貯蔵施設から発電用原子炉施設

までの離隔距離が危険限界距離以上であることを確認し

た。 

(1) 火災の影響評価

  ａ．対象貯蔵施設の抽出 

 発電所敷地外半径 10km 以内（敷地内を除く。）に，第一

類から第六類の危険物貯蔵施設（屋内貯蔵及び少量のものは

除く）が約 500 カ所存在することから，以下のとおり抽出範

囲を絞り込み，対象貯蔵施設の抽出を行った。 

(a) 発電所敷地外半径 10km 以内に石油コンビナートはな

いことから，半径 10km以内に存在する危険物貯蔵施設の貯蔵

容量は最大でも石油コンビナート相当の 10万 kL※とした。こ

こで，第四類危険物のうち，最も輻射発散度が高い n-ヘキサ

ンが 10 万 kL 貯蔵された危険物貯蔵施設を想定し，その危険

距離を算出した結果 1,329mとなった。 

※「石油コンビナート等災害防止法施行令」（昭和 51 年

5月 31日政令第 129号）の第 2条で規定する基準総貯蔵量 

(b) (a)項の結果を踏まえ，発電所から 1.4km以遠には発電

所に影響を及ぼす危険物貯蔵施設は存在しないと判断し，抽

出範囲を発電所敷地から 1.4km 以内に絞り込んだ。発電所周

辺に位置する危険物貯蔵施設を第 2.2.2.2-1図に示す。 

(c) (b)項の抽出範囲内を含む危険物貯蔵施設を調査し，屋

外貯蔵である 

について影響評価を実施した。 

a.火災の影響評価

発電所敷地外で最も燃料保有量が多い施設は発電所敷地内

の危険物施設（重油タンク）に比べ燃料保有量が少なく，さ

らに，最も近い危険物貯蔵施設は発電所敷地内の危険物施設

（重油タンク）に比べ発電用原子炉施設までの離隔距離も遠

いことから，重油タンクにて代表的に評価を行い，離隔距離

が危険距離以上であることを確認した。 

第2.2.2.2－1表 10km圏内における最大の危険物貯蔵施設の貯蔵量 

第 2.2.2.2－2表 重油タンクにおける危険距離の算出結果 

・条件の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根 2号炉は，発電所

敷地外で最も燃料保

有量が多い施設が，発

電所敷地内の危険物

施設（重油タンク）に

比べ燃料保有量が少

ないため，発電所敷地

内の危険物施設（重油

タンク）にて代表的に

評価を実施 

・条件の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，発電所

敷地外危険物施設の

調査の結果，範囲内に

高圧ガス貯蔵施設が

ないため影響評価対

象外 
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第 2.2.2.2-2表 高圧ガス貯蔵施設における危険限界距離の評価

結果 

ｃ． 二次的影響（飛来物）の影響評価 

「石油コンビナートの防災アセスメント指針」（平成 25

年 3月 消防庁特殊災害室）に基づき，高圧ガス貯蔵施設に

おける飛来物飛散距離を確認する。 

発電所敷地外で高圧ガス貯蔵量が最も多い施設において

最も大きな貯蔵タンクの破損による飛散範囲の評価を行っ

たところ，最短距離の高圧ガス貯蔵施設から発電用原子炉

施設までの離隔距離が飛来物飛散距離以上であることを確

認した。 

第 2.2.2.2-3表 高圧ガス貯蔵施設における飛散距離の評価

結果 

第 2.2.2.2-1図 発電所周辺（東海村全域及び日立市の一部）に

位置する危険物貯蔵施設 

ｂ．火災の影響評価結果 

抽出した危険物貯蔵施設について評価した結果，各評価対

象施設までの危険距離が離隔距離以下となることを確認し

た。評価結果を第 2.2.2.2-1表に示す。 
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第 2.2.2.2-1表 火災の影響評価結果 

(2) 爆風圧の影響評価

  ａ．対象貯蔵施設の抽出 

爆発影響を及ぼす可能性のある高圧ガス貯蔵施設とし

て，発電所より 10km 以内で最大規模の高圧ガス貯蔵施設

（東京ガス株式会社が所有する日立ＬＮＧ基地のＬＮＧタ

ンク及びＬＰＧタンク）を選定した。位置関係を第

2.2.2.2-2図に示す。 
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第 2.2.2.2-2図 発電所と日立ＬＮＧ基地の位置関係 

ｂ．爆風圧の影響評価結果 

抽出した高圧ガス貯蔵施設について評価した結果，危険限

界距離が離隔距離以下となることを確認した。評価結果を第

2.2.2.2-2表に示す。 

第 2.2.2.2-2表 抽出した高圧ガス貯蔵施設の爆風圧影響評価 

結果 

(3) 爆発飛来物の影響評価

ａ．評価対象施設の抽出 

高圧ガス貯蔵タンクの大規模な爆発火災事象（ＢＬＥＶ
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Ｅ：Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion（沸騰液

膨張蒸気爆発））は，可燃性ガスが加圧され液体で貯蔵され

ているタンクが，加熱されることによってタンク内の圧力

が上昇し，タンクの一部破損により起こる液体の急激な気

化に伴い発生するため，ガスを加圧し貯蔵している加圧貯

蔵型のタンクについて爆発時に発生する飛来物への影響評

価を実施した。 

また，大気圧に近い低圧・低温で貯蔵されている低温貯

蔵タンクは内部が保冷層で覆われ外部から熱が入り難く，

ＢＯＧ圧縮機※１等でタンク内圧を一定に制御しているた

め，加圧貯蔵タンクと比較して内圧が上昇し難く，ＢＬＥ

ＶＥは発生し難いが※２，ＢＬＥＶＥ以外の爆発形態を想定

し，発電所から 1,500m先にある日立ＬＮＧ基地の低温貯蔵

型タンクについて，爆発時に発生する飛来物への影響評価

を実施した。 

※１ タンクから発生するボイルオフガスを再 液化し，

タンク内圧を一定に制御する。

※２ 出典「Environmental Assessment for the Sabine Pass

Liquefaction Project」 

  ｂ．爆発飛来物の影響評価結果 

「石油コンビナートの防災アセスメント指針」（平成 25

年 3 月 消防庁特殊災害室）に基づき，抽出した高圧ガス

貯蔵施設の爆発による破片の飛散範囲を算出した。 

高圧ガス貯蔵タンクについて飛来物の飛散距離を算出し

た結果，評価対象施設までの飛散距離が離隔距離以下とな

ることを確認した。評価結果を第 2.2.2.2-3表に示す。 
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(2) 燃料輸送車両の影響評価

発電所敷地外 10km 圏内の施設において液化石油ガス輸送

車両が許可申請されていることから，最大規模の液化石油ガ

ス輸送車両が発電所敷地周辺道路で火災・爆発を起こした場

合を想定する。燃料積載量は液化石油ガス輸送車両の中で最

大クラスのもの（16t）とする。火災・爆発の発生場所は，発

電所敷地外の道路において，発電用原子炉施設に最も近い場

所を想定する。 

第 2.2.2.2-3表 爆発飛来物の影響評価結果 

また，低温貯蔵型タンクは，日立ＬＮＧ基地の大規模な低

温貯蔵型タンクを想定しても，想定飛散距離は約 570m であ

り，発電所から最も近い位置にある高圧ガス貯蔵施設までの

離隔距離 900mを下回ることから，低温貯蔵型タンク爆発によ

る飛来物の影響はないと評価できる。 

2.2.2.3 燃料輸送車両の火災・爆発（添付資料-4） 

  発電所敷地外の国道２４５号線での燃料輸送車両による火

災・爆発の影響を評価した。 

(1) 火災の影響評価

  ａ．対象車両 

 消防法令※で定められた公道を通行可能な上限量（30m３）

のガソリンが積載された燃料輸送車両について評価を行

う。 

※ 危険物の規則に関する政令第 15条第 1項三号

（２）燃料輸送車両の影響評価 

非常用ディーゼル発電機の燃料を運搬するタンクローリ

（30kl※）が火災を起こした場合及び LP ガスボンベを運搬す

る車両が爆発を起こした場合を想定する。火災・爆発の発生

場所は，車両が接近可能な発電所出入口ゲートを想定する。 

※：消防法令（危険物の規制に関する政令第 15条第 1項三

号）に定められた公道を通行可能な上限量 

・条件の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，発電所

敷地周辺の道路状況

や運用状況を踏まえ，

軽油及びプロパンガ

スボンベを輸送して

いる車両について影

響評価を実施 
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第 2.2.2.2-2 図 燃料輸送車両の離隔距離 

a. 火災の影響評価

最大規模の燃料輸送車両において評価を行ったところ，

評価上必要とされる危険距離に対し，発電所敷地境界から

発電用原子炉施設までの離隔距離が危険距離以上である。 

第 2.2.2.2-4表 燃料輸送車両における危険距離の評価結果 

b. ガス爆発の影響評価

  ｂ．火災の影響評価結果 

 対象車両について評価した結果，評価対象施設までの危

険距離が離隔距離以下となることを確認した。評価結果を

第 2.2.2.3-1表に示す。 

第 2.2.2.3-1表 火災の影響評価結果 

(2) 爆風圧の影響評価

  ａ．対象車両 

 液化天然ガス（ＬＮＧ）及び液化石油ガス（ＬＰＧ）が

積載された最大クラスの燃料輸送車両（積載量：15.1t）につ

いて評価を行う。 

第2.2.2.2－2図 燃料輸送車両の離隔距離 

a.火災の影響評価

 燃料輸送車両において評価を行ったところ，評価上必要と

される危険距離に対し，発電所出入口ゲートから発電用原子

炉施設までの離隔距離が危険距離以上である。 

第2.2.2.2－3表 燃料輸送車両における危険距離の評価結果 

b.ガス爆発の影響評価

離隔距離約 
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最大規模の燃料輸送車両において評価を行ったところ，

評価上必要とされる危険限界距離に対し，発電所敷地境界

から発電用原子炉施設までの離隔距離が危険限界距離以上

あることを確認する。 

第 2.2.2.2-5表 燃料輸送車両における危険限界距離の評価

結果 

c. 二次的影響（飛来物）の影響評価

燃料輸送車両からの飛来物を想定した上での評価を実施

したところ，離隔距離（約 811m）が最大飛散距離（約 550m）

を上回る結果となった。したがって，発電所周辺道路で燃

料輸送車両が事故等により爆発し，なおかつその飛来物が

発電用原子炉施設に衝突することはなく，影響はない。 

(3) 漂流船舶の影響評価

漂流船舶は新潟県内で輸送実績が多く，発電所前面の海域

に航路がある液化石油ガス輸送船舶のうち，港湾内に入港可

能な大きさで実際に存在する最大の船舶（積載量 1021t）を

想定する。 

発電所港湾内において港湾内に進入できる最大規模の船舶

が火災・爆発をした場合を想定し影響評価を実施する。火災・

爆発の発生場所は，発電所港湾内において，発電用原子炉施

設に最も近い場所を想定する。 

  ｂ．爆風圧の影響評価結果 

 対象車両について評価した結果，タービン建屋までの危

険限界距離が離隔距離以下となることを確認した。評価結果

を第 2.2.2.3-2表に示す。 

第 2.2.2.3-2表 燃料輸送車両の爆風圧の影響評価結果 

ｃ．爆発飛来物の影響評価結果 

 燃料輸送車両からの飛来物を想定した上での評価を実施

したところ，最大飛散距離（435m）が評価対象施設までの離

隔距離（450m）を下回る結果となったため，評価対象施設へ

の影響はないことを確認した。 

2.2.2.4 漂流船舶の火災・爆発（添付資料-5） 

  発電所の近くを航行する船舶による火災・爆発の影響を評価

した。 

(1) 火災の影響評価

  ａ．対象船舶 

発電所から約 1,500m の位置にある高圧ガス貯蔵施設及

び発電所港湾内に定期的に入港する船舶について評価を行

う。 

  ｂ．火災の影響評価結果 

対象船舶について評価した結果，評価対象施設までの危

険距離が離隔距離以下となることを確認した。評価結果を

第 2.2.2.4-1表に示す。 

 燃料輸送車両において評価を行ったところ，評価上必要

とされる危険限界距離に対し，発電所出入口ゲートから発

電用原子炉施設までの離隔距離が危険限界距離以上あるこ

とを確認する。 

第2.2.2.2－4表 燃料輸送車両における危険限界距離の評価結果 

c.二次的影響（飛来物）の影響評価

燃料輸送車両からの飛来物を想定した上での評価を実施し

たところ，離隔距離（約 890m）が最大飛散距離（約 713m）を

上回る結果となった。したがって，発電所出入口ゲートで燃

料輸送車両が事故等により爆発し，なおかつその飛来物が発

電用原子炉施設に衝突することはなく，影響はない。 

（３）漂流船舶の影響評価 

漂流船舶は，島根原子力発電所前面の海域に船舶の主要な

航路がないことから，港湾内へ入港する船舶のうち積載量が

最大の重油運搬船（積載量 1,246kl）を想定する。 

発電所港湾内において港湾内へ入港する最大規模の船舶が

火災・爆発をした場合を想定し影響評価を実施する。火災・

爆発の発生場所は，発電所港湾内において，発電用原子炉施

設に最も近い場所とする。 

・条件の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，発電所

近傍に液化石油ガス

の輸送船舶が航行す

ることはないため，発

電所港湾内の運用状

況を踏まえ，入港する

最大規模の船舶であ

る重油運搬船につい

て影響評価を実施 
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第 2.2.2.2-3 図 漂流船舶の離隔距離 

a. 火災の影響評価

港湾内に進入できる最大規模の漂流船舶において評価を

行ったところ，評価上必要とされる危険距離に対し，港

湾から発電用原子炉施設までの離隔距離が危険距離以上

であることを確認した。

第 2.2.2.2-6表 漂流船舶における危険距離の評価結果 

b. ガス爆発の影響評価

港湾内に進入できる最大規模の漂流船舶において評価を

行ったところ，評価上必要とされる危険限界距離に対し，

港湾から発電用原子炉施設までの離隔距離が危険限界距

離以上であることを確認する。 

第 2.2.2.4-1表 火災の影響評価結果 

(2) 爆風圧の影響評価

  ａ．対象船舶 

発電所から約 1,500m の位置にある高圧ガス貯蔵施設に

定期的に入港する船舶の爆発を想定し，評価対象施設に対

する影響評価を行った。 

第2.2.2.2－3図 漂流船舶の離隔距離 

a.火災の影響評価

港湾内へ入港する最大規模の漂流船舶において評価を行っ

たところ，評価上必要とされる危険距離に対し，港湾から発

電用原子炉施設までの離隔距離が危険距離以上であることを

確認した。 

第2.2.2.2－5表 漂流船舶における危険距離の評価結果 

b.ガス爆発の影響評価

港湾内へ入港する最大規模の漂流船舶である重油運搬船に

ついては，重油が爆発する危険性はないことから，影響がな

いことを確認している。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，発電所

港湾内に入港する最

大規模の船舶である
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第 2.2.2.2-7表 漂流船舶における危険限界距離の評価結果 

c. 二次的影響（飛来物）の影響評価

「石油コンビナートの防災アセスメント指針」（平成 25 年

3月 消防庁特殊災害室）に基づき，港湾内に進入できる最大

規模の漂流船舶における飛来物飛散距離を確認したところ，

離隔距離（約 273m）が最大飛散距離(約 1,855m)以下であるが，

発電所遠方で漂流した船舶が飛散距離である 1,855m 以内に

流れ着いた後に爆発し，なおかつその飛来物が発電用原子炉

施設に衝突する可能性は非常に低いことから，想定した漂流

船舶の飛来物の柏崎刈羽原子力発電所への影響はない。 

2.2.2.3 敷地内危険物タンク等の影響評価 

(1) 軽油タンクの火災影響評価

発電所敷地内に位置している屋外の危険物タンクの火災を

想定し，建屋外壁の熱影響評価等を実施する。 

熱影響評価を実施する危険物施設は，各号炉の軽油タンク

とする。なお，敷地内の危険物施設のうち，直接輻射熱を受

けない建屋内に設置している設備及び地下貯蔵タンク等につ

いては評価対象外とする。 

  ｂ．爆風圧の影響評価結果 

対象船舶について評価した結果，評価対象施設までの危

険限界距離が離隔距離以下となることを確認した。評価結

果を第 2.2.2.4-2表に示す。 

第 2.2.2.4-2表 爆風圧の影響評価結果 

ｃ．爆発飛来物の影響評価結果 

日立ＬＮＧ基地に出入りする輸送船は，基地設置のタン

クより小規模であるため，船舶爆発により想定される飛来

物の飛散距離は，基地設置タンクの飛散距離以下であり，

飛来物が発電所に到達することはない。 

2.2.2.5 敷地内の火災・爆発（添付資料-6） 

2.2.2.5.1 火災源又は爆発源となる設備の影響評価 

  発電所敷地内に設置している危険物貯蔵施設等の火災・爆発

を想定し熱影響評価を実施した。熱影響評価を実施する危

険物貯蔵施設は，溶融炉灯油タンクとした。 

  また，発電所敷地内に設置しているガス貯蔵施設の爆発

を想定し爆発影響評価を実施した。爆発影響評価を実施す

るガス貯蔵施設は，水素貯槽とした。 

  なお，水素貯槽以外に，屋外に設置されているガス貯蔵

設備はない。 

  第 2.2.2.5.1-1 図に火災と爆発を想定する施設と評価対象施

2.2.2.3 敷地内危険物タンク等の影響評価 

（１）重油タンク及びガスタービン発電機用軽油タンクの火災

影響評価

発電所敷地内に位置している屋外の危険物タンクの火災を

想定し，建物外壁の熱影響評価等を実施する。 

熱影響評価を実施する危険物施設は，重油タンク及びガス

タービン発電機用軽油タンクとする。なお，敷地内の危険物

施設のうち，直接輻射熱を受けない建物内に設置している設

備及び地下貯蔵タンク等については評価対象外とする。 

重油運搬船を想定し

ており，重油は爆発の

危険性はないため，影

響評価対象外 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

評価対象タンクの抽

出結果の相違 

東海第二のみ，ガス貯

蔵施設として水素貯

槽を抽出 
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第 2.2.2.3-1 図 危険物タンク等配置図（危険物タンク及び危険

物保存庫） 

a. 建屋外壁の熱影響評価

各号炉の軽油タンクについて，火災が発生した時間から

燃料が燃え尽きるまでの間，一定の輻射強度で原子炉建屋

外壁が昇温されるものとして，コンクリートの表面の温度

上昇を評価した結果，建屋外壁の表面の温度は約 119℃とな

り，許容温度 200℃（火災時における短期温度上昇を考慮し

た場合において，コンクリート圧縮強度が維持される保守

的な温度）を下回ることを確認した。 

第 2.2.2.3-1表 原子炉建屋外壁の温度評価結果 

設の位置を示す。 

第 2.2.2.5.1-1 図 評価対象とする火災源又は爆発源となる設備

及び評価対象施設の位置 

(1) 外壁に対する熱影響評価

溶融炉灯油タンクの火災によって上昇するコンクリート外

壁表面温度が，許容温度 200℃以下であることを確認した。

評価結果を第 2.2.2.5.1-1表に示す。 

第 2.2.2.5.1-1表 外壁に対する熱影響評価結果 

第 2.2.2.3－1図 危険物タンク等配置図 

a.建物外壁の熱影響評価

（ａ）重油タンクの評価結果 

重油タンクについて，火災が発生した時間から燃料が燃え

尽きるまでの間，一定の輻射強度でタービン建物外壁が昇温

されるものとして，コンクリートの表面の温度上昇を評価し

た結果，建物外壁の表面の温度は約 52℃となり，許容温度

200℃（火災時における短期温度上昇を考慮した場合におい

て，コンクリート圧縮強度が維持される保守的な温度）を下

回ることを確認した。 

第 2.2.2.3－1表 タービン建物外壁の温度評価結果 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

評価対象タンクの抽

出結果の相違 
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第 2.2.2.3-2図 建屋温度評価体系図 

b. 屋外の評価対象施設への熱影響評価

(a)軽油タンク

隣接軽油タンクについて温度上昇を評価した結果，軽油の

温度は約 178℃となり，軽油の発火点 225℃を下回ることを確

認した。 

（ｂ）ガスタービン発電機用軽油タンクの評価結果 

ガスタービン発電機用軽油タンクについて，火災が発生し

た時間から燃料が燃え尽きるまでの間，一定の輻射強度で原

子炉建物外壁が昇温されるものとして，コンクリートの表面

の温度上昇を評価した結果，建物外壁の表面の温度は約 53℃

となり，許容温度 200℃（火災時における短期温度上昇を考

慮した場合において，コンクリート圧縮強度が維持される保

守的な温度）を下回ることを確認した。 

第 2.2.2.3－2表 原子炉建物外壁の温度評価結果 

第 2.2.2.3－2図 原子炉建物温度評価体系図 

b.屋外の評価対象施設への熱影響評価

・条件の相違

【柏崎 6/7】 

島根 2号炉は，壁面と

内気との熱伝達が無

い断熱条件として評

価を実施。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，軽油タ

ンク及び燃料移送ポ

ンプは，地下構造のた

め影響評価対象外 

島根 2号炉は，海水ポ

ンプは，屋外設置のた

め影響評価を実施 
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第 2.2.2.3-3図 軽油タンク温度評価体系図 

(b)燃料移送ポンプ

燃料移送ポンプ（エリア）について温度上昇を評価した

結果，燃料移送ポンプ（エリア）の温度は約 41℃となり，

燃料移送ポンプ端子ボックスパッキンの耐熱温度 100℃を

下回ることを確認した。 

第 2.2.2.3-4図 燃料移送ポンプ温度評価体系図 

(a)海水ポンプ

（a-1）重油タンク（No.1,2,3） 

海水ポンプについて温度上昇を評価した結果，海水ポ

ンプの冷却空気温度は約23℃となり，海水ポンプ電動機

の下部軸受の許容温度55℃を下回ることを確認した。 

（a-2）ガスタービン発電機用軽油タンク 

海水ポンプについて温度上昇を評価した結果，海水ポ

ンプの冷却空気温度は約23℃となり，海水ポンプ電動機

の下部軸受の許容温度55℃を下回ることを確認した。 

第 2.2.2.3－3図 海水ポンプ温度評価体系図 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，軽油タ

ンク及び燃料移送ポ

ンプは，地下構造のた

め影響評価対象外 

島根 2号炉は，海水ポ

ンプは，屋外設置のた

め影響評価を実施 
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(c)主排気筒

主排気筒について温度上昇を評価した結果，主排気筒の

温度は約 83℃となり，主排気筒鋼材の許容温度 325℃を下

回ることを確認した。 

第 2.2.2.3-5図 主排気筒温度評価体系図 

(2) 主排気筒に対する熱影響評価

溶融炉タンクの火災によって上昇する主排気筒鉄塔表面温

度が，許容温度 325℃以下であることを確認した。評価結

果を第 2.2.2.5.1-2表に示す。 

第 2.2.2.5.1-2表 主排気筒に対する熱影響評価結果 

(3) 残留熱除去系海水系ポンプ及び非常用ディーゼル発電機（高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ

に対する熱影響評価 

残留熱除去系海水系ポンプ及び非常用ディーゼル発電機

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポ

ンプの冷却空気の温度が，許容温度以下（残留熱除去系海

水系ポンプ：70℃，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ：60℃）

であることを確認した。評価結果を第 2.2.2.5.1-3 表に示

す。 

第 2.2.2.5.1-3表 海水ポンプに対する熱影響評価結果 

(b)排気筒

（b-1）重油タンク（No.1,2,3） 

排気筒について温度上昇を評価した結果，排気筒の温

度は約52℃となり，排気筒鋼材の許容温度325℃を下回る

ことを確認した。 

（b-2）ガスタービン発電機用軽油タンク 

排気筒について温度上昇を評価した結果，排気筒の温

度は約52℃となり，排気筒鋼材の許容温度325℃を下回る

ことを確認した。 

第 2.2.2.3－4図 排気筒温度評価体系図 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，軽油タ

ンク及び燃料移送ポ

ンプは，地下構造のた

め影響評価対象外 

島根 2号炉は，海水ポ

ンプは，屋外設置のた

め影響評価を実施 
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(2) 変圧器の火災影響評価

発電所敷地内の変圧器の火災を想定し，建屋外壁の熱影響

評価等を実施する。熱影響評価を実施する変圧器は，各号炉

の主変圧器とする。 

第 2.2.2.3-6図 変圧器の位置 

(4) 爆風圧の影響評価

水素貯槽の爆発による爆風圧について評価した結果，危険

限界距離が水素貯槽に最も近いタービン建屋までの離隔距離

以下となることを確認した。 

評価結果を第 2.2.2.5.1-4表に示す。 

第 2.2.2.5.1-4表 爆風圧の影響評価結果 

2.2.2.5.2 敷地内の危険物貯蔵施設以外に対する影響評価 

敷地内の変圧器の火災を想定し熱影響評価を実施した。熱影

響評価を実施する施設は，主要変圧器，所内変圧器２Ａ及び起

動変圧器２Ｂとした。 

なお，評価では防火設備の消火機能等には期待しない。 

第 2.2.2.5.2-1 図に火災源となる変圧器と評価対象施設の位

置を示す。 

第 2.2.2.5.2-1図 火災源となる変圧器及び評価対象施設の 

設置位置 

（２）変圧器の火災影響評価 

発電所敷地内の変圧器の火災を想定し，建物外壁の熱影響

評価を実施する。熱影響評価を実施する変圧器は，主変圧器

とする。 

なお，評価では防火設備の消火機能等には期待しない。 

第 2.2.2.3－5図 変圧器の位置 
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a. 建屋外壁の熱影響評価

各号炉の主変圧器について，火災が発生した時間から燃

料が燃え尽きるまでの間，一定の輻射強度でコントロール

建屋外壁が昇温されるものとして，コンクリートの表面の

温度上昇を評価した結果，建屋外壁の表面の温度は約184℃

となり，許容温度 200℃（火災時における短期温度上昇を

考慮した場合において，コンクリート圧縮強度が維持され

る保守的な温度）を下回ることを確認した。 

第 2.2.2.3-2表 コントロール建屋外壁の温度評価結果 

第 2.2.2.3-7図 建屋温度評価体系図 

b. 屋外の評価対象施設への熱影響評価

(a)軽油タンク

軽油タンクについて温度上昇を評価した結果，軽油の

温度は約 42℃となり，軽油の発火点 225℃を下回ること

を確認した。 

(1) 外壁に対する熱影響評価

変圧器の火災によって上昇するコンクリート外壁表面温度

が，許容温度 200℃以下であることを確認した。評価結果を第

2.2.2.5.2-1表に示す。 

第 2.2.2.5.2-1表 外壁に対する熱影響評価結果 

(2) 放水路ゲートに対する熱影響評価

  変圧器の火災によって上昇する放水路ゲート駆動装置外殻表

面温度が，許容温度 325℃以下であることを確認した。評価結

果を第 2.2.2.5.2-2表に示す。 

a.建物外壁の熱影響評価

主変圧器について，火災が発生した時間から燃料が燃え尽

きるまでの間，一定の輻射強度でタービン建物外壁が昇温さ

れるものとして，コンクリートの表面の温度上昇を評価した

結果，建物外壁の表面の温度は約 187℃となり，許容温度

200℃（火災時における短期温度上昇を考慮した場合におい

て，コンクリート圧縮強度が維持される保守的な温度）を下

回ることを確認した。 

第 2.2.2.3－3表 タービン建物外壁の温度評価結果 

第 2.2.2.3－6図 タービン建物温度評価体系図 

b.屋外の評価対象施設への熱影響評価 ・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，軽油タ

ンク，燃料移送ポン

プ，非常用ディーゼル

発電機は，地下構造等

の屋内設備のため影

響評価対象外 

また，放水路ゲートに
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第 2.2.2.3-8図 軽油タンク温度評価体系図 

(b)燃料移送ポンプ（防護板（鋼板））

燃料移送ポンプ（防護板（鋼板））について温度上昇を

評価した結果，燃料移送ポンプ（防護板（鋼板））の温度

は約 71℃となり，燃料移送ポンプ端子ボックスパッキン

の耐熱温度 100℃以下であることから，防護板（鋼板）

の内側に設置されている燃料移送ポンプに対して熱影響

はない。 

第 2.2.2.3-9図 燃料移送ポンプ（防護板（鋼板））温度 

評価体系図 

(c)主排気筒

主排気筒について温度上昇を評価した結果，主排気筒

の温度は約 132℃となり，主排気筒鋼材の許容温度 325℃

を下回ることを確認した。 

第 2.2.2.5.2-2表 放水路ゲートに対する熱影響評価結果 

(a)海水ポンプ

海水ポンプについて温度上昇を評価した結果，海水ポ

ンプの冷却空気温度は約30℃となり，海水ポンプ電動機

の下部軸受の許容温度55℃を下回ることを確認した。 

第 2.2.2.3－7図 海水ポンプ温度評価体系図 

(b)排気筒

排気筒について温度上昇を評価した結果，排気筒の温

度は約52℃となり，排気筒鋼材の許容温度325℃を下回る

ことを確認した。 

ついても，設置してい

ないため影響評価対

象外 

なお，島根 2号炉は，

海水ポンプは，屋外設

置のため影響評価を

実施 
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第 2.2.2.3-10図 主排気筒温度評価体系図 

(3)水素トレーラの火災影響評価

1号炉へ水素を供給する水素トレーラは，1号炉の運転中以

外であれば，発電所敷地内に配備されることはないが，発電

所敷地内の水素トレーラの火災を想定し，発電用原子炉施設

に影響を及ぼさないことを評価する。 

水素トレーラの火災では，展望台等により，6 号及び 7 号

炉の発電用原子炉施設は輻射熱を受けないことから爆発によ

る影響評価のみとする。 

第 2.2.2.3-11図 水素トレーラの離隔距離 

第 2.2.2.3－8図 排気筒温度評価体系図 

（３）水素ガストレーラの火災影響評価 

 ２号炉へ水素を供給する水素ガストレーラは，２号炉の運

転中以外であれば，発電所敷地内に配備されることはない

が，発電所敷地内の水素ガストレーラの火災を想定し，発電

用原子炉施設に影響を及ぼさないことを評価する。 

水素ガストレーラの火災では，水素ガストレーラ保管庫の

壁等により，2号炉の発電用原子炉施設は輻射熱を受けない

ことから爆発による影響評価のみとする。 

第 2.2.2.3－9図 水素ガストレーラの離隔距離 
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ガス爆発による影響を評価した結果，評価上必要とされる

危険限界距離に対し，水素トレーラから発電用原子炉施設ま

での離隔距離が危険限界距離以上あることを確認した。 

第 2.2.2.3-3表 水素トレーラにおける危険限界距離の評価結果 

2.3航空機墜落による火災(添付資料－7) 

2.3.1評価内容 

発電所敷地への航空機の墜落で発生する火災に対して，よ

り一層の安全性向上の観点から，その火災が柏崎刈羽原子力

発電所の敷地内で起こったとしても発電用原子炉施設に影響

を及ぼさないことを確認する。 

2.3.2評価結果 

2.3.2.1評価方法 

航空機墜落確率評価では，評価手法及び対象航空機の大

きさの違いを考慮して落下確率を求めている。 

対象航空機の燃料積載量に火災の影響は大きく依存する

ことから，大型航空機と小型航空機に分類し，また，民間

航空機と自衛隊航空機又は米軍航空機（以下「軍用航空機」

という。）に分類し以下の カテゴリごとに火災影響を評価

する。 

大型民間航空機 

小型民間航空機 

大型軍用航空機 

小型軍用航空機 

2.3 航空機墜落による火災（添付資料-7） 

2.3.1 評価内容 

  発電所の敷地内への航空機の墜落で発生する火災に対してよ

り一層の安全性向上の観点から，その火災が発電所の敷地内で

起こったとしても評価対象施設に影響を及ぼさないことを確認

した。 

2.3.2 評価結果 

2.3.2.1 評価方法 

  航空機落下確率評価については，評価条件の違いに応じたカ

テゴリに分けて落下確率を求めている。また，機種によって装

備，飛行形態等が同一ではなく，落下事故件数及び火災影響の

大きさに差がある。したがって，これらを考慮したカテゴリご

とに航空機墜落による火災の影響評価を実施する。落下事故の

カテゴリを第 2.3.2.1-1表に示す。

第 2.3.2.1-1表 落下事故のカテゴリ 

ガス爆発による影響を評価した結果，評価上必要とされる

危険限界距離に対し，２号炉水素ガストレーラから発電用原

子炉施設までの離隔距離が危険限界距離以上あることを確

認した。 

第2.2.2.3－4表 ２号炉水素ガストレーラにおける危険限界距離

の評価結果 

2.3 航空機墜落による火災 (添付資料－７) 

2.3.1 評価内容 

発電所敷地への航空機の墜落で発生する火災に対して，よ

り一層の安全性向上の観点から，その火災が島根原子力発電

所の敷地内で起こったとしても発電用原子炉施設に影響を及

ぼさないことを確認する。 

2.3.2 評価結果 

2.3.2.1 評価方法 

航空機落下確率評価では，評価手法及び対象航空機の大

きさの違いを考慮して落下確率を求めている。また，評価

に考慮している航空機落下事故については，民間航空機と

軍用機（自衛隊機又は米軍機）では，その発生状況が必ず

しも同一ではなく，軍用機の中でも，機種によって飛行形

態が同一ではないと考えられる。したがって，航空機墜落

による火災影響の評価においては，以下のカテゴリ毎に火

災影響を評価する。 

・大型民間航空機（離着陸時）

・大型民間航空機

・小型民間航空機

・空中給油機等

・その他の機種

・条件の相違

【柏崎 6/7】 

島根 2号炉は，飛行形

態の違いを踏まえた

航空機の分類を実施。

出雲空港及び米子空

港の最大離着陸地点

以内に位置するため，

「飛行場での離着陸

時」を対象として設

定。 
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航空機の落下確率が 10-7[回/炉・年]に相当する面積より，

航空機落下確率評価で標的面積として考慮している発電用原

子炉施設からの離隔距離(落下地点)を求め，そこで発生する

火災による発電用原子炉施設の表面温度を評価し，許容温度

を超えないことを確認する。 

2.3.2.2離隔距離の算出 

防護対象となる発電用原子炉施設（原子炉建屋及びコン

トロール建屋）を考慮し，落下確率 10-7[回/炉・年]に相当

する面積より，カテゴリごとの離隔 距離を算出する。 

第 2.3.2.2-1表 航空機カテゴリ別の離隔距離 

※：小型民間航空機は大型軍用航空機と比べ輻射発散度が小

さく，燃料タンク面積も小さく，離隔距離も離れていること

から大型軍用航空機の評価に包絡される。 

航空機落下確率が 10－７（回／炉・年）に相当する面積より，航空

機落下確率評価で標的面積として考慮している評価対象施設から

の離隔距離（墜落地点）を求め，そこで発生する火災による評価

対象施設の表面温度を評価し，許容温度を超えないことを確認す

る。 

2.3.2.2 離隔距離の算出 

  評価対象施設として原子炉建屋，海水ポンプ室，タービン建

屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋，主排気筒及び非常用ディーゼル

発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）を考慮

し，落下確率 10－７（回／炉・年）に相当する面積からカテゴリ

ごとの離隔距離を算出した。各カテゴリの発電用原子炉施設（使

用済燃料乾式貯蔵建屋除く。）の離隔距離及び輻射強度を第

2.3.2.2-1 表に，使用済燃料乾式貯蔵建屋の離隔距離及び輻射

強度を第 2.3.2.2-2表に，自衛隊機の基地-訓練空域間往復時の

落下事故に対する発電用原子炉施設（使用済燃料乾式貯蔵建屋

除く。）の離隔距離を第 2.3.2.2-1図に，使用済燃料乾式貯蔵建

屋の離隔距離を第 2.3.2.2-2図に示す。 

第 2.3.2.2-1表 落下事故のカテゴリごとの離隔距離及び輻射強

度（発電用原子炉施設（使用済燃料乾式貯蔵建屋除く。）） 

航空機の落下確率が10-7［回/炉・年]に相当する面積より，

航空機落下確率評価で標的面積として考慮している発電用

原子炉施設からの離隔距離(落下地点)を求め，そこで発生

する火災による発電用原子炉施設の表面温度を評価し，許

容温度を超えないことを確認する。 

2.3.2.2 離隔距離の算出 

 防護対象となる発電用原子炉施設（原子炉建物及び制御

室建物等）を考慮し，落下確率10-7(回/炉・年)に相当する

面積より，カテゴリ毎の離隔距離を算出する。 

第2.3.2.2－1表 航空機カテゴリ別の離隔距離 
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第 2.3.2.2-1図 各航空機の落下位置（左：6号炉，右:7号炉） 

第 2.3.2.2-2表 落下事故のカテゴリごとの離隔距離及び輻射強

度（使用済燃料乾式貯蔵建屋） 

第 2.3.2.2-1図 基地-訓練空域間往復時の落下事故に対する発

電用原子炉施設（使用済燃料乾式貯蔵建屋除く。）の離隔距離 

第2.3.2.2－1図 各航空機の落下位置 

・条件の相違

【東海第二】 

島根 2号炉，柏崎 6/7

は東海第二のように，

評価対象を 2 つに分

けていない 
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2.3.2.3火災影響評価結果 

(1) 建屋外壁面温度評価

航空機落下により柏崎刈羽原子力発電所の敷地内で火災

が発生した場合を想定したとしても，発電用原子炉施設外

壁の温度が許容温度 200℃（火災時における短期温度上昇

を考慮した場合において，コンクリート圧縮強度が維持さ

れる保守的な温度）を超えないことを確認した。 

第 2.3.2.3-1 図 建屋温度評価体系図 

第 2.3.2.2-2図 基地-訓練空域間往復時の落下事故に対する 

使用済燃料乾式貯蔵建屋の離隔距離 

2.3.2.3 評価結果 

(1) 外壁に対する熱影響評価

航空機墜落による火災によって上昇するコンクリート外壁

表面温度が，許容温度 200℃以下であることを確認した。評

価結果（発電用原子炉施設（使用済燃料乾式貯蔵建屋除く。））

を第 2.3.2.3-1 表に，評価結果（使用済燃料乾式貯蔵建屋）

を第 2.3.2.3-2表に示す。 

2.3.2.3 火災影響評価結果 

（１）建物外壁面温度評価 

航空機落下により，島根原子力発電所の敷地内で火災が発

生した場合を想定したとしても，発電用原子炉施設外壁の温

度が許容温度 200℃（火災時における短期温度上昇を考慮し

た場合において，コンクリート圧縮強度が維持される保守的

な温度）を超えないことを確認した。 

第 2.3.2.3－1図 建物温度評価体系図 

・条件の相違

【柏崎 6/7】 

島根 2号炉は，壁面と

内気との熱伝達が無

い断熱条件として評

価を実施 
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第 2.3.2.3-1表 航空機墜落による火災時の原子炉建屋外壁温度

評価結果 

(2) 屋外の評価対象施設への熱影響評価

(a)軽油タンク

軽油タンクについて温度上昇を評価した結果，外壁面

の温度評価で最も厳しい大型軍用航空機の場合におい

て，軽油の発火点 225℃に至る輻射強度 (107kW/m2)より

航空機燃料の輻射発散度(58kW/m2)が低いことから軽油

が発火しないことを確認した。 

第 2.3.2.3-1表 建屋表面の到達温度 

（発電用原子炉施設（使用済燃料乾式貯蔵建屋除く。）） 

第 2.3.2.3-2表 建屋表面の到達温度（使用済燃料乾式貯蔵建屋） 

第 2.3.2.3－1表 航空機墜落による火災時の原子炉建物外壁 

温度評価結果 

（２）屋外の評価対象施設への熱影響評価 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，軽油タ

ンク，燃料移送ポン

プ，非常用ディーゼル

発電機は，地下構造等

の屋内設備のため影

響評価対象外 

島根 2号炉は，海水ポ

ンプは，屋外設置のた

め影響評価を実施 
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第 2.3.2.3-2 図 軽油タンク温度評価体系図 

(b)燃料移送ポンプ（防護板（鋼板））

燃料移送ポンプ（防護板（鋼板））について温度上昇を

評価した結果，燃料移送ポンプ（防護板（鋼板））の温度

は約 87℃となり，燃料移送ポンプ端子ボックスパッキン

の耐熱温度 100℃以下であることから，防護板（鋼板）

の内側に設置されている燃料移送ポンプに対して熱影響

はない。 

第 2.3.2.3-3 図 燃料移送ポンプ（防護板（鋼板））温度評価体

系図 

(c)主排気筒

主排気筒について温度上昇を評価した結果，主排気筒

の温度は約 62℃となり，主排気筒鋼材の許容温度 325℃

を下回ることを確認した。 

(2) 主排気筒に対する熱影響評価

航空機墜落による火災によって上昇する主排気筒鉄塔表面

温度が，許容温度 325℃以下であることを確認した。評価結

果を第 2.3.2.3-3表に示す。 

（a）海水ポンプ 

海水ポンプについて温度上昇を評価した結果，海水ポ

ンプの冷却空気温度は約33℃となり，海水ポンプ電動機

の下部軸受の許容温度55℃を下回ることを確認した。 

第 2.3.2.3－2図 海水ポンプ温度評価体系図 

（b）排気筒 

排気筒について温度上昇を評価した結果，排気筒の温

度は約99℃となり，排気筒鋼材の許容温度325℃を下回る

ことを確認した。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，軽油タ

ンク，燃料移送ポン

プ，非常用ディーゼル

発電機は，地下構造等

の屋内設備のため影

響評価対象外 

島根 2号炉は，海水ポ

ンプは，屋外設置のた

め影響評価を実施 
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第 2.3.2.3-4 図 主排気筒温度評価体系図 

第 2.3.2.3-3表 主排気筒に対する熱影響評価結果 

(3) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機を含む。）に対する熱影響評価 

航空機墜落による火災によって上昇する非常用ディーゼル

発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）への

流入空気の温度が，許容温度53℃以下であることを確認した。

評価結果を第 2.3.2.3-4表に示す。 

第 2.3.2.3-4 表 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。）へ流入する空気の到達温度 

(4) 残留熱除去系海水系ポンプ及び非常用ディーゼル発電機（高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプに

対する熱影響評価 

残留熱除去系海水系ポンプ及び非常用ディーゼル発電機

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポン

プの冷却空気の温度が，許容温度以下（残留熱除去系海水系

第 2.3.2.3－3図 排気筒温度評価体系図 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2号炉は，軽油タ

ンク，燃料移送ポン

プ，非常用ディーゼル

発電機は，地下構造等

の屋内設備のため影

響評価対象外 

島根 2号炉は，海水ポ

ンプは，屋外設置のた

め影響評価を実施 
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(3) 航空機墜落による火災と危険物タンク火災の重畳について

a. 重畳する危険物タンクの選定

(2)に記載のとおり，航空機落下位置より内側にある軽油

タンクが発火することはないため，航空機墜落による火災

との重畳火災を考慮する危険物タンクは，航空機落下位置

より外側の危険物タンクとする。 

6 号炉では，航空機落下確率が 10-7[回/炉・年]以上とな

る範囲にある危険物タンクは 5 号炉の軽油タンクとなる

ポンプ：70℃，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ：60℃）であるこ

とを確認した。評価結果を第 2.3.2.3-5 表及び第 2.3.2.3-6

表に示す。 

第 2.3.2.3-5表 残留熱除去系海水系ポンプの冷却空気の 

到達温度 

第 2.3.2.3-6表 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプの冷却空気の到達温度 

2.3.2.4 危険物貯蔵施設等の火災と航空機墜落火災の重畳 

危険物貯蔵施設等と航空機墜落火災との重畳を想定し，熱

影響評価を実施した。想定する航空機は対象航空機の中で最

も熱影響が大きい F-15を想定した。重畳する危険物貯蔵施設

等は溶融炉灯油タンク及び主要変圧器とした。 

評価結果を第 2.3.2.4-1 表に，航空機墜落位置と敷地内の

危険物貯蔵施設等の重畳を考慮する位置を第 2.3.2.4-1 図に

（３）航空機墜落による火災と危険物タンク火災の重畳について 

a.重畳する危険物タンクの選定

航空機落下確率が 10-7［回/炉･年］となる航空機落下位置

を踏まえると，航空機墜落による火災によって発火する可能

性のある危険物タンクはないが，ガスタービン発電機用軽油

タンクとの重畳を考慮し熱影響評価を実施する。

なお，航空機落下位置は，航空機墜落による火災の影響が

最も厳しくなるよう落下確率が 10-7［回/炉･年］となる位置

・条件の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根 2号炉は，航空機

の落下想定範囲と重

畳するタンクはない

が，ガスタービン発電
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（第 2.3.2.3-5図）。7号炉では，航空機落下確率が 10-7[回

/炉・年]以上となる範囲にある危険物タンクは 5 号及び 6

号炉の軽油タンクとなる（第 2.3.2.3-6図）。 

(a) 6号炉の影響評価対象

6号炉に対する影響評価を考えると，5号炉軽油タ

ンクは海側に設置されており，小型軍用航空機，小

型民間航空機及び大型軍用航空機が 5 号炉軽油タン

ク位置に落下したとしても，6号炉の原子炉建屋及び

コントロール建屋への輻射熱はタービン建屋により

遮蔽されるため影響はない。ただし，6号炉タービン

建屋 1階の非常用電気品室は，5号炉軽油タンクの熱

影響を受ける位置にあることから，燃料積載量・燃

料タンク投影面積が大きい大型軍用航空機(KC-767)

が 5号炉軽油タンク周辺に落下し，5号炉軽油タンク

2 台火災と航空機墜落による火災が重畳した場合の

熱影響評価を実施する。なお，航空機落下位置は，

航空機墜落による火災の影響が最も厳しくなるよう

落 下確率が 10-7[回/炉・年]となる位置とする。 

(b) 7号炉の影響評価対象

7号炉に対する影響評価を考えると，5号炉軽油タ

ンクは海側に設置されており，大型民間航空機が 5

号炉軽油タンクに落下したとしても，7号炉の原子炉

建屋，コントロール建屋及びタービン建屋 1 階の非

常用電気品室は 6 号炉タービン建屋により輻射熱が

遮られることから影響はない。6号炉軽油タンクは山

側に設置されていることから，小型軍用航空機

(AH-1S)が 6 号炉軽油タンク周辺に落下し，6 号炉軽

油タンク 2 台火災と航空機墜落による火災が重畳し

た場合の熱影響評価を実施する。なお，航空機落下

位置は，航空機墜落火災の影響が最も厳しくなるよ

う落下確率が 10-7[回/炉・年]とな る位置とする。 

示す。 とし，また，想定する航空機は，燃料積載量・燃料タンク投

影面積が大きい B747-400とする。 

機用軽油タンクとの

重畳を想定 
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第 2.3.2.3-5図  

航空機落下位置と危険物タンク火災の重畳を考慮する位置（6 号

炉） 

第 2.3.2.3-6 図 航空機落下位置と危険物タンク火災の重畳を

考慮する位置（7 号炉） 

b. 熱影響評価結果 6号炉タービン建屋

1 階の非常用電気品室及び 7 号炉コントロール建屋の

熱影響評価を実施する。航空機墜落による火災と危険物

タンク火災の重畳が発生した場合を想定したとしても，

発電用原子炉施設外壁の温度が許容温度 200℃（火 災時

における短期温度上昇を考慮した場合において，コンク

第 2.3.2.4-1表 重畳火災による熱影響評価結果 

第 2.3.2.4-1図 航空機墜落位置と危険物貯蔵施設等の位置 

第2.3.2.3－4図 航空機落下位置と危険物タンク火災の 

重畳を考慮する位置 

ｂ.熱影響評価結果 

原子炉建物の熱影響評価を実施する。航空機墜落による火

災と危険物タンク火災の重畳が発生した場合を想定したとし

ても，発電用原子炉施設外壁の温度が許容温度 200℃（火災

時における短期温度上昇を考慮した場合において，コンクリ

ート圧縮強度が維持される保守的な温度）を超えないことを
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リート圧縮強度が維持される保守的な温度）を超えない

ことを確認した。 

第 2.3.2.3-2表 航空機墜落火災時のタービン建屋外壁温度評価

結果 

第 2.3.2.3-3表 航空機墜落火災時のコントロール建屋外壁温度

評価結果 

2.4二次的影響の評価(添付資料－8) 

2.4.1評価内容 

森林火災，近隣の産業施設の火災・爆発及び航空機墜落に

よる火災において発生するばい煙等に対して，影響が想定さ

れる機器，施設について評価を実施する。 

2.4.2評価結果 

ばい煙等による評価対象施設に対する影響及び居住性に

影響を及ぼさないことを以下のとおり確認する。 

2.4 二次的影響（添付資料-8） 

2.4.1 評価内容 

 森林火災，近隣の産業施設の火災・爆発及び航空機墜落に

よる火災において発生するばい煙及び有毒ガスに対して，影

響が想定される設備並びに居住性に与える影響について評価

を実施した。 

2.4.2 評価結果 

  ばい煙及び有毒ガスが，安全上重要な設備及び居住性に影響

を及ぼさないことを確認した。 

  評価結果を第 2.4.2-1表に示す。 

確認した。 

第 2.3.2.3－2表 原子炉建物外壁の熱影響評価結果 

2.4 二次的影響の評価 (添付資料－８) 

2.4.1 評価内容 

森林火災，近隣の産業施設の火災・爆発及び航空機墜落に

よる火災において発生するばい煙等に対して，影響が想定さ

れる機器，施設について評価を実施する。 

2.4.2 評価結果 

ばい煙等による評価対象施設に対する影響及び居住性に影

響を及ぼさないことを以下のとおり確認する。 
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第 2.4.2-1表 評価対象施設に対する影響評価結果 

※：30分暴露によって生命及び健康に対する即時の危険な影響を

与える濃度限度値 

第 2.4.2-1表 ばい煙等による影響評価結果 第 2.4.2-1表 評価対象施設に対する影響評価結果 
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第 2.4.2-2表 中央制御室換気系閉回路循環運転時の酸素濃度 

第 2.4.2-3表 中央制御室換気系閉回路循環運転時の炭酸ガス 

濃度 

第 2.4.2-4表 緊急時対策所外気遮断時の酸素濃度 

第 2.4.2-5表 緊急時対策所外気遮断時の炭酸ガス濃度 

第 2.4.2-6表 火災発生による有毒ガス濃度 
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第 2.4.2－1図 非常用ディーゼル発電機関 

第 2.4.2-1図 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系 

ディーゼル発電機を含む。）機関系統構造図 

第2.4.2－1図 非常用ディーゼル機関 

130



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

第 2.4.2-2(a)図 原子炉建屋換気空調系 

第 2.4.2-2(b)図 コントロール建屋換気空調系 

第 2.4.2-2(c)図 タービン建屋換気空調系 

第 2.4.2-2図 中央制御室換気系の系統概略図 

第 2.4.2-3図 原子炉建屋換気系の系統概略図 

第2.4.2－2(a)図 原子炉建物付属棟空調換気系 

第2.4.2－2(b)図 中央制御室空調換気系 
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第 2.4.2-4図 電気室換気系の系統概略図 

第 2.4.2-5図 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系 

ディーゼル発電機を含む。）室換気系の系統概略図 
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第 2.4.2-3図 非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ電動機外

形図 

第 2.4.2-4図 非常用ディーゼル発電機排気口外形図 

第 2.4.2-6図 残留熱除去系海水系ポンプ電動機 構造図 

第 2.4.2-7図 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系 

ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ電動機 構造図 

第2.4.2－3図 原子炉補機海水ポンプ電動機の冷却方式図 

第2.4.2－4図 非常用ディーゼル発電機排気口外形図 
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第 2.4.2-5(a)図 通常モードの状態（中央制御室） 

第 2.4.2-5(b)図非常時モードの状態（中央制御室） 

第 2.4.2-2 表外気遮断時の中央制御室の酸素・二酸化炭素濃度 

以上 

第2.4.2－5図 再循環運転モード（中央制御室） 

第2.4.2－2表 外気遮断時の中央制御室の酸素・二酸化炭素濃度
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まとめ資料比較表 〔６条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災） 別添４－１ 添付資料－１〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

添付資料－1 

外部火災影響評価対象の考え方について 

添付資料－1 

外部事象防護対象施設と評価対象施設の考え方について 

添付資料－１ 

外部火災影響評価対象の考え方について 
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１．外部火災影響評価対象の考え方 

原子力規制委員会の定める「実用発電用原子炉及びその附属

施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則（以下「設置許

可基準規則」という。）」第 6条及び「実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」と

いう。）」第 7条において，外部からの衝撃による損傷の防止と

して，安全施設は，想定される自然現象（地震及び津波を除く。）

又は人為事象（故意によるものを除く。）に対して安全機能を

損なわないものでなければならないとされている。 

このため，「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド（以下

「評価ガイド」という。）」に基づき，外部火災影響評価を行い，

外部火災により，発電用原子炉施設へ影響を与えないこと及び

二次的影響に対する適切な防護対策が施されていることを 評

価する。 

外部火災の影響を受けた場合，発電用原子炉施設の安全性を

確保するために必要な設計上の要求事項を喪失し，安全性の確

保が困難となるおそれがあることから，防護対象は「発電用軽

水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」に

おいて安全機能を有する安全重要度分類のクラス 1,クラス 2

及びクラス 3に属する構築物，系統及び機器とする。今回，防

護対象とした構造物，系統及び機器については，外部火災発生

時には，原則防火帯の内側で防護し，対象施設周辺の消火活動

等により影響を及ぼさないよう防護する。 

（１） 外部事象防護対象施設

外部火災によってその安全機能が損なわれないことを確認

する必要がある施設のうち，外部事象防護対象施設は，外部事

象に対し必要な構築物，系統及び機器（発電用原子炉を停止す

るため，また，停止状態にある場合は引き続きその状態を維持

するために必要な異常の発生防止の機能，又は異常の影響緩和

の機能を有する構築物，系統及び機器，並びに，使用済燃料プ

ールの冷却機能及び給水機能を維持するために必要な異常の

発生防止の機能，又は異常の影響緩和の機能を有する構築物，

系統及び機器として安全重要度分類のクラス１，クラス２及び

安全評価上その機能に期待するクラス３に属する構築物，系統

及び機器）に加え，それらを内包する建屋とする。 

１. 外部火災に対する防護対象及び影響評価対象の考え方

原子力規制委員会が定める「実用発電用原子炉及びその附属

施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」の第六条にお

いては，外部からの衝撃による損傷の防止として，安全機能を

有する構築物，系統及び機器が，想定される自然現象（地震及

び津波を除く。）又は発電用原子炉施設の安全性を損なわせる

原因となるおそれがある事象であって，人為によるもの（故意

によるものを除く。）に対して安全機能を損なわないものでな

ければならないとされている。 

安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設を，

「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審

査指針」で規定されている重要度分類（以下「安全重要度分類」

という。）のクラス１，クラス２及びクラス３に属する構築物，

系統及び機器とする。 

1.1 外部事象防護対象施設等の抽出 

外部火災によってその安全機能が損なわれないことを確認

する必要がある施設のうち，外部事象防護対象施設は，外部

事象に対し必要な構築物，系統及び機器（発電用原子炉を停

止するため，また停止状態にある場合は引き続きその状態を

維持するために必要な異常の発生防止の機能又は異常の影響

緩和の機能を有する構築物，系統及び機器として安全重要度

分類のクラス１，クラス２及び安全評価上その機能に期待す

る安全重要度分類のクラス３に属する構築物，系統及び機器）

とする。また，外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象

施設を内包する建屋を併せて，外部事象防護対象施設等とい

う。外部事象防護対象施設等の抽出フローを第1.1-1図に，抽

1. 外部火災影響評価対象の考え方

原子力規制委員会の定める「実用発電用原子炉及びその附属

施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則（以下「設置許

可基準規則」という。）」第６条及び「実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」と

いう。）」第７条において，外部からの衝撃による損傷の防止と

して，安全施設は，想定される自然現象（地震及び津波を除く。）

又は人為事象（故意によるものを除く。）に対して安全機能を損

なわないものでなければならないとされている。 

このため，「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド（以下「評

価ガイド」という。）」に基づき，外部火災影響評価を行い，外

部火災により，発電用原子炉施設へ影響を与えないこと及び二

次的影響に対する適切な防護対策が施されていることを評価す

る。 

外部火災の影響を受けた場合，発電用原子炉施設の安全性を

確保するために必要な設計上の要求事項を喪失し，安全性の確

保が困難となるおそれがあることから，防護対象は「発電用軽

水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」に

おいて安全機能を有する安全重要度分類のクラス１，クラス２

及びクラス３に属する構築物，系統及び機器とする。今回，防

護対象とした構築物，系統及び機器については，外部火災発生

時には，原則防火帯の内側で防護し，対象施設周辺の消火活動

等により影響を及ぼさないよう防護する。 

(１) 外部事象防護対象施設

外部火災によってその安全機能が損なわれないことを確認す

る必要がある施設のうち，外部事象防護対象施設は，外部事象

に対し必要な構築物，系統及び機器（原子炉を停止するため，

また，停止状態にある場合は引き続きその状態を維持するため

に必要な異常の発生防止の機能，又は異常の影響緩和の機能を

有する構築物，系統及び機器，並びに，燃料プールの冷却機能

及び給水機能を維持するために必要な異常の発生防止の機能，

又は異常の影響緩和の機能を有する構築物，系統及び機器とし

て安全重要度分類のクラス１，クラス２及び安全評価上その機

能に期待するクラス３に属する構築物，系統及び機器）に加え，

それらを内包する建物とする。 

136



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

その上で，消火活動等の防護手段を期待しない条件のもと，

火元からの離隔で防護するため，想定される外部火災に対して

熱影響評価，ばい煙等による影響評価を実施する。（第 4-2 表） 

（２） その他の安全施設

その他の安全施設は，原則防火帯により防護し，建屋内の設

備は建屋による防護，屋外設備は代替手段等で安全機能に影響

がないことを確認する。屋外に設置してあり代替手段がない設

備（主排気筒）については，個別に熱影響評価を実施する。（第 

4-3 表）

なお，防火帯による防護ができない設備は，送電線，通信線，

モニタリングポスト及び気象観測装置となるが，これらが機能

喪失した場合であっても，防火帯の内側で防護する非常用ディ

ーゼル発電機，無線連絡設備，可搬型モニタリングポスト及び

可搬型気象観測装置により安全機能 

（３） 重大事故等対処設備

設計基準事象に対して耐性を確保する必要があるのは設計

基準対象施設であり，重大事故等対処施設ではないが，設計

基準を超える事象が発生した場合に使用する重大事故等対処

施設が，その前段の設計基準事象の自然現象によって機能喪

失することは回避するべきであることから，原則防火帯の内

側に配置し外部火災の熱影響を回避する。（第 4-4 表） 

防火帯による防護ができない設備として，モニタリングポス

ト，気象観測装置があるが，これらが機能喪失した場合であっ

ても，防火帯の内側で防護する可搬型モニタリングポスト，可

搬型気象観測装置により安全機能は維持される。 

なお，外部火災に対する重大事故等対処設備の設計方針は，

設置許可基準規則第 43 条（重大事故等対処設備）にて考慮す

る。 

出結果を第1.1-1表に示す。 その上で，消火活動等の防護手段を期待しない条件のもと，

火元からの離隔で防護するため，想定される外部火災に対して

熱影響評価，ばい煙等による影響評価を実施する。（第 4-2表） 

(２) その他の安全施設

その他の安全施設は，原則防火帯により防護し，建物内の設

備は建物による防護，屋外設備は代替手段等で安全機能に影響

がないことを確認する。屋外に設置してあり代替手段がない設

備（排気筒）については，個別に熱影響評価を実施する。（第

4-3表）

なお，防火帯による防護ができない設備は，送電線，通信線

及びモニタリングポストとなるが，これらが機能喪失した場合

であっても，防火帯の内側で防護する非常用ディーゼル発電機

及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（以下「非常用ディ

ーゼル発電機」という。），無線通信設備及び可搬式モニタリン

グポストにより安全機能は維持される。 

(３) 重大事故等対処設備

設計基準事象に対して耐性を確保する必要があるのは設計基

準対象施設であり，重大事故等対処施設ではないが，設計基準

を超える事象が発生した場合に使用する重大事故等対処施設

が，その前段の設計基準事象の自然現象によって機能喪失する

ことは回避するべきであることから，原則防火帯の内側に配置

し外部火災の熱影響を回避する。（第 4-4 表） 

防火帯による防護ができない設備として，モニタリングポス

トがあるが，これらが機能喪失した場合であっても，防火帯の

内側で防護する可搬式モニタリングポストにより安全機能は維

持される。 

なお，外部火災に対する重大事故等対処設備の設計方針は，

設置許可基準規則第 43条（重大事故等対処設備）にて考慮する。 
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２． 影響評価内容 

（１）熱影響評価について 

外部事象防護対象施設のうち，外部火災の影響を受ける評

価対象施設については，評価ガイドに基づき，建屋の外側（コ

ンクリート，鋼，扉，貫通部で形成される障壁）の熱影響に

対する耐性評価を実施する。選定フロー（第 3-1図）に基づ

き抽出する施設のうち，屋内設置の外部事象防護対象施設に

ついては，内包する建屋により防護するとし，評価対象施設

として抽出された建屋側面のコンクリート壁の温度評価を

実施し，建屋内の外部事象防護対象施設に影響を及ぼさない

ことを確認する。また，屋外の評価対象施設については，各

機器について熱影響評価を実施する。(第 3-1 表) 

（２）二次的影響評価 

外部火災の二次的影響を受ける評価対象施設については，

ばい煙等による安全上重要な設備に対する影響評価として，

非常用ディーゼル発電機等について影響評価を実施する。 

選定フロー（第 3-2 図）に基づき，ばい煙等による影響評

価の評価対象施設を抽出し，評価を実施する。 

a. 屋外設備で外気を内部に取り込む設備（対象なし）

b. 屋外設備で開口部のある設備

非常用ディーゼル発電機排気口

c. 屋内設備で外気を直接取り込む設備

換気空調系（原子炉建屋，ディーゼル発電機電気品区

域，中央制御室，コントロール建屋計測制御電源盤区

域，海水熱交換器区域） 

非常用ディーゼル発電機 

また，外部火災発生時のばい煙等による居住性評価の観点

から，中央制御室の影響評価を実施し，煙や埃に対して脆弱

な設備として安全保護系について影響評価を実施する。 

2. 影響評価内容

(１) 熱影響評価について

外部事象防護対象施設のうち，外部火災の影響を受ける評価

対象施設については，評価ガイドに基づき，建物の外側（コン

クリート，鋼，扉，貫通部で形成される障壁）の熱影響に対す

る耐性評価を実施する。選定フロー（第 3-1 図）に基づき抽出

する施設のうち，屋内設置の外部事象防護対象施設については，

内包する建物により防護するとし，評価対象施設として抽出さ

れた建物側面のコンクリート壁の温度評価を実施し，建物内の

外部事象防護対象施設に影響を及ぼさないことを確認する。ま

た，屋外の評価対象施設については，各機器について熱影響評

価を実施する。（第 3-1表） 

(２) 二次的影響評価

外部火災の二次的影響評価を受ける評価対象施設について

は，ばい煙等による安全上重要な設備に対する影響評価として，

非常用ディーゼル発電機等について影響評価を実施する。 

選定フロー図（第 3-2 図）に基づき，ばい煙等による影響評

価の評価対象施設を抽出し，評価を実施する。 

ａ．屋外設備で外気を内部に取り込む設備 

・対象なし※

ｂ．屋外設備で開口部のある設備 

・非常用ディーゼル発電機排気口

ｃ．屋内設備で外気を直接取り込む設備 

・非常用ディーゼル発電機

・空調換気系（原子炉建物付属棟空調換気系，中央制御

室空調換気系）

また，外部火災発生時のばい煙等による居住性評価の観点か

ら，中央制御室の影響評価を実施し，煙や埃に対して脆弱な設

備として安全保護系について影響評価を実施する。 

※：原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポ

ンプは，屋外に設置しているが，電動機内部に直接外気

を取り込まない全閉外扇形構造の冷却方式であり，外気

を直接電動機内部に取り込まない構造であることから評
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３．重大事故等対処設備に対する考慮 

第 3-6 図の外部火災に対する重大事故等対処設備への評価フ

ローに基づき，外部火災に対し，必要な安全機能を維持できる

ことを確認する。 

第 3-1 図 熱影響評価を実施する施設の選定フロー図 

第1.1-1図 外部事象防護対象施設等の抽出フロー 

1.2 評価対象施設の抽出 

外部事象防護対象施設等のうち，屋内設備は内包する建屋

により防護する設計とし，外部火災の影響を受ける屋外施設

を評価対象施設とする。評価対象施設の抽出フローを第1.2-1

図に，抽出結果を第1.1-1表に示す。 

第1.2-1図 外部事象防護対象施設等のうち評価対象施設の 

抽出フロー 

価対象外。 

3．重大事故等対処設備に対する考慮 

  第3-4図の外部火災に対する重大事故等対処設備の評価フロ

ーに基づき，外部火災に対し，必要な安全機能を維持できるこ

とを確認した。 

第 3-1図 熱影響評価を実施する施設の選定フロー図 

・記載方法の相違

【東海第二】 

記載箇所の相違及び

選定フローにより抽

出された施設の相違 
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第 3-2 図 ばい煙に対する影響評価を実施する施設の選定フロ

ー図 

 

 

 

 

 

 

 

 1.3 その他の施設 

その他の施設は，原則として，防火帯により防護し，外部

火災により損傷した場合であっても，代替手段があること等

により，その安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 3-2図 ばい煙等に対する防護対象施設選定フロー図 
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第 3-1表 防護対象及び防護方法 第 3-1表 防護対象及び防護方法 
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第 3-3図 6 号及び 7 号炉の建屋配置 

第 3-4図 廃棄物処理建屋復水貯蔵槽の位置 

第 3-3図 発電所構内全体 
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第 3-5図 発電所構内全体 
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４. 設備を防護する建屋の離隔距離

外部事象防護対象施設及び重大事故等対処設備を内包する各

建屋について，防火帯外縁からの離隔距離を下表に示す。 

この離隔距離は想定される森林火災において，評価上必要と

される危険距離（約 21m）以上あることから，外部事象防護対

象施設及び重大事故等対処設備に対して，森林火災が熱影響を

およぼすことはないと評価できる(添付資料－2 3.危険距離及

び温度評価 参照)。 

なお，防火帯に最も近く森林火災時の外壁面の温度上昇が大

きい固体廃棄物処理建屋（壁厚：0.4m）については内気の温度

評価を実施する。 

第3-4図 外部火災に対する重大事故等対処施設への評価フロー 

4. 設備を防護する建物の離隔距離

外部事象防護対象施設及び重大事故等対処設備を内包する各

建物について，防火帯外縁からの離隔距離を下表に示す。 

この離隔距離は想定される森林火災において，評価上必要と

される危険距離以上あることから，外部事象防護対象施設及び

重大事故等対処設備に対して，森林火災が熱影響を及ぼすこと

はないと評価できる。（添付資料―２ 3．危険距離及び温度評

価 参照） 

なお，防火帯に近く森林火災時の外壁面の温度上昇が大きい

固体廃棄物貯蔵所Ｄ棟（壁厚：0.5ｍ）については内気の温度評

価を実施する。 
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第 4-2表 外部事象防護対象施設（４／８） 
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２． 影響評価内容 

(1) 熱影響評価

評価対象施設のうち，原子炉建屋内，タービン建屋内及び

使用済燃料乾式貯蔵建屋については，「原子力発電所の外部火

災影響評価ガイド」に基づき，当該建屋の外側コンクリート

壁の温度評価を実施し，コンクリートの健全性が確保される

ことを確認する。 

また，評価対象施設のうち，残留熱除去系海水系ポンプ，

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機を含む。）用海水ポンプ，主排気筒，非常用ディーゼル発

電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）及び放

水路ゲートについては，屋外に設置されていることから，こ

れらの施設の設置状況等を考慮して熱影響を評価する。（第

2-1図参照）

第 2-1図 外部火災に対する評価対象施設配置図 

(2) 二次的影響評価

外部火災の二次的影響評価として，ばい煙等による機器へ

の影響評価を実施する。 

ばい煙等による機器への影響として，外気を直接設備内に

取り込む機器，外気を取り込む空調系統（室内の空気を取り

込む機器を含む。）及び外気を取り込む屋外設置機器を評価対
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象設備として選定し評価する。 

また，ばい煙等による中央制御室に対する居住性への影響

を評価する。 

(3) 放水路ゲートについて

評価対象施設のうち放水路ゲートについては，津波の流入

を防ぐための閉止機能を有している。航空機落下を起因とし

て津波が発生することはないこと及び放水路ゲートは，大量

の放射性物質を蓄えておらず，原子炉の安全停止（炉心冷却

を含む。）機能を有していないため，航空機落下確率を算出

する標的面積として抽出しないことから，航空機墜落による

火災は設計上考慮しない。 

(4) 排気筒モニタ及び排気筒モニタ建屋について

評価対象施設のうち排気筒モニタについては，放射性気体

廃棄物処理施設の破損の検出手段として期待している。外部

火災を起因として放射性気体廃棄物処理施設の破損が発生す

ることはないが，独立事象としての重畳の可能性を考慮し，

安全上支障のない期間に補修等の対応を行うことで，排気筒

モニタ建屋も含め安全機能を損なわない設計とするため，排

気筒モニタ及び排気筒モニタ建屋の詳細検討は不要とする。 

(5) その他の別の評価対象施設に包絡される評価対象施設に

ついて 

残留熱除去系海水系ストレーナ及び非常用ディーゼル発電 

機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ス

トレーナ，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機を含む。）室ルーフベントファン及び非常用ガ

ス処理系排気筒については，他の評価対象施設の評価に包絡

されるため，詳細検討は不要とする。包絡される根拠を以下

に示す。また，各対象の位置を第 2-2図に示す。 
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第 2-2図 他の評価対象施設に包絡される対象の位置 

a. 残留熱除去系海水系ストレーナ及び非常用ディーゼル発

電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用

海水ストレーナ 

残留熱除去系海水系ストレーナ及び非常用ディーゼル

発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）

用海水ストレーナは以下の理由により同じ海水ポンプ室

内にあり動的機器である残留熱除去系海水系ポンプ及び

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）用海水ポンプの評価に包絡される。 

・海水ポンプ室内にある機器の評価では，火災源から対

象までの離隔距離を一律海水ポンプ室外壁までとし

ているため，離隔距離が同じとなる。海水ポンプとス

トレーナの位置を第 2-3図に示す。

・動的機器である残留熱除去系海水系ポンプ及び非常用

ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機を含む。）用海水ポンプは，受ける熱の躯体及び

冷却空気への影響度を踏まえ，より影響が大きい冷却

空気への評価を行っており，この躯体への熱影響の評

価は，同じ材質であるストレーナに対しても同じ結果

となる。 
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第 2-3図 海水ポンプとストレーナの位置 

 

b. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）吸気口及び非常用ディーゼル発電機

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）室ルー

フベントファン 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）吸気口及び非常用ディーゼル発電機（高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフベン

トファンは，以下の理由により，主排気筒の評価に包絡さ

れる。 

・同じ鋼材である主排気筒の方が，吸気口及びルーフベ

ントファンより火災源からの離隔距離が短く熱影響が

大きい。敷地内の火災源から各対象までの離隔距離を

第 2-1表に示す。 

・ルーフベントファンは，ディーゼル発電機室の排気を

行う設備であり，熱影響を受けた排気が他の設備に影

響を及ぼすことはない。 
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第 2-1表 敷地内の火災源から各対象までの離隔距離 

 

 

c. 非常用ガス処理系排気筒 

非常用ガス処理系排気筒は，以下の理由により主排気筒

の評価に包絡される。 

・主排気筒の評価は，主排気筒周囲の鉄塔を評価点と

しているため，非常用ガス処理系排気筒より火災源

からの離隔距離が短く，熱影響が大きい。主排気筒

と非常用ガス処理系排気筒の位置を第 2-4図に示

す。 

・主排気筒及び非常用ガス処理系排気筒の熱影響の評

価は，同じ材質である非常用ガス処理系排気筒の方

が，離隔距離が長いため低い結果となる。 

 

第 2-4図 非常用ガス処理系排気筒と主排気筒の位置 
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3. 重大事故等対処設備について

  評価対象施設を外部火災から防護することにより，外部火災

によって重大事故等の発生に至ることはない。 

  また，重大事故等対処設備は，防火帯幅の確保及び建屋外壁

等により防護する。 

4. 津波防護施設について

以下の対応を行い，津波防護施設の機能維持を図る。 

・森林火災に対しては，離隔距離を確保する。

・可燃物火災に対しては，散水を行い津波防護施設の温度上

昇を抑制し，万が一，津波防護施設に熱影響が及んでいる

可能性がある場合は，当該箇所の健全性を評価し，機能に

支障がある場合は，プラントを停止し速やかに強度を保つ

よう補修を行う。 
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